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平成16年第１回定例会(１日目) H16.6.23
　　　　　　　 平成１６年第１回西予市議会定例会会議録（第１号）
１．招 集 年 月 日　　平成１６年６月２３日
１．招 集 の 場 所　　西予市議会議場
１．開　　　　　会　　平成１６年６月２３日　午前１０時００分
１．散　　　　　会　　平成１６月６日２３日　午後　２時２１分
１．出　席　議　員
　　　　１番　　田　中　　　剛　　　　　　　　　２番　　松　山　　　清
　　　　３番　　宇都宮　明　宏　　　　　　　　　４番　　松　島　義　幸
　　　　５番　　元　親　孝　志　　　　　　　　　６番　　嶋　川　武　文
　　　　７番　　沖　野　健　三　　　　　　　　　８番　　森　川　一　義
　　　　９番　　亀　井　秀　男　　　　　　　　１０番　　名　本　修　三
　　　１１番　　河　野　作　生　　　　　　　　１２番　　藤　井　朝　廣
　　　１３番　　浅　野　泰　義　　　　　　　　１４番　　浅　野　忠　昭
　　　１５番　　三　好　幸　夫　　　　　　　　１６番　　岡　山　清　秋
　　　１７番　　酒　井　宇之吉　　　　　　　　１８番　　兵　頭　　　勇
　　　１９番　　山　本　英　男　　　　　　　　２０番　　山　本　昭　義
　　　２１番　　梅　川　光　俊　　　　　　　　２２番　　鍵　原　芳　和
　　　２３番　　菊　地　ミスギ　　　　　　　　２４番　　宇都宮　二　朗
　　　２５番　　岡　田　周　三　　　　　　　　２６番　　山　本　安　男
　　　２７番　　平　野　武　男　　　　　　　　２８番　　大　竹　忠　盛
　　　２９番　　二　宮　　　元　　　　　　　　３０番　　坂　本　隆　重
　　　３１番　　浅　野　豊　重
１．欠　席　議　員
　　　　な　　し
１．会議録署名議員
　　　　５番　　元　親　孝　志　　　　　　　　　６番　　嶋　川　武　文
１．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名
　　　市　　　　　長　　三　好　幹　二　　　　　助　　　　　役　　別　宮　　　靜
　　　収　　入　　役　　三　好　藤　冶　　　　　教　　育　　長　　二　宮　宇　明
　　　総務企画部長　　  森　　　英　二　　　　　建　設　部　長　　安　藤　芳　夫
　　　産　業　部　長　　大　森　俊　彦　　　　　生活福祉部長　  　松　本　正　志
　　　教　育　部　長　　河　野　豊　昭　　　　　明浜総合支所長　　小　玉　岩　康
　　　野村総合支所長　　森　　　一　夫　　　　　城川総合支所長　　九　鬼　則　夫
　　　三瓶総合支所長　　山　本　正　男　　　　　病院総括事務長　　上　甲　福　重
　　　消防本部消防長　　荒　井　安　憲　　　　　総　務　課　長　　炭　倉　貞　明
　　　財　政　課　長　　清　水　忠　夫　　　　　企画調整課長　  　清　水　享　司
　　　監　査　委　員　　池　畠　賢　治
１．本会議に職務のため出席した者の職氏名
　　　事　務　局　長　　吉　良　孝　一　　　　　議　事　係　長　　井　上　千　浪
１．議　事　日　程　　  別紙のとおり
１．会議に付した事件　　別紙のとおり
１．会 議 の 経 過　　  別紙のとおり

議　　事　　日　　程
　　１　会議録署名議員の指名　　（５番　元親孝志、６番　嶋川武文）
　　２　会期の決定　　（６月２３日～７月７日　１５日間）
　　３　議案第２０号　野村町エコセンタープラント建設工事請負契約について
　　４　議案第２１号　西予市議会政務調査費の交付に関する条例制定について
　　　　議案第２２号　西予市総合計画審議会条例制定について
　　　　議案第２３号　西予市城川町特定農山村地域活性化推進基金条例制定について
　　　　議案第２４号　西予市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について
　　　　議案第２５号　西予市水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例制定について
　　　　議案第２６号　西予市簡易水道及び愛媛県条例水道の設置に関する条例の一部を改正する条例制定について
　　　　議案第２７号　西予市過疎地域自立促進計画の策定について
　　　　議案第２８号　平成１６年度西予市一般会計予算
　　　　議案第２９号　平成１６年度西予市授産場特別会計予算
　　　　議案第３０号　平成１６年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算
　　　　議案第３１号　平成１６年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計予算
　　　　議案第３２号　平成１６年度西予市国民健康保険特別会計予算
　　　　議案第３３号　平成１６年度西予市老人保健特別会計予算
　　　　議案第３４号　平成１６年度西予市介護保険特別会計予算
　　　　議案第３５号　平成１６年度西予市港湾整備事業特別会計予算
　　　　議案第３６号　平成１６年度西予市簡易水道事業特別会計予算
　　　　議案第３７号　平成１６年度西予市農業集落排水事業特別会計予算
　　　　議案第３８号　平成１６年度西予市公共下水道事業特別会計予算
　　　　議案第３９号　平成１６年度西予市上水道事業会計予算
　　　　議案第４０号　平成１６年度西予市病院事業会計予算
　　　　議案第４１号　平成１６年度西予市野村介護老人保健施設事業会計予算
　　５　西予市農業委員会委員の推薦について

本日の会議に付した事件
　　１　会議録署名議員の指名
　　２　会期の決定
　　３　議案第２０号　野村町エコセンタープラント建設工事請負契約について
　　４　議案第２１号　西予市議会政務調査費の交付に関する条例制定について
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　　　　議案第２２号　西予市総合計画審議会条例制定について
　　　　議案第２３号　西予市城川町特定農山村地域活性化推進基金条例制定について
　　　　議案第２４号　西予市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について
　　　　議案第２５号　西予市水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例制定について
　　　　議案第２６号　西予市簡易水道及び愛媛県条例水道の設置に関する条例の一部を改正する条例制定について
　　　　議案第２７号　西予市過疎地域自立促進計画の策定について
　　　　議案第２８号　平成１６年度西予市一般会計予算
　　　　議案第２９号　平成１６年度西予市授産場特別会計予算
　　　　議案第３０号　平成１６年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算
　　　　議案第３１号　平成１６年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計予算
　　　　議案第３２号　平成１６年度西予市国民健康保険特別会計予算
　　　　議案第３３号　平成１６年度西予市老人保健特別会計予算
　　　　議案第３４号　平成１６年度西予市介護保険特別会計予算
　　　　議案第３５号　平成１６年度西予市港湾整備事業特別会計予算
　　　　議案第３６号　平成１６年度西予市簡易水道事業特別会計予算
　　　　議案第３７号　平成１６年度西予市農業集落排水事業特別会計予算
　　　　議案第３８号　平成１６年度西予市公共下水道事業特別会計予算
　　　　議案第３９号　平成１６年度西予市上水道事業会計予算
　　　　議案第４０号　平成１６年度西予市病院事業会計予算
　　　　議案第４１号　平成１６年度西予市野村介護老人保健施設事業会計予算
　　５　西予市農業委員会委員の推薦について

　　開会　午前１０時００分
○議長　皆さん、おはようございます。
　ただいまの出席議員は３１名であります。これより平成１６年第１回西予市議会定例会を開会いたします。
　三好市長より今定例会招集のあいさつがあります。
○三好市長　皆さん、おはようございます。
　本定例議会は西予市の最初の定例議会でございます。まさに西予市の歴史に刻まれる１ページであると、このように
思っております。また、本定例議会は平成１６年度の予算議会でもあります。本会議、委員会を通じて行政側からも多
くのご提案を申し上げますし、また議員の皆さんからも多くのご意見があろうかと、このように思っております。とも
に新しい西予市をつくるという気概を持ってしっかりした議論をしていきたいと、このように思っております。本定例
議会が４万７，０００西予市民の負託にこたえる定例議会になりますことを心からご祈念申し上げまして、招集のあい
さつとさせていただきます。どうもありがとうございました。お願いします。
○議長　次に、初議会以降における諸般の報告はお手元に配付のとおりであります。お目通し願います。
　これより本日の会議を開きます。
　本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりであります。
　　（日程１）
○議長　今回の会議録署名議員に５番元親孝志君、６番嶋川武文君の両名を指名いたします。
　　（日程２）
○議長　会期についてお諮りいたします。
　今回の会期は、本日より７月７日までの１５日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長　ご異議なしと認めます。よって、今回の会期は本日から７月７日までの１５日間と決定いたしました。
　　（日程３）
○議長　議案第２０号「野村町エコセンタープラント建設工事請負契約について」を議題といたします。
　理事者の説明を求めます。
○大森産業部長　それでは、議案第２０号「野村町エコセンタープラント建設工事請負契約について」ご説明をいたし
ます。
　野村町エコセンタープラント建設工事請負契約を下記のとおり締結したいので、西予市議会の議決に付すべき契約及
び財産の取得、または処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を求めるものであります。
　それでは、提案理由のご説明を申し上げます。
　本工事は平成１６年１１月１日から実施となる家畜排せつ物法への対応に伴い、旧野村町で進めております新規堆肥
センター建築工事の１次処理機械プラントを建設する工事であります。建設するプラントは均一な堆肥製造能力の極め
てすぐれた密閉横型堆肥化装置を設置することといたしております。この方式は現在岡山県川上村、山口県宇部市など
で導入されておりまして、生産コストが安い上に耐久性が高く、２０年以上の稼働実績があり、高い評価を得ておりま
す。このプラントによります処理できるふん尿の量は日量３１トンであります。それを約７０日かけて１３トンの堆肥
にいたします。堆肥につきましては、圃場に直接投入するばら堆肥に加え、２０キログラム程度の袋詰め製品、濃縮ペ
レット製品を製造販売する計画であります。このプラントの完成により５３戸の畜産農家の処理が可能になる計画であ
ります。本工事については、プラントの特殊性から全国でも当市計画の方式に即した製造業者はナラサキ産業株式会社
のみであり、競争入札に付することが不適当であると認められることから、随意契約により去る６月１５日にナラサキ
産業株式会社代表取締役蠣崎哲治氏と、工事請負金額２億７，２４７万５，０００円で工事請負仮契約を締結したの
で、議会の議決を求めるものであります。よろしくご審議の上、ご決定いただきますようお願いを申し上げます。
○議長　理事者の説明は終わりました。
　これより質疑を行います。
○２８番大竹忠盛君　過日の協議会の具体的な説明を受けまして、その折にも今光センサー等の問題もあって、随意契
約については十分慎重を期されるようにお願いをいたしたところであります。きょうは本会議でありますもんですか
ら、改めまして今後の事務処理、その他について十分精査をされるように意見を申し上げたいと思います。
　以上であります。
○三好市長　今ほどの大竹議員のご質問にお答えいたします。
　本案件の契約につきましては、既に旧野村町の段階におきまして十分に委員会を設置されて議論をされとるところで
ございまして、それを踏まえての今回のご説明、契約であります。その過程におきましても、光センター等々と比べる
ような問題には至っていないという判断に基づいて私どもは判断させていただきました。その過程につきましても、先
般の全員協議会にもお話ししたとおりでございます。ぜひともご理解をいただきまして、なおかつ私どもの、おっしゃ
るようなしっかりした手続を踏まえて最後までこの建設に向けてやっていきたいと、このように思っております。
　以上でございます。
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○議長　以上で質疑を終結とします。
　お諮りいたします。
　議案第２０号については、会議規則第３７条第２項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これにご異議
ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長　ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。
　討論はございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長　討論なしと認めます。
　お諮りいたします。
　議案第２０号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長　ご異議なしと認めます。よって、議案第２０号は原案のとおり決定いたしました。
　　（日程４）
○議長　次に、議案第２１号「西予市議会政務調査費の交付に関する条例制定について」から議案第４１号「平成１６
年度西予市野村介護老人保健施設事業会計予算」についてまでの２１件を一括議題といたします。
　理事者の説明を求めます。
○森総務企画部長　議案第２１号「西予市議会政務調査費の交付に関する条例制定について」提案理由のご説明を申し
上げます。
　政務調査費は、議会議員の市政に関する調査研究に要する経費の一部を会派または議員に交付するもので、議員の政
策立案能力の向上を図り、議会の活性化と、ひいては市政の発展を図るものであります。本条例は、その政務調査費の
交付に関して必要な事項を定め、適正かつ効果的な運用を図ることを目的に制定するものであります。
　条例の内容につきましては、政務調査費の交付対象を会派または会派に属さない議員といたしており、その額は月額
で１万円といたしております。また、政務調査費の交付を受けた会派及び議員は収支報告書を翌年度の４月末までに提
出することとし、その収支報告書については、市民等の請求により閲覧ができるものといたしております。よろしくご
審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。
　議案第２２号「西予市総合計画審議会条例制定について」提案理由のご説明を申し上げます。
　本条例は、地方自治法第２条第４項の規定による総合振興計画を策定するため法第１３８条の４第３項の規定による
西予市総合計画審議会を設置するものであります。総合計画は地方自治法で策定することが定められている地方自治体
の最上位計画であり、西予市においても各種計画の頂点に立つものであります。新市としての第１次の総合計画は、西
予市が自然と文化と人が輝く交流の町の実現に向け、本市の将来の進むべき方向と、持続的に発展していくことができ
るまちづくりを進めるために極めて重要な長期計画であります。計画期間は、平成１８年度から２７年度までの１０カ
年とするものであります。提案いたしております審議会は、市長の諮問に応じ、総合計画に関する事項について審議及
び調査等を願う機関でありまして、委員３０名以内で組織したいと考えております。よろしくご審議の上、ご決定くだ
さいますようお願い申し上げます。
○大森産業部長　それでは、議案第２３号「西予市城川町特定農山村地域活性化推進基金条例制定について」提案理由
のご説明を申し上げます。
　特定農山村地域活性化推進事業は、特定農山村地域における農林業等の活性化のために基盤整備計画を策定し、高収
益、高付加価値型農業の展開などに向けて、新規作物の導入試験、多様な担い手の育成及び地域間交流の促進などのソ
フト事業を展開するものであり、当市では今年度から新たに当該事業を取り組むことといたしております。本条例は、
城川町地域における当該事業に係る基金を設置することから、地方自治法第２４１条の規定に基づき、基金の効果的な
運用と活用を図るため制定するものであります。
　以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。
○松本生活福祉部長　議案説明の前にお断りを申し上げます。６月２１日の事務連絡により議案書の差しかえをお願い
いたしましたが、重要な議案を不注意により差しかえをお願いするような結果となりましたことを深くおわび申し上げ
ます。今後このようなことのないよう職員一同気を引き締めて努めてまいりますので、ご容赦のほどをお願い申し上げ
ます。
　それでは、議案第２４号「西予市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について」提案理由のご説明を申し
上げます。
　地方税法及び国有財産等所在地市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律等が平成１６年３月３１
日に公布されたことに伴い、本条例の一部を改正するものであります。
　主な改正内容につきましては、長期譲渡所得並びに短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例を地方税法改正
に伴い、一部を改正するものであります。その内容につきましては、条例第３条の所得割額に関する長期譲渡所得並び
に短期譲渡所得の特例の法改正に伴い、字句の追加、あるいは改正するものであります。
　なお、この規定は平成１７年度以降の年度分の国民健康保険税に適用するもので、平成１６年度分までの国民健康保
険税については従前の例によるものでございます。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げま
す。
○安藤建設部長　議案第２５号の「西予市水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例制定について」提案理由
のご説明を申し上げます。
　西予市宇和上水道事業は、昭和３６年１０月に計画給水人口６，５００人で創設されました。その後、生活様式の変
化に伴う給水量の増加に対処することや、管路の老朽化による漏水や断水事故を防ぐため、第３次拡張事業に至るまで
整備を図ってまいりました。しかしながら、愛媛県立歴史文化博物館、どんぶり館など、大型施設の完成により給水区
域の拡張、四国縦断自動車道の開通による観光客の増加、さらに公共下水道、農業集落排水事業の供用開始に伴う給水
水量の不足を補うため、平成１５年度末に第４次拡張事業である宇和町上水道事業経営変更の認可を取得し、給水区域
及び給水人口が変更されたことに伴い、本条例の一部を改正するものであります。よろしくご審議の上、ご決定くださ
いますようお願い申し上げます。
　続きまして、議案第２６号「西予市簡易水道及び愛媛県条例水道の設置に関する条例の一部を改正する条例制定につ
いて」提案理由のご説明を申し上げます。
　多田簡易水道事業は、昭和３６年に創設し、昭和５０年に伊延谷及び大西の２つの条例水道を統合、さらに昭和５２
年に給水量の増加により計画給水人口１，８００人、１日当たりの計画最大給水量３６０立米とする拡張事業を行い、
現在に至るまで整備を図ってまいりました。今回の計画によりまして、長期展望に立脚した広域的簡易水道を目指し、
隣接する吉信、院内、横尾の県条例水道を統合し、久保、伊延西地区の未給水区域の解消を行い、さらに河内簡易水道
を統合することで、経営基盤及び管理体制の強化を図り、同時に営農用水量の増加、農業集落排水事業の計画に伴う給
水量の不足等を補うため、平成１５年度に多田簡易水道事業経営変更の認可を取得し、給水区域及び給水人口が変更さ
れたことに伴い、本条例の一部を改正するものであります。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し
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上げます。
○森総務企画部長　議案第２７号「西予市過疎地域自立促進計画の策定について」提案理由のご説明を申し上げます。
　本案は、過疎地域自立促進特別措置法第６条第１項の規定により、西予市過疎地域自立促進計画を策定するものであ
ります。国においては、過疎地域の対策として昭和４５年に制定された過疎地域対策緊急措置法に始まり、次いで過疎
地域振興特別措置法、さらに過疎地域活性化特別措置法、現在は４次の過疎地域自立促進特別措置法の過疎立法を施行
し、各種の行財政上の特別措置が講じられてきました。過疎地域にあっては、法に基づく市町村計画を策定することに
なっております。前期計画は平成１２年度から５カ年度でありますが、最終年度となる平成１６年度は今回の合併で過
疎地域指定の旧町が存在しないことにより、事業計画は西予市としての一本化した計画が必要であるため、旧町の計画
方針を継承する形で本計画を策定するものであります。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げ
ます。
○三好市長　議案第２８号「平成１６年度西予市一般会計予算」について提案理由のご説明を申し上げます。
　平成１６年度予算案及び諸議案の提案に当たり、所信並びに予算編成の概要を申し上げます。
　本定例議会は、西予市が誕生し最初の定例議会であります。実質平成１６年度の予算議会でもあり、今後の西予市の
あり方を問われる重要な議会であります。このことから予算説明をする前に市長として所信を述べさせていただきま
す。
　地方分権と国家の財政構造改革の２つの大きな潮流にあって、平成の大合併は財政力のない町にあっては避けて通れ
ない重要な政治課題でありました。そのような中、東宇和郡の明浜町、宇和町、野村町、城川町の４町と、西宇和郡の
三瓶町の郡境を超えた５町でそれぞれの立場を理解しながら、住民のご承認をいただき、平成１６年４月１日に新生西
予市が誕生いたしました。新生西予市の出発に当たり、市民が納得のいく住みやすい夢の持てる西予市のグランドデザ
インを招く必要があります。私の行政推進の基本スタンスとして、第１に、夢のある町をつくること、第２に、隅々ま
で行き渡る行政を行うこと、第３に、行政の情報を住民とともに共有することであります。この基本スタンスを持ちな
がら西予市の行政諸課題に取り組んでいきます。
　まず、私たちは西予市を誕生させるに当たり、町から市になる合併を選択いたしました。そのことから合併特例法上
で市条件の期限である平成１６年度末に合併することを目途とした合併協議をしてまいりました。住民の皆さんが漠然
と抱いている市への思いが強いことを私たちは認識し、それにこたえる必要があります。市になったことによって、今
後予想される地方分権の推進の中で国、県の権限移譲や職員の専門性、質的向上を生かし、住民に対する要望にこたえ
ていかなくてはなりません。さらに、私たちは新しい市を創造する気概が大切であります。それは都市的要素の少ない
西予市であるだけに、従来の市に対するイメージを変えた市をつくることであります。いわゆる都市的要素を加味しな
がら農山村的要素をふんだんに盛り込んだ市として認知される市の創造を目指します。さらに、市としての一体感を早
くつくる必要があります。市民の皆さんは合併した直後でいろいろな不安があろうかと思いますが、その不安を早く払
拭することが肝要であります。そのために市民の皆さんの中に一つになる心と一つになる努力を誘発しながら、一体感
を醸成することに努めます。今後のまちづくりにおいてあらゆる機会を通じ、西予は一つであることを印象づけてまい
ります。そして、そのこととあわせて地域主義を脱しなくてはなりません。旧町単位の考え方を脱して、西予市全体を
考える思考転換を進めなくてはなりません。その上でそれぞれの地域特性を把握し、行政課題に取り組んでいく必要が
あります。私はグローバルに考えてローカルに実践する方針であります。
　西予市の将来に対する実践的諸課題について一部言及します。
　産業分野でありますが、西予市の基幹産業であります農林水産業の基盤づくり、育成を基本に据え、高揚力のある商
工業の支援など、西予市の将来への産業構造の質的転換を図るため、産業戦略会議を創設したいと考えています。
　行政分野では、女性の声を市政に反映するシステムを構築すること、スポーツ立市を目指し、スポーツを通した交流
人口をふやしていくことなどを進めます。
　福祉分野では、高齢化率の高い西予市の高齢福祉を推進するため必要な施設介護と新しい居宅介護を組み合わせ、無
理のいかないサービスを充実させていきます。
　教育分野では、西予市内の教育の平準化と生き生きとしたたくましい子どもを育てるための施策を進めていきます。
　私は、地方自治は住民自治である根本を大切にし、開かれた市政、住民主体の市政に重きを置き、西予市の基礎を築
くため、それぞれの人が喜び、それぞれの地域が輝き、そして市民が納得する市政を推進していく所存であります。
　次に、平成１６年度の予算編成についてご説明いたします。
　平成１６年度予算は新市施行後最初の予算であるという事の重大性を重く受けとめ、私は大局的な視野に立って、西
予市民４万７，０００人の将来を見据えた新しいまちづくりの礎の予算といたしました。なお、この１冊の予算書が西
予市の歴史に刻まれ、また合併してよかったと思われることを切に祈念してやみません。
　さて、予算編成に当たりまして、国の予算編成方針が、これまでの改革断行予算という基本路線を継続させたことに
よって、地方財政計画も徹底した歳出の見直しが行われ、地方交付税は４年連続の大幅な減少となっております。ま
た、これに加えていわゆる三位一体改革による影響で、当市は１２億４，０００万円余りが減額になっており、かって
ない厳しい編成作業を強いられてきたのが実情であります。私は合併前から西予市の財政状況は厳しいものになるとい
うことはある程度予想をしておりましたが、しかし予想をはるかに超える状況でありました。このような財政状況の中
でありましたが、西予市の未来ある町を築き、市民の負託にこたえることが私の責務でありますので、削るものは削っ
て、やるべきことはやるという強い信念を持って予算編成に力を注いでまいりました。どうか議員の皆さんを初め、市
民の皆様方のご理解とご協力をお願い申し上げます。
　それでは、本年度の主要施策として次の４点を重要的に取り組んでまいります。
　第１点は、５町の平準化に向け、５つのテーマを掲げて特徴あるまちづくりを目指します。
　まず、城川町において潤いと安らぎのある暮らし創造のまちづくりに取り組みます。城川町はこれまで行政と住民が
一体となって、我が村は美しくを理念にまちづくりに取り組まれ、奥伊予としてのイメージを定着されましたことはご
承知のとおりであります。このように地道な取り組みによりまして城川地域そのものが安らぎの里として認知され、ま
た確立されていることから、本年度は健康保養地中核施設整備を本格的に着手し、都市との交流を促進するとともに、
西予市の新しい健康づくりの拠点を整備いたします。
　次に、野村町においては地域文化あふれる生活とコミュニティーのまちづくりに取り組みます。このまちづくりは野
村町の乙亥大相撲という伝統文化を生かしたまちづくりであります。乙亥大相撲は嘉永５年から現在まで１５０年にわ
たって継承され、大変価値の高い伝統文化で、現在では町の一大イベントとして実施され、県内外から大勢の相撲ファ
ンが詰めかけており、町全体が活力にみなぎっています。その乙亥文化によっての交流を核としながら、中心市街地へ
の新しい概念の複合施設、乙亥の里を完成させ、個性的な商業形成を図ります。
　次に、宇和町のまちづくりは古代ロマンの里、歴史と文化の共生を求めてのまちづくりを目指します。南予では類の
ない広い水田を持つ宇和町でございますが、この盆地の中の石城地区を中心として弥生・古墳時代の遺跡が近年多く発
掘されています。この遺跡を核とした古代ロマンの里づくりを積極的に推進します。この古代ロマンの里づくりは、遺
跡だけを切り取った保存整備だけではなく、周辺の里山や里地と一体的に整備し、地域景観の一角として再生させ、す
べての人々に深くて広い安らぎや、癒しを提供いたします。また、生涯学習の場としても活用できるものでございま
す。
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　次に、明浜町では海を生かした魅力のある交流のまちづくりを行います。明浜町では、昭和６３年から海をテーマと
した拠点施設シーサイド・サンパークを順次整備してきたことにより、入り込み客数も年々増加の一途をたどり、地域
の活性化に弾みをつけているのが現状であります。今後もこの海を生かした事業を踏襲し、既存の施設と新たな施設を
一体化させ、より一層特色ある運営を展開いたします。
　次に、三瓶町においてのまちづくりは全国の海、山、町とのネットワークのまちづくりを目指します。天然の良港を
有する三瓶町において本年度から中心部沿岸区域を海の交流拠点として全国の海、山、町とのネットワークを構築し、
みかめネットワーク海の駅の整備を図ります。この事業は、三瓶港湾の水脇に位置する旧朝屋ホテル、その隣接地に位
置する休遊地、地先水面の再生等を図り、情報、物流、観光の拠点整備に位置づけ、全国の商店街や流通機構とネット
ワークして、物と人との交流を広げていき、町の活性化を目指してまいります。
　以上のとおりそれぞれの地域の特徴を生かし、均衡のとれたまちづくりを目指すものであります。
　第２点は、土地規模を生かした地域のイメージアップと活性化を図ります。西予市は、県内の市町村の中では２番目
の面積規模を有し、東は四国カルストから西は宇和海までの多様な地域資源を持つ地域となりました。私はこの地域を
この利点を十分生かし、あらゆる分野において地域の連携を図り、活力を高める施策に挑んでまいりたいと、このよう
に考えております。また、旧町ではそれぞれ築き守り育てた貴重な文化、イベント、産業等が存立しています。これら
の融合や拡大を目指して、地域のイメージを高めながら付加価値をつけてまいります。
　第３点目は、市としての機能を十分に発揮し、行政サービスに努めます。地方分権が急速に進む中で、今日の各地方
自治体はより一層の自己責任能力を強く求められております。また、当市は町から市への格付によって県からの事務移
譲もあり、多様な高度な行政ニーズの対応が必要となっておりますが、これらのことは市となったことで優秀な人材が
豊富となり、専門的知識を習得させることによって的確に対応できるものと確信しております。したがいまして、市民
の皆様へは従来の行政サービス以上の高いサービスが提供できるものと自負しているところでございます。また、行政
区域の拡大によってスポーツ施設、文化施設などの公共施設の有効利用が図られ、活動内容、指導内容も充実できるも
のと思っております。さらに、城川、明浜地区においては、本年４月から第一段階の救急医療体制が整ったことによ
り、より一層安心して暮らせるサービスを提供いたします。
　以上、職員ともども誠心誠意行政サービスに努めてまいります。
　第４点は、抜本的な行財政改革に取り組み、硬直した財政の立て直しを図ります。今日の財政状況は国、地方におい
て未曾有の財政危機状況に置かれております。特に地方自治体は三位一体改革による影響や少子・高齢化社会の進行に
より、今後ますます厳しさは増大し、財政の硬直化が一段と進んでいくものと判断しております。そのような中での当
市の財政状況を押しなべて申しますと、この上ない逼迫財政に陥っております。冒頭にも述べましたとおり、三位一体
改革の影響で１２億４，０００万円の減額、それに加えて従来実施していたサービスを高いサービス水準に合わせたこ
とにより膨大な経常的経費の支出が余儀なくされております。これに相反し、総合支所方式を導入したことで、合併の
メリットと言われている行政のスリム化が図られず、人件費の削減、あるいは事務事業経費等々の削減に至っていない
のが現状であります。また、平成１６年度末地方債残高は普通会計債で約３２３億円に達する見込みで、今後増発する
見込みの合併特例債と持ち合わせると、大変憂慮すべき財政内容となってきています。
　そこで、今後の取り組みとしましては、まず人件費の抑制を図ります。合併の調整の中で退職者の２分の１を採用す
るとありますが、これを踏まえ採用抑制を進めます。また、事務事業の見直しによって臨時雇用者を削減いたします。
　次に、事務的経費の削減に努めます。このことは本年度の予算にも表しておりますが、後年度においても徹底した事
務的経費の削減に努めてまいります。
　次に、補助金のあり方をいま一度精査します。補助金の支出は地方自治法第２３２条の２の公益上必要がある場合に
限って支出できるようになっており、これに適しているかどうかを見極めた上で決定いたします。したがいまして、内
容によっては満足な回答ができかねる場合がございます。
　次に、合併特例債の運用は慎重に取り扱います。国は合併後の市町村に最も好条件を示したとされている合併特例債
でありますが、これはあくまでも借金であり、後年度において事業費の３分の１を返済しなければならないことは既に
ご承知のとおりであります。しかし、借金も時として、また密度の高い事業には当然これを活用しなければなりません
が、ただ尺度を間違いますと、必ず後年に大きな負担が回ってきますので、慎重に運んでまいります。
　私は以上のような行財政改革を早急に断行し、後世に禍根を残す事態だけは絶対回避しなければならないと強く念じ
ております。しかし、この改革によって何人も痛みを伴うことになりますが、これを放置いたしますと、数年後におい
てはもっと大きな痛みとして受けとめなければならなくなります。どうか議員各位、市民の皆さんもぜひこの窮状をご
理解いただき、ご協力を賜りたいと存じます。
　以上、重要施策を述べましたが、このほか保健、福祉、農林、土木、教育、その他の各分野にわたり、市民の要望に
配慮した予算を編成いたしました。その結果、本年度の当初予算総額は２９３億５，１００万円といたしております
が、既にご承知のとおり、旧町の１５年度決算は３月３１日をもっての打ち切り決算となっているため、未収未払いが
生じ、その未収未払金３０億９，１００万１，０００円を当市の予算に編入しております。したがいまして、実質の予
算総額は２６２億５，９９９万９，０００円となります。
　それでは、款項の区分を基準とした目的別分類でご説明いたします。
　まず、総務費では、住民へのきめ細かな行政サービスを図るための経費として、行政連絡委託料を計上しておりま
す。また、さまざまなまちづくりの計画の中でも最も位置づけの高い西予市総合計画の策定に要する経費、固定資産税
の評価替え等に伴う経費、さらに若者定住の促進及び児童福祉の増進を図る目的で出産祝い金を支給します。そのほ
か、コミュニケーションを図る場の整備では、常定寺集会所、大成集会所、緑ケ丘集会所の建築事業費を計上しており
ます。総額では２６億７，５６６万５，０００円となっております。
　次に、民生費におきましては、市民の健康の保持及び増進を図るため、満６５歳以上の方を対象に針、灸、マッサー
ジを受けた場合においてその経費の一部を助成します。また、在宅寝たきり老人等の介護に対して、その労をねぎらう
ため介護手当を支給し、高齢者福祉の向上を目指します。さらに、国民健康保険、老人保健、介護保険のそれぞれの特
別会計に繰り出しを行い、特別会計の安定化を図ります。そのほか、障害者への思いやりのある行財政支援措置や、母
子、父子家庭の助成措置、また安心して子供を預けられる育児支援の充実を図る必要額を計上しております。総額で５
８億１，４０７万７，０００円としております。
　次に、衛生費におきましては、市民の健康維持を図るための各種健康診断委託、または八幡浜市への可燃ごみ処理委
託やごみ収集運搬などのじんかい処理に要する費用、さらに河川等の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽設置補
助金を計上しております。総額では２６億３，０５２万９，０００円となっております。
　次に、労働費におきましては、国の交付金を活用した緊急地域雇用対策事業を展開します。事業内容として教育活動
指導員の配置、図書館の月曜日開館を実施するための臨時職員を配置します。総額で５，９４６万９，０００円となっ
ております。
　次に、農林水産業費におきましては、畜産経営の確立を図るため、１５年度から継続事業となっています野村町の堆
肥センターを建設いたします。また、先ほどの重要施策の中で述べました健康保養地中核施設をさらなる付加価値を高
めるためにその隣接地に、通称宝泉坊第２ロッジを建設します。さらに、農家の強い要望のある補助金については、こ
のような財政難でありますが、農業の再生を図るため引き続き予算を確保しております。そのほか農道整備として垣生
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・岩﨑線改良工事のほか４本、林道事業として林道小振・鍵山線開設工事ほか、６本の整備を図ります。また、高山漁
協、三瓶漁協整備に係る必要額を計上いたしております。総額では４７億６，５９７万２，０００円となっておりま
す。
　次に、商工費におきましては、南予地域の町並みを中心とする地域資源を活用した観光振興イベント、「えひめ町並
博２００４」が実施されておりますが、本市もこの事業に参画し、今後の観光基盤を築いていくため、新四国の道改良
工事、自主企画イベント補助金の費用を計上しております。また、商工業の経営者を支援するための貸付金を十分確保
しております。総額では１７億７，９０３万４，０００円となっております。
　次に、土木費におきましては、新市の一体化を強化するとともに、産業経済を拡大するためには交通網の整備を図る
ことが最も急がれております。このため宇和１６本、野村８本、城川６本、三瓶３本の計３３本の新設改良及び舗装整
備を図ります。このほか、市民を災害から守るべき対策としてがけ崩れ防災対策事業、また公共下水道事業の償還金に
充当するための繰出金をそれぞれ計上いたしております。総額では２５億５，１４２万８，０００円となっておりま
す。
　次に、消防費におきましては、住民の生命、財産を守っていただくための各主要施策の整備を図ります。また、防災
に強い町、安心して暮らせる町を築くため、防災計画書を策定いたします。総額では８億５，３９３万８，０００円と
なっております。
　次に、教育費におきましては、西予市の将来を担う子供たちが心豊かでたくましく生きる力を育むため、学校教育、
家庭教育の両面から取り組み、教育環境の充実に努めてまいります。また、情報化、国際化などの環境は目まぐるしく
変化しており、こういった時代の変化に対応すべきものとして校舎内ＬＡＮの整備、児童・生徒の海外派遣事業、語学
指導外国青年招致事業等を実施します。さらに、社会教育では、知性と教養を高めていただく各種講座の開設やスポー
ツ、文化振興に資する事業活動を展開してまいります。総額では２５億３，２０６万４，０００円となっております。
　以上、歳出予算の目的別の概要でございましたが、続きまして歳入についてご説明いたします。
　自主財源の要であります市税につきましては、景気は底を打ったと言われていますが、しかしそれでもやはり厳しい
経済状況が続き、所得は減少傾向にあります。そのような中での市民税の賦課額は、前年度と比較いたしますと若干減
少しております。一方、固定資産税は負担調整率による評価額の上昇により増収の見込みとなっております。市税全体
にとらえますと、前年度比０．９ポイントの減少となっております。
　次に、地方譲与税につきましては、三位一体改革により税源移譲とされた所得譲与税がこの科目に含まれているた
め、前年度より３７％の増となっております。また、利子割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、地方特
例交付金については、１５年度実績に基づき算出した全額を計上しております。
　次に、地方交付税につきましては、地方財政計画には６．５％減となっておりますが、これはあくまでも平均値であ
りまして、当市の財政需要を加味して７．５％減を見込んでおります。分担金負担金につきましては、特別養護老人ホ
ーム入所者負担金、保育所保護者負担金が主なものであります。
　次に、国庫支出金、県支出金につきましては、それぞれの基準、要綱の規定により事業規模に応じて算定いたしまし
た。繰入金につきましては、財政調整基金及び減債基金等を繰り入れするものであります。
　市債につきましては、合併特例債、過疎債並びに辺地債の財政上有利な起債で対応するものであります。
　以上、ご説明してまいりましたが、不十分な点については担当課長から補足説明をいたさせますので、よろしくご審
議を賜りご決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長　暫時休憩いたします。１１時１０分に再開いたします。（休憩　午前１０時５３分）
○議長　再開いたします。（再開　午前１１時１０分）
○清水財政課長　（補足説明）
○議長　暫時休憩いたします。午後１時１０分に再開いたします。（休憩　午後０時００分）
○議長　再開いたします。（再開　午後１時０８分）
○松本生活福祉部長　議案第２９号「平成１６年度西予市授産場特別会計予算」について提案理由のご説明を申し上げ
ます。
　特別会計予算書の１ページをお開きください。
　本予算につきましては、歳入歳出総額をそれぞれ２，２５０万６，０００円と定めるものであります。
　歳出の主なものにつきましては、９ページからになりますが、施設授産場費の一般管理費で、人件費及び事務費等
１，６０２万５，０００円、１１ページの事業費で、従業員賃金等６４８万円、１２ページの予備費で１，０００円計
上いたしております。
　続いて７ページに戻ります。歳入では、手袋加工賃等の事業収入４６８万１，０００円、一般会計繰入金１，７８２
万２，０００円、８ページの雑入３，０００円を計上いたしております。
　なお、前年度までは本予算の財源の一部に県支出金の負担金を充当いたしておりましたが、合併に伴う福祉事務所の
設置によりまして、保護施設に係る経費の財源につきましては、一般会計で充当しなければならないものとなっており
ます。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。
　続きまして、議案第３０号「平成１６年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算」について提案理由のご説明
を申し上げます。
　予算書１９ページをお開きください。
　本予算は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３，４０９万円と定めるものであります。
　それでは、２８ページの歳出からご説明を申し上げます。
　まず、事業費５万９，０００円は貸付金の償還事務に要する経費であります。次、公債費は元金２，６４０万２，０
００円及び利子７３１万７，０００円の合わせて３，３７１万９，０００円の償還を予定するものであります。諸支出
金１６万２，０００円は、旧三瓶町借入金返済金であります。また、予備費で１５万円計上いたしております。
　続いて、２５ページからの歳入でありますが、償還金で、住宅改修資金貸付金元利収入８２万９，０００円、住宅新
築資金等貸付金元利収入２，７８８万３，０００円の合計２，８７１万２，０００円、県支出金で住宅新築資金等貸付
事業費補助金３９５万８，０００円、繰入金で一般会計からの貸付事業利子補給繰入金１３９万９，０００円、諸収入
で延滞金及び雑入２万１，０００円を計上いたしております。
　よろしく、ご審議のうえ、ご決定くださいますようお願い申し上げます。
○河野教育部長　議案第３１号「平成１６年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計予算」について提案理由のご説明を
申し上げます。
　特別会計予算書３３ページをお開きください。
　本予算は、歳入歳出総額を歳入歳出それぞれ８，１３１万５，０００円と定めるもので、歳入の主なものは償還金の
６，１１９万円及び他会計繰入金２，０１２万４，０００円であり、歳出の主なものとしては貸付金６，９２８万８，
０００円となっております。この奨学資金は、西予市出身の優秀な学生、生徒で新規貸付者５１名、継続貸付者９２
名、計１４３名に対して経済的な理由により就学が困難な者に対し、定額を無利子で貸し付けるものであります。奨学
資金の貸し付けに当たりましては、西予市育英会理事会に諮り、公正な決定、運営を図っております。よろしくご審議
の上、ご決定いただきますようお願い申し上げます。
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○松本生活福祉部長　議案第３２号「平成１６年度西予市国民健康保険特別会計予算」について提案理由のご説明を申
し上げます。
　予算書４３ページをお開きください。
　国保特別会計予算につきましては、事業勘定予算と１１の診療所勘定予算で構成されております。
　まず、事業勘定予算よりご説明を申し上げます。
　平成１６年度の予算編成に当たりましては、今年度も国民健康保険事業の適正かつ安定的な運営を図るため、制度改
正の対応等、国が示す留意事項に基づき編成いたしました。今後とも高齢化の進展による保険給付費及び老人保健拠出
金の増加等支出の増加が見込まれることなどから、財政状況は一層厳しい状況になることが予想されますので、最近に
おける医療費の動向や特殊事情等を考慮しながら、また健全な財政確保のための最重点課題である保険税収入の確保対
策、医療費適正化対策等を考慮し、そのために必要な経費を計上いたしました。今年度も被保険者の健康の保持、増進
のための重要な事業であります保健事業に積極的に取り組み、県、連合会、保健所等と連携しながら、医療費分析、実
態調査等を実施し、西予市発症させない、長引かせない地域づくり計画の策定ほか、人間ドックの補助を行い、疾病の
早期発見、早期治療、保健師による訪問指導、さらにレセプト点検を積極的に実施し、医療費の適正化に努める所存で
あります。
　まず、８３ページからとなりますが、歳出についてご説明いたします。
　歳出の主なものは、総務費、合計１億３，１３９万円、次、８８ページからの保険給付費、合計３２億５，４６１万
６，０００円、次の９２ページ、老人保健拠出金１１億４，６６７万６，０００円、介護納付金２億８，２８３万５，
０００円、次の９４ページで、保健事業につきましては、疾病予防費、医療費適正化費等４，４３０万６，０００円を
計上し、さらに諸支出金ほか、必要見込額を計上いたしました。
　歳入の７３ページに戻りますが、歳入につきましては、国民健康保険税を医療分と介護分とに区分し、１３億２，５
１９万６，０００円を計上いたしました。
　次の７５ページの国庫支出金につきましては、療養給付費等負担金並びに財政調整交付金等を合わせて２３億５，３
５９万７，０００円を計上し、７８ページの退職者医療制度によります療養給付費等交付金９億９５８万１，０００
円、次の７９ページの基盤安定・財政安定化支援事業等一般会計繰入金５億５９９万９，０００円を計上いたしまし
た。
　以上によりまして、事業勘定予算は歳入歳出それぞれ５４億２，３６１万５，０００円といたします。
　次に、診療施設勘定予算についてご説明を申し上げます。
　明浜町の各診療所勘定歳入歳出予算総額は、１０９ページからの俵津診療所１億１，５２１万６，０００円、１２９
ページからの狩江診療所７，８６５万６，０００円、１４７ページからの高山診療所１億４３６万円、１６７ページの
田之浜診療所２，３１４万６，０００円をそれぞれ計上いたしました。
　野村町の各診療所勘定歳入歳出予算総額は、１８３ページからの坂石診療所６５０万５，０００円、１９３ページか
らの惣川診療所１，３８２万円をそれぞれ計上いたしました。
　城川町の各診療所勘定予算総額は、２０９ページ、土居診療所２億１，５１２万７，０００円、２３１ページ、杉之
瀬出張診療所２，９６１万２，０００円、２４３ページ、遊子川出張診療所５７２万円をそれぞれ計上いたしました。
　三瓶町の各診療所勘定予算総額は、２５１ページ、二及診療所につきましては新たに自動現像機３３８万７，０００
円を導入し、歳入歳出予算総額は５，５８８万円、次２６９ページ、周木診療所につきましては施設整備事業として全
自動滅菌器７９８万円を導入し、歳入歳出予算総額は６，９００万７，０００円を計上いたしました。
　近年受診者は減少傾向にあり、診療収入も減収が見込まれ、これらの財源といたしましては繰入金等で補てんするこ
とといたしております。今後においても診療収入の増加は見込めず、経営はますます厳しくなってくるものと予想され
ますが、施設管理、医療サービスの向上に努め、地域住民の皆様に親しまれ、信頼される診療所づくりに努力してまい
りたいと考えております。
　なお、本件につきましては、６月２２日開催いたしました国保運営協議会におきまして慎重なご審議をいただき、本
日ご提案を申し上げる次第でございます。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。
　次に、議案第３３号「平成１６年度西予市老人保健特別会計予算」について提案理由のご説明を申し上げます。
　老人医療費は平成１４年１０月の法改正により年々老人医療受給者は減少傾向にありますが、依然として高度な医
療、長期入院者や通院者が多いため、医療費の減少は余り望めない状況であります。４月１日現在の西予市の老人医療
受給対象者は１万７３３人で、今年度の予算につきましても、そのほとんどが医療諸費であります。
　それでは、２８７ページをお開きください。
　本予算は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７５億２，２７１万４，０００円と定めるものであります。
　歳出の主なものにつきましては、２９８ページからとなっておりますが、総務費で３，６９５万４，０００円、うち
過年度分が１０５万円。３００ページの医療諸費で、医療給付費７２億８，０７７万２，０００円、うち過年度医療給
付費が４億６，９２７万２，０００円。次の３０１ページの医療費支給費１億１４７万２，０００円。審査支払手数料
２，８７７万４，０００円、うち過年度審査支払手数料が２１２万５，０００円で、現況及び前年度の実績等を考慮い
たしまして、７４億１，１０１万８，０００円を見込み計上いたしました。これは現年度分で前年度対比約６％減とな
ります。また、３０２ページの償還金として３，４０１万円、次の３０３ページの過年度分の一般会計繰出金として
４，０１５万２，０００円を計上いたしました。
　次、歳入の２９３ページに戻っていただきたいと思います。
　歳入につきましては、医療費に対する支払基金交付金として４５億１，９４５万４，０００円、うち過年度医療費交
付金３億５２２万４，０００円。審査支払手数料交付金として２，８５８万８，０００円、うち過年度審査支払手数料
交付金２２０万７，０００円、合わせまして４５億４，８０４万２，０００円を計上いたしました。
　次のページ２９４ページの医療費に対する国庫負担金におきましては、医療費負担金として１７億８，２５０万５，
０００円、２９５ページの県負担金につきましては、医療費県負担金として４億７，９１９万９，０００円、うち過年
度医療費県負担金３，３５７万５，０００円を計上いたしております。一般会計繰入金につきましては、事務費を含み
４億８，２９５万１，０００円を計上いたしました。次の２９６ページからの諸収入として第三者納付金、前年度余剰
金等を合わせ、２億３，００１万７，０００円を見込み計上いたしました。よろしくご審議の上、ご決定くださいます
ようお願い申し上げます。
　続きまして、議案第３４号「平成１６年度西予市介護保険特別会計予算」について提案理由のご説明を申し上げま
す。
　３０９ページをお開きください。
　本予算の事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４１億５１１万１，０００円、明浜特別養護老人ホー
ム勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億６，３５１万９，０００円、明浜居宅介護支援勘定の歳入歳出
予算の総額は１，９９９万１，０００円、明浜デイサービス勘定の歳入歳出予算の総額は２，８００万８，０００円、
城川居宅介護支援勘定の歳入歳出予算の総額は、それぞれ２，６６１万３，０００円、三瓶介護サービス勘定の歳入歳
出予算の総額は、それぞれ４，０１３万４，０００円と定めるものであります。
　内訳といたしましては、３３７ページからとなっております。介護保険特別会計予算の歳出の主なものは、総務費で
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総務管理費８，３７０万円、介護認定審査会費３，０５５万５，０００円、計１億１，７２４万６，０００円を計上い
たしております。３４３ページからの保険給付費では、介護サービス等諸費３６億９，３７９万４，０００円、支援サ
ービス等諸費１億６，００８万１，０００円、高額介護サービス等費２，９４３万円など、計３８億８，９６０万８，
０００円を計上いたしております。次、３４９ページ、財政安定化基金拠出金では３５８万５，０００円、基金積立金
では介護給付費準備基金積立金４０７万１，０００円を計上いたしております。
　次、歳入の３２９ページに戻っていただきたいと思います。
　歳入の主なものといたしまして、保険料で第１号被保険者保険料５億３，３５０万１，０００円、次のページの国庫
支出金で介護給付費負担金７億５，５２６万２，０００円、次のページの３３１ページ、調整交付金３億３，５２５万
１，０００円、次のページの３３２ページで県支出金で介護給付費負担金５億２，７９１万円、支払基金交付金で介護
給付費交付金１２億７，６５５万１，０００円、次の３３３ページの繰入金で一般会計から５億８，２６３万８，００
０円、介護給付費準備基金から１，６００万円、３３６ページの諸収入で旧町過年度分余剰金の雑入８，５６１万１，
０００円などを計上いたしております。
　次に、明浜特別養護老人ホーム勘定会計予算についてでありますが、３６６ページからとなっております。
　歳出の主なものは、総務費で施設管理費２億７，０７４万１，０００円、３７１ページからのサービス事業費で合計
４，４７９万円、３７４ページからの諸支出金で他会計繰出金が４００万円、次のページの３７５ページ、旧明浜町借
入金返済金３，０００万円、予備費で１，３３７万６，０００円であります。
　歳入の３６１ページに戻っていただき、歳入ではサービス収入で介護給付費収入３億２，４４２万１，０００円、次
のページ、３６２ページ、自己負担金収入３，８９３万３，０００円が主なものとなっております。
　次に、明浜居宅介護支援勘定会計予算についてでございますが、３８７ページからとなっております。
　歳出の主なものは、総務費で施設管理費１，８５４万９，０００円、サービス事業費で居宅介護支援事業費１３２万
５，０００円であります。
　次、３８５ページの歳入でありますが、歳入ではサービス収入で介護給付費収入８８４万５，０００円、予防給付費
収入１４２万９，０００円、次のページの３８６ページの繰入金で一般会計繰入金９７１万７，０００円といたしてお
ります。
　次に、明浜デイサービス勘定会計予算についてでございますが、４０３ページからとなっております。
　歳出の主なものは、総務費で施設管理費２，２６７万６，０００円、４０６ページのサービス事業費で居宅介護サー
ビス事業費２２１万８，０００円、次のページ４０７ページの諸支出金で旧明浜町借入金返済金１９１万２，０００
円、予備費で１１７万７，０００円であります。
　次の歳入は３９９ページからであります。歳入の主なものは、サービス収入で介護給付費収入１，５４９万５，００
０円、予防給付費収入１５５万７，０００円、自己負担金収入２９５万３，０００円、繰入金で明浜特別養護老人ホー
ム特別会計からの繰入金４００万円、諸収入で生きがい通所事業受託収入４００万円といたしております。
　次に、城川居宅介護支援勘定会計予算でございます。４２０ページからとなりますが、歳出の主なものは総務費で施
設管理費２，１６６万１，０００円、次の下のページのサービス事業費で居宅介護支援事業費２４３万９，０００円、
４２３ページの諸支出金で旧城川町借入金返済金２５０万９，０００円であります。
　次、歳入が４１７ページに戻っていただきたいと思います。歳入の主なものは、サービス収入で介護給付費収入１，
２９２万６，０００円、予防給付費収入６０５万４，０００円、次のページの４１８ページで、繰入金で一般会計繰入
金７６３万１，０００円といたしております。
　次に、三瓶介護サービス勘定会計予算でありますが、４３５ページからとなっております。
　歳出の主なものはサービス事業費で、居宅サービス事業費３，８５９万８，０００円、４３６ページの施設整備費で
１５３万３，０００円であります。
　次、歳入が４３３ページに戻っていただきたいと思います。歳入ではサービス収入で介護給付費収入２，４０９万
５，０００円、予防給付費収入１，２４２万１，０００円、次のページの自己負担金収入３６１万６，０００円といた
しております。
　以上、ご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。
○安藤建設部長　議案第３５号「平成１６年度西予市港湾整備事業特別会計予算」について提案理由のご説明を申し上
げます。
　予算書の４３７ページをお開きいただきたいと思います。
　本特別会計は、昭和６２年度に旧三瓶町における港湾整備事業を実施した際に借り入れた地方債の償還のために設置
したもので、平成１９年度に償還が終了する計画であります。本年度の予算につきましては、歳入歳出予算の総額をそ
れぞれ１３２万１，０００円と定めるものであります。
　支出では、長期債元金及び利子償還金１３２万１，０００円を計上いたしております。財源につきましては、一般会
計繰入金を充当いたしております。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。
　次に、議案第３６号「平成１６年度西予市簡易水道事業特別会計予算」について提案理由のご説明を申し上げます。
　本年度の予算につきましては、事業といたしましては、野村町釜川地区の改良事業計画のみで、そのほかは恒常的な
経費で、収支予算の計上といたしております。
　ページで４４７ページをお開きいただいたらと思います。
　本予算は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億９，０９８万８，０００円と定めるものであります。
　４６０ページでございますが、支出の部では総務管理費１億２，６８４万円、施設整備事業費が５，４７５万５，０
００円、公債費の元金３，９９２万８，０００円、利子で３，１８５万９，０００円、諸支出金の５０万円、予備費で
３，７１０万６，０００円であります。予備費の３，７１０万６，０００円につきましては、旧宇和町の簡易水道事業
会計の繰越金が主なものでございます。
　次に、４５５ページに戻っていただきまして、総事業経費に充当する財源につきましては、各簡易水道からの給水収
入１億１，６８０万円、分担金及び負担金５８１万６，０００円、国庫支出金１，３４４万１，０００円、県支出金１
６８万１，０００円、財産収入１６万６，０００円、繰入金で９，６８５万４，０００円、諸収入３，４７３万円、こ
の分が先ほどの予備費に充当いたしております宇和、野村、三瓶町の余剰金でございます。あと市債が２，１５０万円
であります。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。
　続きまして、議案第３７号「平成１６年度西予市農業集落排水事業特別会計予算」について提案理由のご説明を申し
上げます。
　予算書の４７５ページをお願いいたします。
　第１条歳入歳出予算でございますが、歳入歳出総額を１１億７，９９５万６，０００円と定めるものでございます。
次に、第２条の地方債でございますが、これは地方債についての限度額３億３，６８０万円、利率４％以内などを定め
るものでございます。
　第１条歳入歳出予算の内容につきましてご説明を申し上げます。
　ページ数で４８４ページからとなります。
　施設管理費として４，４６６万６，０００円を計上いたしておりますが、主なものといたしましては、処理施設の維

ページ(8)



平成16年第１回定例会(１日目) H16.6.23
持管理に関します光熱水費１，２５１万９，０００円、くみ取り手数料１，１０３万８，０００円、機械器具保守点検
委託料１，７９５万円等でございます。施設整備費でございますが、９億８，３９７万８，０００円を計上いたしてお
ります。主なものといたしまして、人件費の一般職給料２名分で８５９万円、職員手当等で５８４万４，０００円、消
耗品費１，８８３万円、管路施設の設計、処理場設計等に関します委託料が１億４，０６９万６，０００円でございま
す。管路の施設整備工事、処理場建設工事に関します工事請負費８億２００万円を計上いたしております。公債費でご
ざいますが、施設建設のために起こしております企業債の償還金の元金９，０２０万６，０００円、利子５，４９２万
６，０００円でございます。次に、予備費でございますが、６１８万円を計上いたしております。
　４８１ページに戻っていただきまして、その財源といたしましては、施設の使用料で４，５５８万円、事業に対しま
す受益者の分担金２，８９８万６，０００円、県補助金５億８，９５０万円、市債の元利償還金並びに施設の整備費と
して一般会計繰入金１億６，０４２万８，０００円、消費税の還付金並びに旧野村町、旧宇和町の公共下水道事業の余
剰金等を雑入として１，８６６万２，０００円、市債で３億３，６８０万円を充当いたしております。よろしくご審議
の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。
　次に、議案第３８号「平成１６年度西予市公共下水道事業特別会計予算」について提案理由のご説明を申し上げま
す。
　ページ数で４９５ページをお願いいたします。
　第１条歳入歳出予算でございますが、歳入歳出総額を２４億６，８８６万３，０００円と定めるものでございます。
第２条の継続費でありますが、これは宇和浄化センター建設事業費総額１３億２，０００万円でありまして、宇和浄化
センター建設費の平成１６年度、平成１７年度、平成１８年度の継続費の設定であります。
　次に、第３条の債務負担行為でありますが、これは平成１６年度から平成１７年度までの野村浄化センター建設費に
係る債務負担行為で、限度額を５億３，６００万円と定めるものでございます。
　次に、第４条の地方債でありますが、これは地方債について限度額１０億３，７２０万円、利率４％以内などを定め
るものでございます。
　次に、第５条の一時借入金でございますが、これは借り入れの最高額を１０億円と定めるものであります。
　引き続き、第１条歳入歳出予算の内容についてご説明いたします。
　５０７ページをお願いいたします。
　まず、事業推進費の８７万８，０００円は、公共下水道事業の推進及び普及促進などに要する経費でございます。次
に、布設整備費として２４億４，８９７万８，０００円を計上いたしておりますが、主なものといたしまして、人件費
の一般職給料９名分で、２，７７２万６，０００円、職員手当等で１，８６３万５，０００円、管渠の実施設計、処理
場の実施設計、処理場の建設工事委託等に関します委託料で９億９，６９７万円、管渠の整備工事に関します工事請負
費１３億８，４００万円等を計上いたしております。公債費でございますが、施設建設のために起こしております地方
債の元利償還金１，９００万７，０００円でございます。
　次に、５０５ページに戻っていただきたいと思います。
　その財源といたしましては、公共下水道事業国庫補助金１０億７，９５５万円、市債の元利償還金並びに施設の整備
費といたしまして一般会計繰入金を１億５，２１７万円、消費税の還付金並びに旧野村町、旧宇和町の公共下水道事業
の余剰金等を雑入といたしまして、１億９，９９４万３，０００円、市債として１０億３，７２０万円を充当いたして
おります。
　以上、よろしくご審議の上、ご決定いただきますようお願い申し上げます。
　次に、公営企業会計に移りまして、議案第３９号「平成１６年度西予市上水道事業会計予算」について提案理由のご
説明を申し上げます。
　公営企業会計予算書の１ページをお願いいたします。
　本年度の予算につきまして、第３条の収益的収入及び支出からご説明させていただきます。
　水道事業収益のうち営業収益６億１，９４３万３，０００円、営業外収益３，２４０万６，０００円、特別利益２万
７，０００円の総額６億５，１８６万６，０００円を計上いたしております。営業収益の主なものは給水収益の６億
１，１７９万６，０００円であります。また、営業外収益の主なものとして他会計補助金を２，５９０万３，０００円
計上いたしております。
　次に、支出の方でございますが、営業費用５億３，８８１万３，０００円、営業外費用１億３９６万７，０００円、
特別損失４万７，０００円、予備費といたしまして７５０万１，０００円の総額６億５，０３２万８，０００円を計上
いたしております。
　続きまして、第４条の資本的収入及び支出についてご説明させていただきます。
　資本的収入には工事負担金７２３万７，０００円、他会計負担金２，０００円、企業債で１億４，１８０万１，００
０円、補助金で３，１０５万２，０００円、補償金で１０万１，０００円、他会計繰入金で１，０００円、固定資産の
売却代金で６，０００円の総額１億８，０２０万円を計上いたしております。このうち補助金３，１０５万２，０００
円及び企業債１億４，１８０万１，０００円につきましては、野村上水道事業会計における企業債１億４，１８０万
円、国庫補助金３，１５０万円であります。
　次に、支出の方でございますが、建設改良費５億２，９９９万３，０００円、企業債の償還金で９，３１０万９，０
００円、長期借入金償還金１０５万円、予備費５０万円の総額６億２，４６５万２，０００円を計上いたしておりま
す。
　建設改良費の主な事業といたしましては、宇和上水道事業における第４次拡張事業に関連する事業、また野村上水道
事業における高度浄水施設整備事業及び石綿セメント管の更新事業であります。
　　　　　　　　　　　　（補足説明）
　よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。
○上甲病院総括事務長　議案第４０号「平成１６年度西予市病院事業会計予算」について提案理由のご説明を申し上げ
ます。
　公営企業会計予算書１７０ページをお開きいただきたいと思います。
　第２条の業務予定量からご説明を申し上げます。
　宇和病院は感染症病床を含めて１４４床、野村病院は１２０床、合わせて２６４床でございます。患者数であります
が、１日平均患者数で宇和病院では入院で１３０人、外来で３４０人、野村病院は入院が９８人、外来が４４０人とし
て、年間両病院を合わせて、入院で８万３，２２０人、外来で１８万９，５４０人を見込んでおります。
　第３条は収益的収入及び支出の予定額でございまして、収入は第１款事業収益３８億５７６万１，０００円を計上し
ておりますが、その内訳は外来、入院の診療収入、室料の差額、人間ドックや健診収入など、医業収益３６億９，６２
６万９，０００円、企業債利息や高度医療等に対する一般会計負担金などの医業外収益が１億９４７万２，０００円、
特別収益２万円でございます。
　支出では、第１款事業費用として３８億５７６万１，０００円を計上しておりますが、その内訳は職員の人件費、事
務費、材料費、経費等の医業費用が３６億５，６２５万２，０００円、企業債の支払い利息など１億４，９２８万９，
０００円、特別損失２万円でございます。
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　次に、第４条資本的収入及び支出についてご説明申し上げます。
　まず、収入は第１款資本的収入として１億１，４３３万７，０００円を計上しておりますが、これは企業債の償還に
係る一般会計負担金でございます。
　支出の第１款資本的支出として１億８，５５６万３，０００円、この内訳は、建設改良費として宇和病院の２階、３
階病室床張りかえ２６７万７，０００円、医療用機器や備品購入５，３５４万６，０００円、内訳といたしまして宇和
病院の非常用発電装置１，６２０万円、非常用予備電源装置９６３万円、野村病院の長時間心電図記録解析装置２６２
万５，０００円、全身麻酔機４５０万円、上部消化管汎用ビデオスコープ４７９万８，０００円などが主なものであり
ます。企業債償還金は１億２，９３４万円でございます。
　なお、資本的収入が資本的支出に対し不足する額７，１２２万６，０００円は、過年度分損益勘定留保資金で補てん
するものでございます。
　第３条、第４条のご説明をいたしましたが、詳細につきましては１７２ページから１７４ページにかけて病院事業会
計予算実施計画、１７５ページから１８６ページに宇和病院、１８７ページから１９７ページに野村病院の予算明細書
に記載してございますので、ごらんいただきたいと存じます。
　次に、第５条といたしまして、一時借入金の限度額を５億円と定めさせていただいております。
　また、第６条といたしまして、議会の議決を経なければ流用することができない経費として職員給与費、公債費を計
上いたしております。
　第７条は棚卸資産の購入限度額を１１億１，３８０万円と定めるものであります。
　なお、１９８ページから２０５ページの給与費明細書は記載のとおりでございますので、よろしくお願いいたしま
す。
　以上が「平成１６年度西予市病院事業会計予算」でございます。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願
いいたします。
○松本生活福祉部長　議案第４１号「平成１６年度西予市野村老人保健施設事業会計予算」について提案理由のご説明
を申し上げます。
　介護老人保健施設は介護保険サービスの中核を担う施設として期待されておりまして、利用者の介護、機能訓練等、
あらゆる支援を行うことにより、家庭介護の軽減に努めているところであります。
　それでは、予算書の２０６ページをごらんいただきたいと思います。第２条の業務の予定量でございますが、入所定
員８０名で、入所者１日当たり１日平均７６人の入所率９５％と、通所定員１日当たり２５人を予定いたしておりま
す。まことに恐れ入りますが、３の３カ月療養者と記載してありますが、これは１２カ月の間違いであります。恐れ入
りますが、ご訂正の方をお願いいたします。
　第３条収益的収入及び支出の予定額でございますが、まず収入で、１款４億１，１５５万２，０００円を計上いたし
ております。その内訳といたしまして施設介護給付費などの施設運営事業収益３億９，６８７万円、施設運営事業外収
入３０万円、在宅介護支援センター事業収益９７４万８，０００円、居宅介護支援事業収益４６３万４，０００円でご
ざいます。
　支出では、１款施設事業費用として４億１，１５５万２，０００円を計上いたしております。その内訳といたしまし
て、人件費、材料費、経費などの施設運営事業費用３億７，４７４万４，０００円、企業債償還利息などの施設運用事
業外収益２，２４２万６，０００円、在宅介護支援センター事業費９７４万８，０００円、居宅介護支援事業費４６３
万４，０００円でございます。詳細につきましては、予算書の２１０ページから２１７ページの予算明細書をごらんい
ただきたいと思います。
　次に、第４条の資本的収入及び支出でございますが、収入はございません。
　支出で、建設改良費２，７７１万２，０００円計上いたしております。主に企業債の元金償還金でございますが、支
出額に対し不足いたします２，７７１万２，０００円は過年度損益勘定留保資金で補てんすることといたしておりま
す。
　第５条一時借入金でございますが、限度額を５，０００万円と定めております。
　第７条の議会の議決を経なければ流用することができない経費といたしまして、職員給与費、公債費を計上いたして
おります。
　第８条棚卸資産の購入限度額を３００万円と定めるものでございます。
　以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長　以上で理事者の説明は終わりました。
　　（日程５）
○議長　次に、「西予市農業委員会委員の推薦について」を議題といたします。
　お諮りいたします。
　議会推薦の農業委員は５人とし、岩井郁子さん、松浦愛子さん、土居洋子さん、桝本美智子さん、片山勇君、以上の
方を推薦したいと思います。これにご異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長　ご異議なしと認めます。よって、議会推薦の農業委員は５人とし、岩井郁子さん、松浦愛子さん、土居洋子さ
ん、桝本美智子さん、片山勇君、以上の方を推薦することに決定いたしました。
　以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
　本日はこれにて散会いたします。
　次回は明日６月２４日午前１０時より質疑を行います。
　　散会　午後２時２１分
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　　　　　　　 平成１６年第１回西予市議会定例会会議録（第２号）
１．招 集 年 月 日　　平成１６年６月２４日
１．招 集 の 場 所　　西予市議会議場
１．開　　　　　議　　平成１６年６月２４日　午前１０時００分
１．散　　　　　会　　平成１６月６日２４日　午後　１時４９分
１．出　席　議　員
　　　　１番　　田　中　　　剛　　　　　　　　　２番　　松　山　　　清
　　　　３番　　宇都宮　明　宏　　　　　　　　　４番　　松　島　義　幸
　　　　５番　　元　親　孝　志　　　　　　　　　６番　　嶋　川　武　文
　　　　７番　　沖　野　健　三　　　　　　　　　８番　　森　川　一　義
　　　　９番　　亀　井　秀　男　　　　　　　　１０番　　名　本　修　三
　　　１１番　　河　野　作　生　　　　　　　　１２番　　藤　井　朝　廣
　　　１３番　　浅　野　泰　義　　　　　　　　１４番　　浅　野　忠　昭
　　　１５番　　三　好　幸　夫　　　　　　　　１６番　　岡　山　清　秋
　　　１７番　　酒　井　宇之吉　　　　　　　　１８番　　兵　頭　　　勇
　　　１９番　　山　本　英　男　　　　　　　　２０番　　山　本　昭　義
　　　２１番　　梅　川　光　俊　　　　　　　　２２番　　鍵　原　芳　和
　　　２３番　　菊　地　ミスギ　　　　　　　　２４番　　宇都宮　二　朗
　　　２５番　　岡　田　周　三　　　　　　　　２６番　　山　本　安　男
　　　２７番　　平　野　武　男　　　　　　　　２８番　　大　竹　忠　盛
　　　２９番　　二　宮　　　元　　　　　　　　３０番　　坂　本　隆　重
　　　３１番　　浅　野　豊　重
１．欠　席　議　員
　　　　な　　し
１．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名
　　　市　　　　　長　　三　好　幹　二　　　　　助　　　　　役　　別　宮　　　靜
　　　収　　入　　役　　三　好　藤　冶　　　　　教　　育　　長　　二　宮　宇　明
　　　総務企画部長　　  森　　　英　二　　　　　建　設　部　長　　安　藤　芳　夫
　　　産　業　部　長　　大　森　俊　彦　　　　　生活福祉部長　　  松　本　正　志
　　　教　育　部　長　　河　野　豊　昭　　　　　明浜総合支所長　　小　玉　岩　康
　　　野村総合支所長　　森　　　一　夫　　　　　城川総合支所長　　九　鬼　則　夫
　　　三瓶総合支所長　　山　本　正　男　　　　　病院総括事務長　　上　甲　福　重
　　　消防本部消防長　　荒　井　安　憲　　　　　総　務　課　長　　炭　倉　貞　明
　　　財　政　課　長　　清　水　忠　夫　　　　　企画調整課長　  　清　水　享　司
１．本会議に職務のため出席した者の職氏名
　　　事　務　局　長　　吉　良　孝　一　　　　　議　事　係　長　　井　上　千　浪
１．議　事　日　程　　  別紙のとおり
１．会議に付した事件　　別紙のとおり
１．会 議 の 経 過　　  別紙のとおり

議　　事　　日　　程
　　１　議案第２１号　西予市議会政務調査費の交付に関する条例制定について
　　　　議案第２２号　西予市総合計画審議会条例制定について
　　　　議案第２３号　西予市城川町特定農山村地域活性化推進基金条例制定について
　　　　議案第２４号　西予市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について
　　　　議案第２５号　西予市水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例制定について
　　　　議案第２６号　西予市簡易水道及び愛媛県条例水道の設置に関する条例の一部を改正する条例制定について
　　　　議案第２７号　西予市過疎地域自立促進計画の策定について
　　　　議案第２８号　平成１６年度西予市一般会計予算
　　　　議案第２９号　平成１６年度西予市授産場特別会計予算
　　　　議案第３０号　平成１６年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算
　　　　議案第３１号　平成１６年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計予算
　　　　議案第３２号　平成１６年度西予市国民健康保険特別会計予算
　　　　議案第３３号　平成１６年度西予市老人保健特別会計予算
　　　　議案第３４号　平成１６年度西予市介護保険特別会計予算
　　　　議案第３５号　平成１６年度西予市港湾整備事業特別会計予算
　　　　議案第３６号　平成１６年度西予市簡易水道事業特別会計予算
　　　　議案第３７号　平成１６年度西予市農業集落排水事業特別会計予算
　　　　議案第３８号　平成１６年度西予市公共下水道事業特別会計予算
　　　　議案第３９号　平成１６年度西予市上水道事業会計予算
　　　　議案第４０号　平成１６年度西予市病院事業会計予算
　　　　議案第４１号　平成１６年度西予市野村介護老人保健施設事業会計予算
　　２　請願第　１号　西予市の工事に関する政治倫理条例制定を求める請願書
　　　　陳情第　１号　非核平和自治体宣言を求める陳情書
　　　　陳情第　２号　市道知野～龍徳線の「龍徳橋」の架け替え並びに道路改良について
　　　　陳情第　３号　地方分権を確立するための真の三位一体改革の実現を求める意見書の提出について
　　　　陳情第　４号　義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書の提出について

本日の会議に付した事件
　　１　議案第２１号　西予市議会政務調査費の交付に関する条例制定について
　　　　議案第２２号　西予市総合計画審議会条例制定について
　　　　議案第２３号　西予市城川町特定農山村地域活性化推進基金条例制定について
　　　　議案第２４号　西予市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について
　　　　議案第２５号　西予市水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例制定について
　　　　議案第２６号　西予市簡易水道及び愛媛県条例水道の設置に関する条例の一部を改正する条例制定について
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　　　　議案第２７号　西予市過疎地域自立促進計画の策定について
　　　　議案第２８号　平成１６年度西予市一般会計予算
　　　　議案第２９号　平成１６年度西予市授産場特別会計予算
　　　　議案第３０号　平成１６年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算
　　　　議案第３１号　平成１６年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計予算
　　　　議案第３２号　平成１６年度西予市国民健康保険特別会計予算
　　　　議案第３３号　平成１６年度西予市老人保健特別会計予算
　　　　議案第３４号　平成１６年度西予市介護保険特別会計予算
　　　　議案第３５号　平成１６年度西予市港湾整備事業特別会計予算
　　　　議案第３６号　平成１６年度西予市簡易水道事業特別会計予算
　　　　議案第３７号　平成１６年度西予市農業集落排水事業特別会計予算
　　　　議案第３８号　平成１６年度西予市公共下水道事業特別会計予算
　　　　議案第３９号　平成１６年度西予市上水道事業会計予算
　　　　議案第４０号　平成１６年度西予市病院事業会計予算
　　　　議案第４１号　平成１６年度西予市野村介護老人保健施設事業会計予算
　　２　請願第　１号　西予市の工事に関する政治倫理条例制定を求める請願書
　　　　陳情第　１号　非核平和自治体宣言を求める陳情書
　　　　陳情第　２号　市道知野～龍徳線の「龍徳橋」の架け替え並びに道路改良について
　　　　陳情第　３号　地方分権を確立するための真の三位一体改革の実現を求める意見書の提出について
　　　　陳情第　４号　義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書の提出について

　　開議　午前１０時００分
○議長　皆さん、おはようございます。
　ただいまの出席議員は３１名であります。これより本日の会議を開きます。
　本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりであります。
　　（日程１）
○議長　議案第２１号「西予市議会政務調査費の交付に関する条例制定について」から議案第４１号「平成１６年度西
予市野村介護老人保健施設事業会計予算」についてまでの２１件を一括議題といたします。
　これより本案に対する質疑を行います。
　質疑は大綱の質疑のみに願います。
　まず、議案第２１号に対する質疑を行います。
　ございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長　次に、議案第２２号に対する質疑を行います。
　ございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長　次に、議案第２３号に対する質疑を行います。
　ございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長　次に、議案第２４号に対する質疑を行います。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長　次に、議案第２５号に対する質疑を行います。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長　次に、議案第２６号に対する質疑を行います。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長　次に、議案第２７号に対する質疑を行います。
　ございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長　次に、議案第２８号「平成１６年度西予市一般会計予算」に対する質疑を行います。
　まず、歳入歳出全体に関することまたは歳出の議会費、総務費、これに関する歳入についての総務企画部所管につい
ての質疑を行います。
　質疑はありませんか。
○２１番梅川光俊君　西予市の一般会計について、総体的に少しお尋ねをしたらと思っております。
　ちょうど合併時におきまして、自主財源比率が０．２３という形の中でこれに記憶しておりますけども、そういう財
政構造の中で合併をいたしております。これは基本的に、５町の中の考え方からいたしますと、基本的には変わってな
い、この財源構造ってのは変わってないと思っております。やっぱその中で、ちょうど前段の説明の中で１２億４，０
００万円の歳入のマイナスと、マイナスといいますか、不足額が生じると、減額が生じるということでございますけれ
ど、これちょうど予算の中からしますと、４％強５％以内の中での減少率じゃないかなあと思っております。
　それで、これは基本的には想定された数字かなというような物の考え方をいたします。だから、この辺で基本的には
合併をするときにいろんなもんの中で確認事項をやっておりますけども、原則的な方向づけでつくってもらっているこ
とに関してはありがたいと思っておりますけども、一番この中で心配することは、財政が少ない、ないという形の中
で、市民の皆様方にその辺の具体的な説明というものが、それをしてほしいなあと思っております。それはどういうこ
とかといいますと、やはり不安を、合併をして西予市になって一番不安を感じてるのは市民ではないか、やっぱその辺
から思いましたときに、その辺の説明責任っていうのを果たしていただいて、やはり合併してよかったなという方向の
こうなんだ、合理化をしていくことには間違いございませんけども、その辺の説明不足ではないのかなあというそうい
う感がいたします。
　具体的にどういう方向で財政再建の方向に向かわれていくのか、この予算書の中では本当にその形の中で出ているん
ですが、抽象的な物の言い方で申しわけはありませんけれども、２つその辺がちょっと答弁をいただいたらありがたい
かなと思います。
　終わります。
○三好市長　今ほどの梅川議員の質問についてご回答いたします。
　今の質問でございますけれども、この西予市の旧町の財政力指数っていうのは各町低い状況でございました。今言わ
れるように、平均で言いますと０．２３ぐらいだと私も思っております。そういう中の西予市の将来に対する財政的な
ものをどうするかっていうのは、非常に重要なことだと私も認識しております。
　そういう中で、今ほどの説明不足ではないかということでありますけれども、今回の合併の前段においては、いわゆ
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る地方交付税を国としては減らさない、合併によって減らさないというのが前段でありました。あるいは、合併特例債
を十分に使えるというようなことがありました。合併特例債においても２３８億円ぐらいの合併特例債が使えるんだと
いうようなことがあったと思います。
　しかしながら、今回１２億４，０００万円を減になった原因は、それと別の次元にあるということを認識していただ
きたいと思います。といいますのは、今回は三位一体の改革による減収でありまして、その一部の中には確かにいわゆ
る国の考え方、いわゆる計算の仕方で補正係数の数字の使い方っていうのがあるんですが、これは事務的な問題です。
そういう事務的なところから少し減になっとるのが、４億８，００００万円ぐらい私あるんではないかとは思っており
ます。それ以外の数字は、いわゆる三位一体の改革によって減った数字だと私は認識しておるわけでありますが、その
辺をまた住民の方々に十分ご説明をして、来年から税源の移譲を国の方に地方にしていただく、いわゆる３兆円の国は
税源の移譲を考えておるわけでありますから、その辺を強く訴えていって税源の移譲をしていただいて、今年ぐらいの
ような急激な国の考え方を出さないようなお願いをしていきたいと、このように思っております。
　以上です。
○１番田中剛君　議案第２８号「平成１６年度西予市一般会計予算」の説明及び所信表明において、主要施策の第１
点、５町の標準化に向け、５つのテーマを掲げて特徴あるまちづくりを目指すことについての質問をいたします。
　宇和町のまちづくりは、古代ロマンの里、歴史と自然の共生を求めてのまちづくりを目指すとし、遺跡を核とした古
代ロマンの里づくりを積極的に推進するとうたっておられますが、本年度中に解決しなければならないのは、国の重要
伝統的建造物群保存地区の選定を受けることではないでしょうか。
　平成１５年１２月の宇和町定例議会において、宇和町伝統的建造物群保存地区保存条例を制定いたしました。条例を
制定したら文部大臣へ選定の申し出をして、本年１６年９月には選定を受けれる見込みであると、時の文化の里振興課
長は答弁されましたが、本年６月１５日に開会されました中町を守る会総会では、選定が来年１７年３月に延びると発
言されました。何度選定が延期されるのか、本当に行政はやる意思があるのか、大変危惧いたしております。行政と地
元住民の主体性が基礎となる制度であり、地元住民は保存地区の同意を８２％集めて行政に協力しております。津島町
も指定を目指しており、西予市としては本年が正念場ではないでしょうか。専任の職員をつけて対応すべきと考えます
が、市長は重伝建選定をどのようにお考えか、お伺いいたします。
○三好市長　田中議員のご質問についてお答えいたします。
　確かにこの重伝建については、旧宇和町の段階で国に申請するという段階まで来ておりまして、これは旧宇和町から
引き継ぐ西予市としても重要な課題だと、このように私どもも認識しております。
　そういう中で、今までの経過を考えてみますと、この重伝建の問題が非常に盛り上がったのが、平成１０年３月以降
の説明会からだと、このように思っておりますけれども、その過程の前段として、平成９年８月で谷教授のいわゆる調
査が入って、すばらしい内容だったということが大きな働きがあったんではなかろうかと、このように思っておるわけ
であります。実質、この盛り上がりがもう一つすごい盛り上がりになったのが、１３年９月から現中町の町並みの保存
の方々のメンバーが強い力を発揮されたことを私どもは思っております。そういう中で、行政と中町の守る会の方々と
のいわゆる力が結集してこういう申請をするという段階まで来たと、このような認識をしておる次第であります。
　しかしながら、この中で非常に問題点があるのは、文化庁にことし９月の段階で文化庁の審議会にかけるという考え
でお願いをしておりましたけれども、この段階で非常に問題になったということは、やはりエリアの問題について、文
化庁の以前のいわゆる調査官の考え方と、新しく調査官になられた主任調査官の考え方がちょっと違っておるというこ
とが大きな私どもは問題があろうかと思っております。それをクリアしなくてはならないのが、私どもの地域の大切な
ことでありますから、そのことを踏まえて今後やっていきたいと思います。先般もその文化庁の新しい調査官が７日、
８日に御来市いただきまして話もさせていただきました。そういう中で、やはり某市のところの非常に重要な一角を何
とかして入れることの条件をいただきましたし、またこの申請について地域の理解もしていただくような話もありまし
た。そういうことを私どもはクリアしていかなくてはならないと思いますし、あるいは建ぺい率の問題等々について
は、今回も予算を計上させていただいておりますが、その調査もさせていただいて、県を通じて国の方に申請行く姿勢
にしていきたいと、このような考えでおります。
　ともあれ、非常に重要な問題でございますので、１７年３月３１日までにすべての書類をそろえて国の方に、文化庁
に提出するという方向で進めさせていただきたいと、このように思っております。
　以上でございます。
○６番嶋川武文君　今や行政も公開の時代でございますが、ターゲットになるのはいつも交際費でございます。市長交
際費が３５０万円を計上されておりますが、これに対して私の聞き漏れがあるかもしれませんが、どのような方法で公
開されるのか。例えばインターネットで公開されるのか否か、そういう具体的なことがもし今お考えであれば、お聞き
いたしたいと存じます。
　それと、市長は所信表明の中で人件費の削減というのを大きくうたわれておられます。これはいろいろな方法がある
と思いますが、これからの問題かもしれません。もし、今現在基本的な考え方とか、具体的な方法が今お考えがあれば
お聞きしたいのと、それとこれは私の以前からの持論でございますが、本来であれば一般質問にふさわしい質問でござ
いますが、職員さんの期末勤勉手当というのがございます。四役の方は勤勉手当がないようでございますが、勤勉手当
といいますのは、字のごとく勤勉な方に支払うのかなと、私は理解しておりますが、どうも今までの旧町単位であれ
ば、どなたも一緒の割合だと聞き及んでおります。その辺の市長の基本的な考え方を、今わかればお答え願いたいと思
います。
　以上でございます。
○三好市長　まず、最初の嶋川議員の市長の３５０万円の交際費の使途とその公開についてだと思いますが、使途につ
いてはまだどのような使途をしていいか十分考えておらん段階で、しかしながら、いわゆる公共性の高い使途にしてい
きたいと、このように思っておりますし、公開につきましては、インターネットまでは考えておりませんけれども、常
に請求があれば公開できるということにしていきたいと、このように思っております。
　それから、所信の中におけます人件費の削減の件でございますけれども、所信の中にも入れさせていただきましたけ
れども、基本的には合併協で審議されました２分の１採用、退職者の２分の１採用というのを重きを置いて進めていき
たい。ただ、私の考え方としましては、単年度で２分の１をするというのが非常に将来に対する危険性が、いわゆる人
の配置の適正な状況に欠けると私は思っておりますから、３年ぐらいのスパンで計算をした上の２分の１採用と、単年
度２分の１採用をやっていきたいという考えであります。しかしながら、それではいわゆる類似市町村との人件費ある
いは職員の配置に問題があると、そういう意味で、定数管理の問題から含めてもう一度見直しをしていく必要があろう
かと、このように考えております。
　それと、期末勤勉の問題でございますけれども、勤勉手当については旧５町の中で、旧宇和町の方が勤勉手当に対す
る査定をさせていただいておりまして、だからこういうことを重きを置いて、やはり職員における査定をしながら差を
つけていく、それは条例上認めておりますので、その方向でやっていきたいと、このように思っています。
　以上です。
○２２番鍵原芳和君　ちょっと具体的な質問をさせていただきたいと思いますが、予算書の２９ページでありますが、
地方交付税でございます。
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　先ほどからお話がございますように、三位一体の改革の影響で１２億４，０００万円減額が見込まれておると、こう
いうことでございますが、対前年度比７．５％を見込んでおると、こういうことでございます。普通交付税につきまし
て、平成１６年度の予定見込み額をどの程度見込んでおられるのかお伺いをしたいと思います。なお、今回の９０億
４，４６０万円の充当率が何％になるのかをお尋ねをしたいと思います。
　それから、５３ページでありますが、基金繰入金の１目の財政調整基金でありますが、今回１１億１３１万４，００
０円繰り入れをされておりますが、財政調整基金総額の額と今回の充当率についてお伺いをいたします。
○清水財政課長　ただいまの普通交付税の総額のご質問であったと思いますが、本年度の見込み額につきましては、き
のうも７．５％の見込みというふうにご説明をさせていただきました。それで、昨年度１５年度の交付税の実績につき
ましては、約９６億円でございました。それに対しまして、今年度７．５％の減額見込みを立てまして８９億円を見込
んでおります。それに加えまして合併特例分、これがあります、これが５カ年で約５億８，８００万円があるわけです
けども、そのうちの単年度の１億１，７００万円、これを加えまして本年度の普通交付税は９０億円といたしておりま
す。
　それから、特別交付税でありますが、これは昨年度は５町で約１４億円ございました。それで、これに対しまして、
本年度７．５％の減額で約１３億円を見込んでおります。それから、これに対する特別交付税ですが、これも合併の特
例分がございまして、これは本年度２億８，９００万円を見込んでおります。合わせまして、本年度の特別交付税は、
約１５億８，０００万円を見込んでおります。
　次に、５３ページの財調でございますが、財調につきましては、合併協で調整する中で標準規模の１０％以上を持ち
寄るというお話があったかと思いますが、それによりまして、５町の財調の持ち寄り額が約１９億円持ち寄っておりま
す。それで、今回本年度取り崩し額が１１億円ということでございますので、１６年度末見込みでは約８億６，０００
万円が残る見込みとなっております。
　また、減債基金につきましては、５町の持ち寄り額が約２億２，０００万円ございます。そのうち２億円を取り崩す
予定にいたしております。
　以上でございます。
○１７番酒井宇之吉君　二、三、お尋ねをしたいと思います。
　２９３億５，０００万円の中で、雑収入が３１億７，０００万円ほどございますが、非常に多岐にわたっておりまし
て旧町単位でいろいろ難しいかと思いますけれども、所管別に分けれるような形ができればとっていただきたいなと思
っております。収入の１割強を超えるものがぽんと上がってくるといことに関しては、ちょっと違和感を覚えておりま
す。合併時であるからこういう数字になるのかという考え方も私なりに思っております。
　もう一点でございますが、過年度分の各町の分でございますが、この分につきまして、非常に決裁、予算上がってお
るわけでございますが、公平に５町が過年度分を持ち寄ってるかどうか、市長の所見をお聞きしたいと思っておりま
す。
　それから、基本でございます一般会計予算の説明及び所信表明でございますが、この件につきましては、市長の政治
姿勢を基本とするところでございますので、また９月、次の一般質問なんかでお伺いすることがございますかと思いま
すけども、二、三、お尋ねしたいと思います。
　第１に、夢のある町をつくること、第２に隅々まで行き渡る行政を行うこと、第３に行政の情報を住民と共有するこ
とでありますとございますが、非常に財政逼迫の中で非常に難しい、実現するのは難しいと私なりに思っております
が、この中でございますのが、逼迫財政の中で総合支所方式を導入したことで、合併のメリットと言われている行政の
スリム化が図れず、人件費の削減あるいは事務事業経費等々の削減には至っていないのが現状でありますとございま
す。これにつきましては、市長が非常に難しい英断と勇気を持って今後臨まなければならないと思っておりますが、こ
れにつきましては、多少今までの合併の経緯の中では矛盾してるところも所信表明にあろうかと思いますけれども、現
在ここへ、所信表明に入れられた所見をお伺いしたい、思っております。
　もう一点ございますのは、農業振興、第１次産業振興でございますが、所信表明の中にまだ具体的な予算がなされて
ない、基盤整備とか等々の、現在までの旧町の経緯の中でやられているというところでございますので、新しい市長の
もとで第１次産業振興の施策、例えば第１次産業フロア的な形で、案件が、要望が出てるようにお聞きはしております
けれども、第１次産業フロアということで、各民間の事業等々の出向とか、ワンフロアの中で西予市の第１次産業を考
えていくというような政策を今後具体的に具現化して、長期にわたって考えられているかどうかをお聞きしたいと思い
ます。
　以上でございます。
○清水財政課長　まず初めに、第１点目の雑収入の件でございますが、これは予算書の６４ページをお開き願いたいと
思います。
　この６４ページの中の６目過年度収入で、約２６億７，０００万円計上いたしておりますが、これは要するに旧５町
分の未収、未払い分に係るものでございます。これは、要するに今回の合併によりまして決算が３月３１日ということ
になっております。そういったことで、３月３１日までに補助金やあるいは借入金が入らない、しかし一方、支払いの
方が多く、３月までに執行したという場合がございます。そういった場合には、新市での未収、未払い上の、予算上は
その未払いが少なく、あるいは未収が多いという予算計上になります。また一方、逆に補助金や借入金の手続ができな
い、そしてこれらのお金が入っておる、しかし一方、支払いが間に合わず、支払いがおくれて４月、５月に至る、そう
いった場合もございます。これは各町それぞれまちまちでございます。そういったことで、新市での未収、未払い上
は、未払いが多く、未収が少ないという予算計上になるわけです。それで、そういったそれぞれの５町の寄せて集めた
予算がここに計上してるわけです。したがいまして、ここに過年度収入といたしましては、旧５町分の２６億７，００
０万円が新しい新年度の予算に入ってくるということでございます。
　以上でございます。
○三好市長　今ほどの酒井議員の２番、３番の質問についてお答えしたいと思います。
　まず、過年度分のを公平に持ち寄っておるかというご質問でございますけども、今の予算書で出ておる過年度分は、
今ほど財政課長も言いましたような未収、未払いの関係の過年度分でございまして、直接問題はないかと思います。た
だ、ちょっと恐らく質問の趣旨というのは別の角度だと思ってお答えをさせていただきます。
　いわゆる今度の持ち寄りにつきましては、財政調整基金という形で持ち寄りをさせていただきました。それについて
は、基準財政規模の１割を持ち寄るということでございまして、これは各町とも確実に守っていただいて、先ほどお答
えをした１９億円といういわゆる財政調整基金をつくっておるというとこでございまして、この５町にはそれだけの力
はあったことは確かでございますからご安心いただきたい、このように思うわけでございます。
　第３番目の所信の関係でございますけれども、あしたの一般質問でありますので多くを語ると問題でございますか
ら、少し語っていきたいと、このように思っております。
　総合支所方式につきましては、これは所信の中にも入れさせていただいたように、確かにこの合併の中で問題点でも
あったと、このように思っております。しかしながら、細かな住民にサービスするための方法論として総合支所方式を
とったわけでございますから、そのことについては踏襲しながら、今後のあり方について議員さんと一緒にご議論をさ
せていただきたいという意味で、所信の中に入れさせていただきました。意見を喚起する意味で入れさせていただいた
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ことをご認識いただいたらと、このように思っております。
　次の第１次産業の振興につきましては、あしたのご質問にお答えしていこうと思いますけれども、西予市民のいろい
ろな各方々、各団体あるいは会社等とのご意見を聞いて、私は産業戦略会議をつくりますよということを言っておりま
すけれども、この西予市の中でそういうあり方を進めていく方向でいきたいと、このように思っております。あしたの
一般質問の中に答えさせていただいたらと思います。
　以上です。
○２番松山清君　１０４ページの第２款の総務費の総務管理費なんですが、そこには自動車リース料というのが１５７
万３，０００円計上されているんですが、この自動車のリースの扱いといいますか、これまでリースというのは数少な
かったんではないかというふうに認識しておりますが、ここに来てリース料というのが出てきておるわけですけども、
これは今後の方針として、車はリースでやっていかれようとするのか、あるいは購入する場合もあると思うんですけど
も、そこらは当然比較されとると思いますし、民間の場合は、リースにすれば税金等の問題がありましてリースにする
場合もあるんですけども、行政としてリースというのを採用した理由というんでしょうか、そういうのが今後入ってく
るのかどうか、それも含めて考え方をお聞かせ願えたらと思います。
○森総務企画部長　それでは、松山議員の質問にお答えをさせていただきます。
　この自動車のリース料の件ですけど、旧町の時代にはもちろんなかったことであります。なぜ西予市といいますか、
今回の予算で計上したかといいますと、まずとにかく先ほどからいろいろ話が出ておりますように、財政が逼迫してお
るということで、旅費につきましても、もう原則公用車ということで公的機関などを使うことを認めておりません。そ
うすることによりまして、車が不足するのではないかということになりまして、実際は現金で買えば一番安くは上がり
ますけれど、それに必要な台数を１年度で支払うことがちょっと困難なので、５年間のリースで買えば何とか必要台数
が確保できるという判断で、今回リースの契約をするようにしております。
　以上でございます。
○２３番菊地ミスギ君　２点ほど市長の所信表明の中からお伺いいたしたいと思います。
　行政分野での女性の声を市政に反映させるシステムを構築すると、短い文書ではございますけれど、その具体的な市
長の考え、お伺いいたしたいと思います。
　それと、文化のことでございますが、伝承的な野村町の乙亥相撲は１５０年にわたって継承されており、私どもも非
常に興味のある問題でございますが、乙亥の里という複合施設を完成させる、もう決まっておりまして、でございます
が、どういうふうな具体的な考えで進めていかれようとしておられるのかお伺いいたしたいと思います。よろしくお願
いいたします。
○三好市長　菊地議員の第１点の質問、２点のうちの１点の質問についてお答えさせていただきます。
　女性の声を反映するシステムの考え方でございますけれども、私の今回の所信の中の大きなポイントを占めておりま
す。これにつきましては、西予市民４万７，０００の市民がございますけれども、二十歳以上の方で見ますと、３万
９，０００人の中で２万１，０００人が女性、１万８，０００が男性というような状況で、女性が３，０００人も多
い。その声を旧町の段階では果たしてシステムができていたかどうかというと、システムはできてなかったというのが
私の認識でございます。したがって、西予市においてこのことをしっかりとらえてやっていきたいという考えでござい
まして、そのための具体的な方策としては、女性政策室をこの西予市の中でつくっていって、そこで女性の声を、市長
部局の中で女性政策室をつくりたいと、そして反映する仕組みをつくっていきたいという考えでございます。
　以上です。
○大森産業部長　それでは、乙亥の里構想の関係で説明をさせていただきます。
　まず、本体から申しますと、鉄筋コンクリートづくりで一部木造で２階建てでございますが、床面積で５，４０５．
７６平米でございます。その中に多目的ホール、これはアリーナというたらいいんでしょうか、体育館的な要素を持ち
ました施設で１，６８１平米ございます。それから、温浴施設につきまして４２１．３５平方メートル、それからまた
特徴的なものといたしましては、これは屋外につくっていくわけでありますが、商業インキュベーター、店舗にします
と４店舗、小売店といいますか、それが３店舗と、それから特産品販売の店舗が１店舗あります。それからなお、温浴
施設、健康施設というものも兼ねてまいりますので、トレーニング室というものも構えております。それからまた、建
物内には軽食コーナー、大体そういうもので構成をしております。
　以上でございます。
○１５番三好幸夫君　先ほどからのご質問の中で、市政の財政状況、非常に厳しいものをお話しいただいたと思いま
す。合併協の予定では、当初２９０億円の予定が実質２６０億円と、３０億円の減という非常に厳しい予算状況でござ
いますが、それによって地域における諸所の事業等、カットされたものも多いと思います。端々の住民にとっては、合
併によってよくなるんだと散々聞かされて、この状況では不安が生じるのではなかろうかと思いますが、市長の所信表
明の中におきまして、行政の情報共有と、そういう言葉もかいま見られます。そういった中から、市政懇談会といった
端々へのお出向きはお考えあるかどうか、そういった構想があるかどうかお伺いしたいと思います。
○三好市長　今ほどの三好議員のご質問でございますけれども、本当に厳しい状況でございまして、これは財政的な面
でございます。先ほど言いましたように、これは三位一体の改革による厳しさでございまして、先ほどの合併に伴う
云々の厳しさではないと。三位一体の改革がしっかり国の方の中で来年度、再来年度に向けてやっていったときに、少
し状況が変わってくる、税源の移譲があって少し変わってくるかなというような期待を込めるとともに、全国市長会や
知事会の方でも強い要望を今やられておりますので、来年は少し変わってくるかなという希望的な観測を持っておる次
第でございます。
　それと、各地域におけるいわゆる市政懇談会等々については、今後積極的に進めていく考えでございますので、委員
の各位もご協力をお願いしたいと、このように思います。
　以上です。
○１６番岡山清秋君　先ほどの菊地議員と重複するかもしれませんけれども、違った角度から昨日の表明の中で２点ほ
ど質問をさせていただきます。
　まず１点は、行政分野で先ほど言われましたことでありますけれども、その後にスポーツ立市を目指し、スポーツを
通した交流人口を増していくと考えておられますけれども、このスポーツ立市というのは、どのように今後において絵
を描かれているのか。また、これにつきましては予算書の説明でありますから、どのような位置に、どのような数字で
予算をされているのか、聞かせていただきたいと思います。
　もう一つ、もう１点は産業分野でありますけれども、西予市の将来への産業構造の質的転換を図るため、産業戦略会
議を創設したいと考えておられるようでありますが、この産業戦略会議というのはどのような内容であるのか、これに
伴う今回の予算書の中、どこに位置し、どのような数字であらわれているのか、２つだけお聞かせいただきたいと思い
ます。
　以上です。
○三好市長　岡山議員のご質問についてお答えさせていただきます。
　スポーツ立市による交流人口、スポーツ立市を目指すとともに、交流人口の増強を図りたいという考えでございます
けれども、この西予市の管内においては、いろいろなスポーツ施設がありますし、またゼロメーター地帯から１，４０
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０メーター地帯という非常にバラエティーに富んだ地域でございます。そういうところで、やはりここで人口を増やす
という施策をとったとしても、なかなかできないというのが現状でございまして、恐らく交流人口を増やすことによっ
て、その地域に落とす経済的効果が高くなると私は認識しております。
　そういう中で、交流人口を増やすためのいろいろ、例えば合宿の誘致等々、あるいはいろいろな大会の誘致等々を進
めていきたいという考えでございまして、そういうことを進めていきたい。これはあくまでも私の所信の政策でござい
まして、ことしから予算案で反映しとるというわけではございません。そういう政策を今後進めていくということの、
冒頭で述べた私の所信、考え方でございます。
　続きまして、第２点のいわゆる産業戦略会議をつくるということでございますが、このことにつきましては、またあ
したのご質問等々にもお答えする考えではございましたけれども、とにかくここの西予市を考えたときに、今言いまし
たように、ゼロメーターから１，４００メーター地帯、ゼロメーター地帯につきましては黒潮の別れの流れが宇和海、
豊後水道に入ってまいります。非常に温かい地域でございます。長早等々については、霜さえ降らないという地域でご
ざいます。また、大野ケ原につきましては、大体平均気温が青森県の下北半島と同じぐらいの年平均気温だと、このよ
うに私は認識しておりますけれども、そうなると西予市の気候がこの中にすっぽり入るというような状況の地帯、西予
市っていう特性があります。そういう特性を生かすため、私一人の頭の考え方で考えたって知れておりますので、いろ
いろな各界からの一緒に集めた産業戦略会議をつくって新しい発信をつくれる、新しい産業をつくれる、そういう西予
市をつくっていきたいという思いを込めて産業戦略会議をつくらせていただくということでございまして、これも私の
考えで、ことしから予算に反映しとるわけではありません。また、そういう会議をつくらせていただく段階で補正予算
等々の会議費用等は、また補正に出させていただきたいと、このような考えでございます。
　以上です。
○１３番浅野泰義君　きのうの市長さんの所信表明の中で、新市の一体化を強化するとともに、産業経済を拡大するた
めには交通網の整備が最も急がれておると、こう言われております。宇和１６本、野村８本、城川６本、三瓶３本、合
計３３の新設改良、これはどのような内容かお聞きしたいと思うんですが、お願いをいたします。
○安藤建設部長　浅野議員さんのご質問でございますが、道路改良の改良の分の本数でございますが、昨日お渡しいた
しました各町ごとに今年度予算書に上げております事業一覧表をごらんいただけたらと思いますけれども、その分に道
路維持費から道路改良工事、その分を各町ごとにまとめておりますので、右の方に事業量も載せておりますので、それ
をごらんになっていただけたらと思いますが。
○２０番山本昭義君　私は市長の所信表明について、１点だけお伺いしたいと思います。
　先ほどから、また表明の中でもありますように、大変予算が厳しいと言われております。確かに私もそうだろうと思
っております。だが、表明の中で削るところは削る、そして行うとこは行うと言われておりますように、また町民の負
託にこたえるのも私の責務であると言われております。私は、今回確かに予算は厳しいんですが、そういう予算をまた
市長としてつくるのもまた市長の役目ではないかなと、そのように思っております。そして、町民の負託にこたえるの
もまた市長の役目だろうと思っております。
　そのような中で、市長はどのようにその予算の手当てをされるのか、またどのような方法で予算を今後つくっていか
れるのか、その点についてわかる範囲お答えしていただきたいと思っております。よろしくお願いします。
○三好市長　山本議員のご質問についてお答えします。
　これは今後の西予市の財政の問題だととらえて答えさせていただきますけれども、西予市の財政を将来的に考えます
と、当初合併協の中でつくらせていただきました新市建設計画の財政計画がありましたけれども、もうその数字では追
っついていかないというのが現状でございます。だから、新たなやはり財政計画を組み直す必要があるんかなというよ
うな考えでおります。
　そういう中で、私自身はこのように考えます。いわゆる歳入はもう限られた歳入でございますし、積立金も残り少な
くなっております。そういう中で、やはり歳出をどうするかという問題になってくるんではなかろうかと思います。住
民の方々の、市民の方々のいわゆる要望にこたえるために、その歳出をうまく使っていくのが今度の市政の運営になっ
てくるんだと思いますが、したがってことし事業をしなくても構わない、１年、２年後で構わないよというような場合
もあろうかと思いますし、例えば２車線にするところを１．５車線にしてもいいよというようなこともあろうかと思い
ます。そういうような方法論を公示させていただきまして、財政運用をさせていただくということでやらせていただい
たらというような考えでおります。
　以上です。
○２０番山本昭義君　ただいまの答えで、ただ削るとこはわかったんですが、ただ削るだけでは私は町民の負託にこた
えられないと思っております。それで、一応その予算をつくるにはどうしたらええかということをお伺いしたいんです
が、例えば東京に出張所でも置くとか、そういう形で、今日本を動かしているのは東京なんで、そこでお金は多分私は
できるだろうと思っております。そういう一つのつくる方法はどういうような方法を考えておられるのか、そこをお聞
きしたかったんですが、よろしくお願いします。
○三好市長　今ほどの考え方でありますけれども、例えばいろいろな事業を展開する段階で、陳情等において積極的に
そういう陳情を掲げて国あるいは県等々に要望でいくということは、皆さんとともにお力をかりてやっていきたいと、
それは思っております。ただ、出張所というような考えになりますと、返ってむだになると、このように思っておりま
すので、いろいろな角度からそういう事業を展開する前段としての活動はやっていきたいと、このように思いますの
で、ともども力をかしていただいたらと、このように思っています。
　以上です。
○２２番鍵原芳和君　もう一点だけお伺いをしておきたいと思うんですが、所信表明の中で補助金について触れられて
おります。お話を聞いてみますと、大体暫定予算では２分の１、そして今回の補正で大体８割ということで復活をした
んじゃないかと、このように内容を聞いておるわけでありますが、公益上必要がある場合にはこれ以上について、例え
ば９割あるいは１００％、従来に比較してですけども、精査の上で必要があればそういう措置がとられるのかどうか、
確認をしておきたいと思います。
○三好市長　今ほどの鍵原議員の質問についてお答えをさせていただきます。
　補助金の問題でございますけれども、非常に補助金が西予市になって多岐にわたりました。ご案内のとおり旧町単位
のいろいろな補助金を西予市の中に持ち込んできたということがありまして、非常に多岐にわたるし、補助金が少し多
くなったというような現状もあろうかと、このように思っております。
　そういう中で、今国の方からも問われておりますように、いわゆる補助金のあり方について私どもも考えていかなく
てはならないような時期に来たと、このように思っております。そういう中で、当初は予算をつくる段階で収入、支出
のアンバランスが生じたので、５０％という考え方で進めさせていただいておりましたけれども、市長査定の段階で、
余りにも５０％なら各種団体が恐らくやっていけられないだろうと、このような考えで８０％と、これは市単独の補助
を８０、それ以外の国・県のいろいろなかかわるやつには１００％復活をさせていただいたというようなのが現状であ
りまして、今後はまだ補助金のあり方について、十分来年度に向けては議員の皆様方ともご議論をしてそのあり方を考
えていきたいと、このように思っております。
　以上です。
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○議長　暫時休憩いたします。
　１１時１５分に再開いたします。（休憩　午前１０時５９分）
○議長　再開いたします。（再開　午前１１時１５分）
　ほかに質疑はございませんか。
○５番元親孝志君　所信表明の中の教育問題について、１点だけお伺いをさせていただきたいと思います。
　教育につきましては、わずか２行しか触れられてないわけでありますが、教育分野では西予市内の教育の平準化と生
き生きしたたくましい子供を育てるための施策を進めていきますというふうに書いてありますが、まず西予市内の教育
の平準化とはどういう状態をイメージされておるのかということが１点と、それから生き生きとしたたくましい子供を
育てるための施策とは、具体的にどういうことを検討されておるのか、まずこの２点お伺いしたいと思います。
○三好市長　元親議員の質問についてお答えさせていただきます。
　私の所信の中の教育分野についてでありますけれども、平準化と生き生きたくましい子供を育てるということでござ
いますけれども、まず平準化の問題でございますが、いわゆる憲法で保障されておる教育を受ける権利、これは等しく
教育を受ける権利だと、このように思っております。どこにおっても等しく教育が受けれる、例えば小規模校であろう
が、大規模校であろうが、同じように同じ教育を受けるのが基本であろうと、このように思っております。
　そういう中で、今回の予算にも出させていただいておりますけども、各ところで庁舎内ＬＡＮを走らせてそういう活
用をし、また光ファイバーを西予市の中で通しましたけれども、それを活用してそれぞれの小規模校、大規模校が同じ
ような授業が受けれる環境、例えば総合学習等々の時間を同じような交流をできるような授業にするとか、そういうこ
とをイメージして、できるなら平準化をそういうところから初めていきたという考えでございます。
　それと、生き生きたくましい子供を育てることでありますけれども、今一番日本の教育の中で欠けておると言われる
のが、子供のたくましい子供を育てることだと、このように言われておりますけれども、偏差値教育の中で、私どもは
失われとっておるやはりたくましい、将来に託せる子供ができるかどうかというのが問題だと、このように思っており
ます。
　そういう中で、私自身は、この西予市の管内の中でいわゆる海の子、山の子がおるわけでございますから、短期の留
学制度等々ができるような方向があれば、子供の段階でそのようないろいろな芽が育つ子供ができるんではないかと。
今学校教育の段階で、社会を見さすつばめの村というのをやられておりますけれども、ああいうことをひとつ発展させ
た形の中で、１学期あるいは１年、親御さんと子供さんのご了承が得た場合の西予市内の短期留学制度等も取り入れて
いいのではないかと、このような判断でおります。
　以上です。
○５番元親孝志君　今の続きになるんですけども、ことしの初めに映画「ラストサムライ」というのが大変ヒットをい
たしました。私も見に行ったわけでございますが、この内容というのは、アメリカ人から見た幕末の日本人の武士道と
いう話がストーリーだったと思いますけれども、今の日本の教育の中で一番欠如しておるものは、やはり日本人の精
神、道徳の分野でないかというふうに言われております。今店頭行きましても、新渡戸稲造の「武士道」とかたくさん
の書物が今出ておりますけども、日本の教育の中における精神、道徳教育という問題について、市長はどのように考え
ておられるのか。それをまずお伺いしたいのと、それから先ほどの平準化の問題で、私の子供が今野村町の河成小学校
に行っておるわけでございますが、ここはまだ複式学級になっております。平準化という視点で見れば、複式学級とい
うのはできればそうでない方が私としてはいいんじゃないかなというふうに思うわけですけれども、それの平準化はで
きないものなのか、２点追加してお伺いしたいと思います。
○三好市長　元親議員の再質問についてお答えさせていただきます。
　私自身も新渡戸稲造の「武士道」について、東京に行く出張が大分ありましたので、そのときの飛行機の中でずっと
読まさせていただきました。非常になぜ今新渡戸稲造の「武士道」がもてるのかなということも考えながら読まさせて
いただきましたけれども、やはり日本の中で、いわゆる精神教育、道徳教育が戦後の中でいわゆる負の遺産として捨て
去られたことについて大きな問題点があったと私は思っておりますから、そういうことを今後やはり考えていく必要が
あろうかと思います。したがって、今国の方で進められております教育基本法の見直しという問題があろうかと思いま
すけれども、そのこともしっかり私どもも見ながら、果たしてその教育基本法の内容が本当にいいかどうかっていうの
は、国の議論にわたれるところでありますので、ここの西予市の議会の中では言及は避けますけれども、その方向も出
てくるのではないかという期待感は持っておるところでございます。
　それから、複式学級の問題でございますけれども、複式学級であったら即いわゆる平準化ができないっていう考え方
は私は間違っていると、このように思っております。やはり私もＰＴＡ活動をやった時期がありますけれども、地域の
中で小学校がなかったら地域のいろいろな核となるものがなくなると私は思っております。そういう意味でおいては、
やはり小学校を統合することについては、私は二の足を踏みたいと、このように思っております。複式学級をして、教
育をより以上高める方法が私はあるのではないかと、私はこのような考えでおります。
　以上でございます。
○議長　次に、生活福祉部所管について、質疑はありませんか。
○２８番大竹忠盛君　まず、具体的な質問に入ります前に、市長の所信表明で、行政のスリム化の問題あるいは人件費
の抑制の問題さらには補助金のあり方、合併特例債まで踏み込んで自分の所信を述べられましたが、これらはいずれも
西予市が抱える大きな課題でありますし、適正、的確にそれぞれの課題を分析をされておるというふうに思っておりま
す。特に、最後に行政改革の問題に触れられておりましたが、行政改革はどうしても痛みが伴うわけでございますいか
ら、この市長の的確な指針を私たち議員も積極的に支援をしていく必要があるんではないかなと、こんな思いをいたし
たわけであります。
　この行政改革に若干関連をいたします一般会計予算の問題について触れさせていただきたいというふうに思います。
事業によりましては、厚生それから建設に及んでおることもございますが、私は今回ご質問をさせていただきたいの
は、主に箱物の関係についてお尋ねをさせていただきますんで、若干ほかの分野にも食い込む問題があろうかと思いま
すので、前段お許しをいただきたいと、このように思っておるわけでございます。
　まず、１つには、城川で計画をされております保健センターの問題、さらには野村で計画をされております乙亥ドー
ムの問題、さらに三瓶で今回予算を出されております朝屋改修のこと、この３件に関してご質問をさせていただきたい
と思っておるわけでございます。
　これらいずれの施設につきましても、それぞれの地域で今まで長年にわたり真剣に協議され、具体的な計画を立てら
れたことについては十分承知をいたしておりますし、その必要性についてもある程度認識はしておるつもりでございま
す。ご承知のように、箱物は一回できますとその施設が続く限り経営をしていかなければならないわけでございまし
て、これから行財政の効率化を図っていくということを考えれば、その施設の管理運営の問題、あるいは後から必ずつ
いてまいるでありましょう経費の問題、これらについて事前にどれだけしっかりと踏み込んだ計画を立てられておるか
どうか、このことも非常に大事な視点になってくるだろうと考えておるわけであります。
　今回質問をいたしますのは、３つのそれぞれの施設の完成後の管理運営計画、これがどうなっておるのかということ
が１つでございます。
　もう一点は、管理後の収支計画、適正な管理運営計画がなされておるかどうかということについてお尋ねをいたした
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いというふうに思います。
　今からの行政は、時によっては企業理念を取り入れていかなければならない時期に来ておるだろうと思います。多大
に予算がついたのそれを執行するということではなくして、収支計画をしっかり立てて、それらの施設が本当に市民の
ために生かされるんか、あるいは後世にツケが回わらないのか、そこまで踏み込んだ計画が必要ではないかと思うので
あります。十分検討されていな課題であるとすれば、次の９月定例議会でお答えをいただいても結構でありますが、今
申し上げました２点の問題について、それぞれご回答をいただきたい、このように思います。
○松本生活福祉部長　それでは、生活福祉部に関する城川町の健康保養地構想事業費の件について、まず私の方からご
答弁をさせていただきます。
　１点目の完成後における管理運営体制についてでありますが、この施設は、既設の宝泉坊ロッジとこの中核施設及び
農業費で計上いたしております長期滞在型の宝泉坊自炊型ロッジの３施設を対象としての管理運営を検討すべきであろ
うと、このように考えております。
　失礼しました。現在、事務担当者でそれぞれのメリット、デメリットを検討している最中でありまして、まだ結論を
出すに至っていないのが現状であります。今後十分検討を重ね、効率的で利用者のニーズに即した運営ができるよう、
平成１７年度の予算編成時期までに西予市としての方向性を出したいと、このように考えております。
　次、この中核施設の完成が平成１７年１０月ごろを予定いたしております。
　２点目の収支見込みについてでありますが、今までの宝泉坊温泉の利用者を参考にいたしまして、現在事務当局で目
標としている利用者数につきましては、会員登録の利用者として、年間温泉多目的プール利用を５５０人と見込んでお
ります。一般客としての温泉多目的プール利用者を年間４万２，０００人、パーソナルケア利用者を年２，１００人、
プログラム利用者を年３，４００人、温泉利用者を年８万人を見込んでシミュレーションをいたしております。
　採算ラインにつきましては、この目標利用者の７割から７５％以上の人の利用が上げれば営業利益が上がるのでない
かと、机上での計算はいたしております。
　以上であります。
○大森産業部長　私の方からは、多目的会館と三瓶町の朝屋の改修についてご説明を申し上げます。
　まず、多目的会館についてでございますが、この多目的会館は相撲という地域の伝統的な行事でございまして、相撲
ができるということもあわせまして複合的な施設と、先ほどもご質問にお答えしたと思いますが、多目的会館は幾つも
の施設といいますか、そういう機能がありますので、例えば研修施設メーンアリーナ、相撲をやる部分につきまして
は、非常にこれは公共性が高いということが上げられまして、逆にそれは低料金でしか徴収できないという問題がござ
います。一方、温浴施設それからトレーニング、軽食レストランというものにつきましては、これは経営努力によりま
すと収支のバランスは結構とれていくのではないかなというふうに考えております。
　こういうことから、後の管理運営を考えてみますと、収益性の低いものにつきましては、中心がメーンのアリーナ、
相撲ができる部分になると思いますが、これは行政が管理運営をしていくと。それから、温浴施設、軽食のレストラン
というものにつきましては、商工会、ＴＭＯ、これＴＭＯ野村の場合は即商工会というふうに考えてもらって結構です
が、そこが管理運営をしていくということの考えでございます。
　それからまた、インキュベーター、野外に駐車場のところに個店を出しますけれども、これは店舗の人が経営を、た
だ使用料を払うということはできますけど、そこが管理運営を行っていくというふうに、基本的にはそういうふうに考
えております。
　そういう中で、収支の問題ですけれども、まず利用人員というものを、これまだ検討中の部分もありますので、その
ようにお考えをいただきたいと思いますが、多目的なホールにつきましては、大体今まで野村町の体育館それから公会
堂あたりの利用あたりを考えてみまして、約５万３，０００人、これ年間ですが、５万３，０００人を予定をしており
ます。
　それから、これも最も大事になってまいりますけれども、温浴施設につきましては、近隣の温浴施設を参考にして計
算をしました。これで１０万人を想定しております。この１０万人の根拠といいますと、まず遊の里が１４年度の実績
でございますが、１３万７，０００人、それから宝泉坊で１０万７，０００人、そしてはま湯は、これ１４年度途中の
あれであったと思いますが、１１万４，０００人、それから近くでは津島やすらぎの里ですか、ここも１４年度の途中
であったと思いますが、２２万７，０００人余りの入浴客がございます。そういうとこから考えても、ただこれ郡内で
競合いたしますので、これがストレートにこのまま推移するとは考えてはおりません。おりませんけれども、はま湯そ
れから津島やすらぎの里ができたからといって遊の里、宝泉坊が減っているわけではありませんので、そういうことも
考慮しまして１０万人という数字を出しました。
　それから、トレーニング室につきましては、２万１，０００人ほどの見込みをいたしておるところでございます。そ
れに基づきまして収入をはじいておるわけですけれども、行政が持つ部分につきましては、これも料金は今野村町で大
体公会堂あたりの設定しております料金でいきますと、約２４０万円ぐらいな収入になってまいります。
　それから、温浴施設については、先ほど言いましたように、料金これは４００円で設定をしております。これも近隣
町村、これも若干の動きがあることと思いますが、それで計算しますと約４，６００万人という試算をしておるところ
でございます。
　そういうことで終始のバランスを見てみますと、行政が持つ部分では、もちろん施設に人も要りますので人件費、光
熱水費それから維持費、その他経費を含めますと、二千三、四百万円は要るであろうということになりますと、マイナ
スの試算では１，３００万円余りというふうに見込んでおります。
　それから、商工会の方が持ちます、特に温浴施設がこりゃ大きな部分になってくると思いますけれども、ここも人件
費、それから応分の光熱水費あたりが多額にいると思いますので、これを１０万人で計算をいたしますと、ほぼもう収
支ゼロ、プラスマイナスゼロでいくのではないかなというふうなのが現在での試算でございます。
　それから、続きまして、三瓶の朝屋でございますが、これはまだ随分と検討をする部分が多うございまして、この朝
屋のホテルの改築というのは、もともと基本構想として三瓶海の駅構想というものがベースにあるようでございます。
それで、三瓶町の中心市街地の活性化基本計画というものに基づいて計画をされておるようでございます。そういうよ
うな状況がありますので、管理運営については、今考えられておりますのはまちづくり協同組合というのがあるようで
ございますが、これは立ち上げるのかな、それを立ち上げてそこで管理運営をしていくという状況でございます。た
だ、運営委員会というものができてまいりますので、その辺でこれからまた十分に検討がなされるものであろうという
ふうに思っております。ちなみに部屋数で申しますと、６人部屋が３室、それからシングルが３室、ツインが４室、多
目的と娯楽室もありますけれども、これも宿泊は可能なようになっておるようでございまして、最大４０名は宿泊は可
能であるというふうに聞いております。なお、宿泊の料金の設定でございますけれども、これは大体４，５００円から
５，０００円で設定をされておるようでございます。
　それで、ここで収支の試算をやっておりますけれども、その収入が先ほどの利用者が約５，５００人ぐらい見込まれ
ております。これは過去民間でやられたときあたりからも算定されてそのぐらいはあるであろうというふうな推計のよ
うでございます。それで計算をいたしますと、売上高で４，２００万円ぐらいな収入があると。それから、仕入れ高で
は１，０００万円、売り上げ総利益では３，１００万円というような状況になっておりますけれども、それでいきます
と営業利益がマイナスで６９０万円ということが計算されておりますけれども、営業外利益を見込んでありまして、こ
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れが６８０万円ぐらい見込んでありますので、経常利益としては恐らくトントンという形の収支の試算になっておりま
す。ただし、ここの中には減価償却が１，０００万円近く見込まれております。この減価償却をここをきっちり見るべ
きかどうかということは確かに問題もあろうと思いますが、そういうことも考えてみますと、この試算ではそれなりに
努力をすればやっていけるのではないかなというふうに考えております。
　以上でございます。
○２８番大竹忠盛君　数字を上げての適切なご回答をいただいたわけでございますけれども、若干心配をいたしており
ますのは、城川町の施設あるいは野村町の施設、類似するような内容が見受けられるわけでございます。このようなこ
とを総合的に判断をいたしますと、これからの経営計画についてはしっかりとメスを入れていただかなきゃならんかな
と、こんな思いをいたしておりますし、特に直営の施設もあるようでございます。これらの人件費の問題についても、
嘱託、委託あるいは臨時等を含めて合理的な計画になるように、一段の努力をお願いを申し上げたいとこう思います。
答弁は要りませんが、お願いをいたしまして終わります。
○３１番浅野豊重君　私はちょっと大竹さんと趣を異にしたことでございますが、実は今ありました健康保養地構想、
この事業でございますが、この最初の目的は、やはり城川町民がいかに健康で生活し、生涯を送るかということが最初
のねらいであったということでありますので、少し金がどうこうということでこのことを見直すということは当然あり
ませんけれども、ひとつ目的としてはそういう健康を増進する、健康を保持するということが目的であったということ
でございます。
　そういうことで、当然のことですけれども、この建設は進めてほしいと思いますが、当然予定では１７年度１０月が
完成ということでございますが、これに向かって着々と進めておると思いますが、これが予定どおりできるのか、そし
て今やっております施設本来の目的は、健康増進、健康維持ということでございますので、やはり技術者の養成とか、
そういう人材も含めた、建設と並行して進めていかないと、施設はできたけれども、即開業できない、そういうような
ことになってくるんじゃないかというように思いますので、ぜひこの問題は、切れ目のない予算もしていただこうし、
これは城川町民ならず、西予市の皆さんが健康でいくということがまず大きなねらいであったし、今後もそうでなけれ
ばならないと、こういうように考えておりますので、ぜひその辺を含めながら前向きな取り組みをしていただきたい
と。これによって城川町いろんなことをやりましたが、やはりスポーツとかということもありますが、こういうことを
することによって医療費が非常に城川町は、県内７０市町村がありましたが、その７０番目にあるとか、少ない、経費
を使わないという、そういうことでこれは補いもできておるんじゃないかというようなことでありますんで、ぜひとも
この方向で計画どおりに進めてほしいということをひとつ申し上げておきたいと思います。
　それともう一点、これは１５９ページでございますが、民生費の中の社会福祉費、この中に高齢者実態把握事業委託
料というのがございます、下から１０行目ぐらいですが。これはどういうような性格のものであるか、ちょっとその説
明を願いたいと思います。
　また、それとちょっと付随したことでありますが、実は高齢化時代を迎えまして、独居老人そして老夫婦の家庭が多
いことはご承知のとおりでございますが、実は先般あるとこに参りまして、ぜひ高齢化の家庭についてはブザーを、家
庭的なブザーですが、これを取りつけてほしいという要望がありました。なぜそれが必要なかと申しますと、やはり例
えば区長さんあたりが夕方でも早く行ってももうかぎが閉まっておって、幾ら呼んでも出てこないと、中にはおること
はわかるんだけど、出てこないというので、いろんなもの処理、それから水道料というものを集めに行っても、これは
いけないのでまた一応遠い道を帰って、また次の日にそういうことをするということを言われまして、ぜひこのことは
過疎地において、特にひとり暮らしとか、老夫婦がおるとこはぜひそういうこをひとつ、小さいことではあるけれど、
大きな問題として取り上げてほしいということを言われましたので、この件については市長の考えとまではいかんかも
しれませんけれど、これはやるということになれば、これは容易にできることである、本当に皆さんの生活にかかっ
た、ひとつそういう行政の方のあれをすると同時に、やはりお年寄りの安否を把握する上においても大事じゃないか
と、こういうように思いますので、この辺のひとつお答えを願いたいと、こういうように思います。
　終わりです。
○松本生活福祉部長　それでは、ただいまの１５９ページの高齢者実態把握事業の委託料の件について、まずお答えを
申し上げます。
　この委託料につきましては、各町内それぞれ在宅介護支援センターを設置しておると思いますけれども、その在宅介
護支援センターを中心として、まず相談を受けておる方についての家庭を訪問して、その実態を把握して今後の活動に
生かすということで、それぞれの介護支援センターの方へ委託しておるものでございます。
　次に、独居とか高齢者のブザーの取りつけの件でありますが、このブザーをすべての高齢者につけていくのが果たし
て妥当なのかどうか、いろいろ検討をすることは必要であろうとは思いますけれども、ただいまそれぞれの町で高齢者
の見守りとして実施しているのが、緊急通報サービスというようなことで緊急電話を取りつけている事業が、旧町３町
ぐらいにありますけれども、これは実質的に急病とか発生したときにはかなり役に立っておりますので、これらを国・
県の補助をいただきながら進めていくことは継続して行っております。ブザーにつきましては、要望がどれだけあるか
もまだ実態把握はしておりませんけれども、今後の検討課題としてその辺を検討させていただきたいと、このように考
えております。
　以上です。
○三好市長　浅野議員の健康増進施設の計画どおりの推進の関係でお答えさせていただきます。
　これも合併特例債事業でございますので、計画どおり進めていきたいと、このように思っておりますし、いわゆるそ
の中のインストラクターの養成については、当然これがなかったらこの事業として成り立たないわけでございますか
ら、健康増進のための中核的な役割を果たすそのような養成については、しっかりこの議決をいただいた後に進めてい
きたいと、このように思っておりますし、またこの城川の健康増進施設につきましては、ただそこだけの問題ではなし
に、その一体を商業集積地としてやっていきたいという考え方がありまして、既にＪＡ東宇和につきましても、支所機
能とファーマーズマーケットの移転ということまであわせてやろうかということをいただいておりますので、この事業
についてはしっかり完成をさせていきたい、１７年度内完成をさせていきたいと、このように思っております。
　以上です。
○２７番平野武男君　２７番平野ですが、２点だけちょっと……。
○議長　済いませんが、マイクを。
○２７番平野武男君　お願いしたいんですが、救急車の件、あれ明浜にもう何年も前から１台置いてほしいということ
を要望しとったんですが、今回４月１日から置くことになりまして、置いていただいておるんですが、昼間は置いてい
ただけるんですが、夜は宇和へ持って帰ってるというような話を聞いております。要は、大概患者が出るのは夜の方が
多いのが、昼は自分とこの車でも連れていかれるというのに、どうして夜だけ救急車を宇和へ持って帰るんやろうかと
いうことが１件と。
　ほしてもう一つは、三瓶町から大野ケ原まで光ファイバーを配いたと思うんですが、その光ファイバーの、私とこは
携帯電話も入らんのんです、高山、田之浜というとこは。それで光ファイバーを民間の方へ引き入れるようなことはで
きまいかということが１点あるんですが、そこらあたりは市長さんどうなんでしょうか、ひとつお願いします。
○荒井消防本部消防長　ただいまの平野議員の救急車の件でお答えいたします。
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　現在、平日の昼間のみ明浜町及び城川町の方の運用を行っております。職員数が少ないので、夜、昼運用はなかなか
難しいということがあります。それで、職員をこれから後増員をしていただくことによって計画どおりの増員をしてい
ただくならば、平成２２年から２３年ぐらいには終日運用ができるというふうに考えておりますが、財政上の問題もあ
りますので、職員採用についてなかなか難しい面がありますから、少し延びる可能性もありますが、今の状態の中でし
ばらく我慢をしていただきたいというふうに考えております。
○三好市長　平野議員の第２点目の光ファイバーの各家庭への引き込みの関係だと、このように思っておりますが、こ
の件につきましては、まだ現段階でそのところまで考えが基本的には至ってないというとこであります。将来にわたっ
てはこれも当然に入れていくべき課題だと思っておりますし、それに対するどれだけの補助等々の問題も含めて財政的
な問題があろうかと思いますし、個人が全部負担できるというようなもんではないと思いますので、そういうことを今
後の課題とさせていただきたいと、このように思っております。
　以上です。
○議長　次に、産業部所管について、質疑はありませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長　次に、建設部所管について、質疑はありませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長　次に、消防費に関する消防本部及び総務企画部所管について、質疑はありませんか。
○２２番鍵原芳和君　予算書の２８０ページであますが、国際交流費でございます。負担金補助及び交付金の中で、ド
イツ公演応援委員会補助金１，０００万円計上されておりますが、この内容についてもう少し詳しくお伺いをしたいと
思います。
○大森産業部長　失礼しました。ただいまのご質問にお答えをいたします。
　これは、松山にありますみかん一座というミュージカルの一座でございますけれども、２００４年１０月１６日にド
イツのヴュルツブルクで「イネ」といいますミュージカルが公演をされます。そこへの費用、派遣それから交流費など
の費用の一部を助成するものでございます。
　以上です。
○議長　質疑はありませんか。
○２２番鍵原芳和君　今の答弁の中で、「イネ」というミュージカルが公演をされるということでございますが、これ
はいわゆる宇和町のおイネさんの関係関係の公演なんでしょうか。
○大森産業部長　はい、シーボルトの娘さんのイネさんにちなんだものでございます。
○議長　暫時休憩いたします。
　１時１０分に再開いたします。（休憩　午前１１時５９分）
○議長　再開いたします。（再開　午後１時１０分）
　引き続き質問をお受けいたします。
○２５番岡田周三君　消防施設費についてお伺いをいたします。
　消防詰め所そして防火水槽におきまして、野村町におきましては、従来は全額補助ということで行っておりました
が、消防施設におきまして国、県の補助金がおりないというようなことを聞いたんですが、今後においては補助金カッ
トがあるのか、そしてまた、受益者負担があるのかをお伺いいたします。
○森総務企画部長　岡田議員のご質問にお答えをいたしたいと思います。
　現在詰め所と防火水槽と補助を要望して申請はしておるようですけれど、内示が来ていないということを聞いており
ますが、あくまでの補助対象になったものについて実施をしていく考えでおります。
　以上でございます。
○２５番岡田周三君　国・県の補助対象ということは、全額補助金があるということでございましょうか。
○森総務企画部長　再質問にお答えいたします。
　全額補助言われますのは、ちょっと私あれなんですけど――どういう意味なのかはっきりわからないんですけれど。
○２５番岡田周三君　要するに、受益者負担、負担金なしできけるかということでございます。
○森総務企画部長　受益者負担金については、現在はお願いしていないと思います。ほいで、今後の財政状況なども検
討していかなければいけないと思いますけれど、受益者負担を云々というような施設ではないと考えてはおります。
○議長　次に、教育部所管について、質疑はありませんか。
　ありませんか。
○６番嶋川武文君　これは教育部に限ったことじゃあないんでございますが、主に教育部になると思いますが、予算書
を拝見いたしますと、リース料とか非常に多うございます。我々民間に生きているものは、必ず競争の原理を導入いた
しましてかなり節約をするのが常でございます。行政におきましては、その辺の様子はいかがかと思うわけでございま
すが、フルに競争の原理を導入して競争をして、例えばリースとかいろいろございますね、コンピューターもそうでご
ざいますが、コピー機のリース料だとかいろいろあります。これはですから教育部に限ったことじゃないんですが、そ
の辺の競争の原理をうまく活用して導入しているのかどうか、お聞きいたしたいと存じます。
○河野教育部長　嶋川議員のご質問なんですけれども、特に教育委員会関係、学校を主体にしまして、コンピュータ
ー、先ほど言われましたファクスその他もろもろのものがリースになっております。これはリースにした目的の１番目
は、今非常にコンピューター等につきましても情報処理の能力が新機種が出るというようなことで、ほとんど５年契約
ぐらいで契約をするのが買い取りの備品で処理するよりかは効率がよいという判断でリースを使用しております。それ
と、すべてリースについても見積もり競争入札で実施をしております。
　以上のようなことで、教育委員会の主要備品についてはリースを採用させていただいております。
　以上です。
○６番嶋川武文君　これは市長にもぜひお答え願いたいんでございますが、別に教育部だけじゃなくて、例えばコピー
機一つとりましても、もっと節約できる方法があるような気がすんです。今のどんな契約でリースをしているのか、私
どもには承知しておりませんが、話を聞きますとかなり節約できると、ことを聞いております。これは本庁のみなら
ず、各総合支所においても、これを実施すればかなりの節約効果があると思いますが、その辺市長からひとつお願いい
たします。
○三好市長　嶋川議員の今のご質問でございますけれども、私も節約できることがあるなら、今のご意見でも聞いてな
お一層努力をしたいと、このように思っております。基本的な考え方は、コピー機もリースにするに当たっては指名競
争入札をしておるわけでございますから、それ以上の方法論があるとしたら、また勉強をしてやらせていただきたいと
思います。
　以上です。
○１９番山本英男君　１問質問させていただきます。
　小・中学校におけるいわゆるＡＬＴの配置状況でございますが、旧町の各学校の配置状況、ここでわかればお教えい
ただきたいと思います。
　以上でございます。

ページ(10)



平成16年第１回定例会(２日目) H16.6.24
○河野教育部長　山本議員のＡＬＴの関係なんですけれども、西予市に５つの中学校があります。この５つの中学校に
１名ずつ配置をささせていただいております。宇和中以外の４つの中学校のＡＬＴについては、それぞれの町の小学校
へも派遣をし、小学校の総合的な学習等の指導にも当たらせております。宇和中については、小学校に単独の町内の語
学指導の講師を派遣しておるのが現状です。
　以上です。
○９番亀井秀男君　３４５ページに結婚促進イベント補助金という金額が出ておりますが、今後結婚推進についてどの
ような推進をしていくのか、お聞かせいただいたらと思います。
○河野教育部長　ただいま亀井議員から質問がありました結婚相談の関係なんですけれども、まず宇和町の取り組みを
申し上げますと、生涯学習の中に結婚推進委員を委嘱しまして、その委員さんによる毎月１回の結婚相談、これを実施
しております。それからまた、生涯学習課の公民館活動の中で、未婚者の出会いを設けた行事を実施し、そういったよ
うな男女の交流の場を設定する行事を実施しております。宇和町と同じように、野村町でも公民館の活動の中で大体同
じように活動内容で実施をしております。
　今後ともそういったような男女の交流の場、ずっと以前といいますか、青年団活動が盛んなごろですと、青年団活動
の中でそういったような男女の交流の場があったわけですけれども、今西予市の中でも青年団活動が衰退をしておりま
す。もちろん青年団活動にかわるサークル的なものはたくさんあって、その中で男女の交流の場がありはするわけです
けれども、こういうような世相の中で、余り結婚を対象にした交流の場がありませんので、今後とも生涯学習、公民館
活動の中で男女の交流の場を進めながら、あるいは結婚相談員なるものの紹介によってカップルができるような交流事
業、相談事業を進めていくように考えております。
　以上です。
○議長　次に、議案第２９号に対する質疑を行います。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長　次に、議案第３０号に対する質疑を行います。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長　次に、議案第３１号に対する質疑を行います。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長　次に、議案第３２号に対する質疑を行います。
○２８番大竹忠盛君　議案３２号の中で、診療所の関係についてお伺いをいたしたいと思います。宇和でございまし
て、よその地域の診療所の状況、不案内でございまして、適切な質問になるかどうか危惧はいたしておるわけでござい
ますし、また僻地の方々の暮らしと健康を守るためには、この診療所の役割は大変重要であることも十分承知をいたし
ておるわけでございますが、いろいろこの予算を見ておりますと、繰入金の１１の診療所の総額が約１億９，０００万
円程度になるんではないかと思っておるわけでございます。年でこそ１億９，０００万円でございますが、当然１０年
いたしますと１９億円の投資が要るのではないかと思っておるわけであります。もちろん繰入金の中には、備品器具等
どうしても避けて通れないものもあるだろうというふうに思っておりますが、将来に向けて経営の合理化なり、あるい
は合併の方向なり、模索する必要もあるんかなと。住民サービスが低下しないということを、もちろん前提になるわけ
でありますが、将来に向けて合理化計画等についてご検討をいただく時期に来ておるんではないかなというふうな思い
も持っておるわけであります。
　したがいまして、次年度の予算には、これらの経営の合理化計画をお立ていただきまして、反映ができるような方法
をご検討をされるべきではないかと、このような思いを持っておりますので、お尋ねをいたしたいと思います。
○三好市長　大竹議員の質問についてお答えしたいと思います。
　これは非常に大切な問題といいますか、西予市の医そのものを全体を考えてからでないと今のご意見のお答えはでき
ないと、このように思うんですが、旧５町の単位で言いますと、公的な医療機関として、今回市立病院になりました宇
和病院と野村病院があります。これはいわゆる企業会計でございます。それ以外の１１の診療所については、それぞれ
の町にあった診療所、いわゆる特別会計、国保会計に位置づけされるわけでありますけれども、今後の問題について
は、これは西予市全体の医療として病院と診療所を有機的につなげるような考えを持っていく必要があろうと思いま
す。旧町単位では、そういう考えはなかなかできなかったという状況だと思うんですが、それをどうしたらいいかとい
うことは、やはりただいいだけでなしに、福祉も含めた、例えば福祉の中で、介護の問題からも含めた体制の中で医療
を考えなくてはいけませんし、またいわゆる救急体制、消防も持っております救急体制も含めた中でこの問題を総合的
に考えないといけないと思うわけであります。
　そのことについては、今後議員の皆さんとともに、どういう形をとっていくかという、議会の中で特別委員会もつく
られるなどもよろしいでしょうし、私どもも審議会をつくっていくのもよろしいかと、このように思っておりますけど
も、今後検討課題にさせていただきたいと思います。
　また、今の繰入金の問題でございますけれども、現在のところそれぞれ地域医療を担うもんでございますから、１億
９，０００万円という１１の診療所の繰り入れにつきましては、健康を守る点からやはり繰り入れさせていただかない
といけないと、このような考えでおります。
　以上でございます。
○１７番酒井宇之吉君　国民健康保険税の徴収についてお尋ねを申し上げます。
　非常に財政逼迫の中で、国民健康保険税の徴収の未収の努力はどのように今後なされるつもりか、今までどういう実
績が各町あったのか、お知らせを願います。
　また、国民年金保険の方でございますが、これは社会保険庁が現在行ってるわけでございますけれど、各保険庁の方
も非常に最近この徴収について国会３兄弟とか、こういうものもできまして、いろいろと世間を騒がせたわけでござい
ますが、これにつきまして、地方自治体と社会保険庁の方で協力をし合って徴収を上げる方法なんかを考えている自治
体もあるようでございますが、これについてのお考えも聞かせていただきたいと思います。これにつきましての調査
は、商工会が肩代わりしたらどうかというような調査も来ておりますが、いろんな形で協力をしていかないといけない
のではなかろうかと思っておりますが、そのお考えを聞かせていただいたらと、かように思います。
○松本生活福祉部長　それでは、酒井議員さんのご質問にお答えをいたします。
　現在とっております徴収体制でありますが、この滞納保険税の徴収につきましては、税務課職員２名が１組となりま
して、それぞれ各地区を分担いたしまして家を訪問しての徴収としております。これは、それぞれの総合支所において
も同じような方針で臨んでおります。
　現在、西予市全体での国保税の徴収率につきましては、９６．１４％となっております。そのほかに、まだ滞納繰越
分がありますけども、全体としての徴収率が９０．４９％となっております。
　それともう一件、年金との徴収を社会保険事務所との連携を取ってやってはどうかというようなことでありますけれ
ども、現在この年金の徴収につきましては、平成１４年４月から市町村の徴収事務から国の徴収の方へ移管されており
ます。それぞれ徴収率につきましては、高いとこで９４．９％、低いとこで７８．２％とばらばらではありますけれど
も、この徴収方法につきましては、国の機関でもありますし、市につきましては職員が夜間とか、空いておる時間を見
ては徴収いたしておりますので、果たしてその時間的な訪問とか、そういうものが合致するかどうか、その辺のことも
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検討する必要があるだろうと思いますし、できるところにつきましてはそのような方向にしてまいりたいと、このよう
に考えております。
　以上です。
○１７番酒井宇之吉君　国保税、保険税が１３億２，５００万円ほどあるわけでございますんで、約１割まだ徴収でき
てないということに相なろうかと思うんですが、９０％でございますんで１億３，０００万円のものがまだ税金として
徴収できないと。この１億３，０００万円の分をどのように徴収して、そして健全な財政に持っていくかという大きな
命題があろうかと思いますので、今後どのような施策で、どのように小まめに徴収していくかという方策も、きょうは
だめでございましょうけど、またお聞かせ願ったらと、かように思います。
　以上で終わります。
○議長　次に、議案第３３号に対する質疑を行います。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長　次に、議案第３４号に対する質疑を行います。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長　次に、議案第３５号に対する質疑を行います。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長　次に、議案第３６号に対する質疑を行います。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長　次に、議案第３７号に対する質疑を行います。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長　次に、議案第３８号に対する質疑を行います。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長　次に、議案第３９号に対する質疑を行います。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長　次に、議案第４０号に対する質疑を行います。
○１７番酒井宇之吉君　病院の先生の資質向上についてお尋ねを申し上げます。
　非常に関連がございますけれども、これは特別会計でやっておりますが、国保会計の中でやっております診療所の医
師の問題も含めましてお尋ねをさせていただいたらと思いますが、全体の中で、医師はやはり優秀な医師をやはり雇用
するのが一番いいということはわかり切ったことでございますけれども、地域によって非常に地域とのあつれきのある
医師について、今後西予市全体の医師の派遣等々について考えとられるかどうか、全体の中で考えられとるかどうかを
お尋ねをいたします。それをまたでき得るんであれば、順繰りと、やはりその地区に、風土、歴史、文化が違いますの
で、合う医師と合わない医師とがあるかもわかりませんのですが、そのあたりを西予市の中で異動をするお考えがある
かどうかをお聞きいたしております。
○三好市長　酒井議員のご質問にお答えいたします。
　非常に難しいご質問だと、このように受けとめて、それなりに聞いていただいたらと、このように思っております。
医師という立場というのが、非常に社会的なステータスの高い立場でございまして、そういう意味で地域の中で、この
西予市の方へストレートに呼んで来ていただくかどうかという、今までの現状を見ますと、例えば診療所の段階では非
常に難しい側面があっと、このように私は解釈しております。
　それと、ご案内のとおりこの１６年から例のいわゆる旧インターン制度といいますか、医師の研修制度が強固になり
まして、非常に医師がこの２年間大学病院から出てこないというような事態に今陥っておろうと、このように思ってお
ります。
　そういう中での物事の判断をしなくてはいけないと、このように思っておりますが、そういう中で優秀な医師を確保
するというのは前段でありますけれども、今のこの中の、今おられる医師が地域とのいろいろな問題があって、それを
地域からパージをするということ自身が単純にいいかどうかというと、非常にこれは重要な問題になってくるんではな
かろうかと思います。その辺のところは地域と医師との関係を十分に判断をしてやっていきたいと思いますし、今の現
段階では、先ほども大竹議員からのご質問も受けた段階でありますけれども、いわゆる西予市内の医療の総合的な関連
をまだやっておりませんので、それができた上における医師の異動っていうのはあり得るんだとは思いますが、現段階
ではまだそこまで考えていないというのが現状であります。
　以上です。
○１７番酒井宇之吉君　診療所の医師に欠員ができた場合には、市立病院の方から一時的にでも派遣していただけるよ
うな考え方は、やはりその中ではおありでございましょうか。
○三好市長　再質問についてお答えします。
　今ほど言いましたように、市立宇和病院、野村病院とも医師不足に陥っております。今の段階では、医師不足であり
まして、考え方によっては同じ医療をした場合でも、年間のいわゆる診療報酬が減になるというような状態に陥ってお
る段階でございまして、今のそのことはなかなか難しい、現状では難しい。あと二年、３年後に一生懸命努力をして、
そういう体制をとらせていただきたい、そのような考えにおります。
　以上でございます。
○議長　次に、議案第４１号に対する質疑を行います。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長　以上で質疑を終結といたします。
　ただいま議題となっております議案２１件につきましては、お手元に配付いたしております各常任委員会付託表のと
おり、各常任委員会に付託いたします。
　　（日程２）
○議長　次に、請願第１号「西予市の工事に関する政治倫理条例制定を求める請願書」から陳情第４号「義務教育費国
庫負担制度の堅持に関する意見書の提出について」までを５件を一括議題といたします。
　この請願、陳情については、お手元に配付いたしております請願、陳情文書表のとおり、各常任委員会に付託いたし
ます。
　各常任委員会においては、各議案並びに請願、陳情については十分に審査を行い、最終日の本会議において、委員会
の審査の経過と結果について各常任委員長の報告を求めることといたします。
　以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
　本日はこれにて散会いたします。
　次回は明日６月２５日午前１０時より一般質問を行います。
　　散会　午後１時４９分
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　　　　　　　 平成１６年第１回西予市議会定例会会議録（第３号）
１．招 集 年 月 日　　平成１６年６月２５日
１．招 集 の 場 所　　西予市議会議場
１．開　　　　　議　　平成１６年６月２５日　午前１０時００分
１．散　　　　　会　　平成１６月６日２５日　午後　２時５５分
１．出　席　議　員
　　　　１番　　田　中　　　剛　　　　　　　　　２番　　松　山　　　清
　　　　３番　　宇都宮　明　宏　　　　　　　　　４番　　松　島　義　幸
　　　　５番　　元　親　孝　志　　　　　　　　　６番　　嶋　川　武　文
　　　　７番　　沖　野　健　三　　　　　　　　　８番　　森　川　一　義
　　　　９番　　亀　井　秀　男　　　　　　　　１０番　　名　本　修　三
　　　１１番　　河　野　作　生　　　　　　　　１２番　　藤　井　朝　廣
　　　１３番　　浅　野　泰　義　　　　　　　　１４番　　浅　野　忠　昭
　　　１５番　　三　好　幸　夫　　　　　　　　１６番　　岡　山　清　秋
　　　１７番　　酒　井　宇之吉　　　　　　　　１８番　　兵　頭　　　勇
　　　１９番　　山　本　英　男　　　　　　　　２０番　　山　本　昭　義
　　　２１番　　梅　川　光　俊　　　　　　　　２２番　　鍵　原　芳　和
　　　２３番　　菊　地　ミスギ　　　　　　　　２４番　　宇都宮　二　朗
　　　２５番　　岡　田　周　三　　　　　　　　２６番　　山　本　安　男
　　　２７番　　平　野　武　男　　　　　　　　２８番　　大　竹　忠　盛
　　　２９番　　二　宮　　　元　　　　　　　　３０番　　坂　本　隆　重
　　　３１番　　浅　野　豊　重
１．欠　席　議　員
　　　　な　　し
１．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名
　　　市　　　　　長　　三　好　幹　二　　　　　助　　　　　役　　別　宮　　　靜
　　　収　　入　　役　　三　好　藤　冶　　　　　教　　育　　長　　二　宮　宇　明
　　　総務企画部長　　  森　　　英　二　　　　　建　設　部　長　　安　藤　芳　夫
　　　産　業　部　長　　大　森　俊　彦　　　　　生活福祉部長　  　松　本　正　志
　　　教　育　部　長　　河　野　豊　昭　　　　　明浜総合支所長　　小　玉　岩　康
　　　野村総合支所長　　森　　　一　夫　　　　　城川総合支所長　　九　鬼　則　夫
　　　三瓶総合支所長　　山　本　正　男　　　　　病院総括事務長　　上　甲　福　重
　　　消防本部消防長　　荒　井　安　憲　　　　　総　務　課　長　　炭　倉　貞　明
　　　財　政　課　長　　清　水　忠　夫　　　　　企画調整課長　　  清　水　享　司
１．本会議に職務のため出席した者の職氏名  
　　　事　務　局　長　　吉　良　孝　一　　　　　議　事　係　長　　井　上　千　浪
１．議　事　日　程　　  別紙のとおり
１．会議に付した事件　　別紙のとおり
１．会 議 の 経 過　　  別紙のとおり

議　　事　　日　　程
　　１　一般質問

本日の会議に付した事件
　　１　一般質問

　　開議　午前１０時００分
○議長　皆さん、おはようございます。
　ただいまの出席議員は３１名であります。これより本日の会議を開きます。
　本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりであります。
　　（日程１）
○議長　これより一般質問を行います。
　通告順に質問を許可いたします。
○５番元親孝志君　皆さん、おはようございます。
　ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告をいたしております３点につきまして理事者の所信をお伺
いしたいと思います。
　初めに、１点お断りをいたしておきたいと思いますが、昨日この本会議場で活発な質疑応答がございまして、今から
質問することが多少重複する点があろうと思いますが、ご理解をいただきたいと思います。
　それでは初めに、三位一体の改革で西予市の行財政運営に今後どのような影響があるのかお伺いをしたいと思いま
す。
　平成の大合併につきましては、今なぜ合併しなければならないのかという住民の問いに対しまして、自治体はいろい
ろな理由を上げてこられました。しかし、合併の真の目的とは、紛れもなく２つの大きな理由があったと思います。１
つは、バブル経済がはじけて国の財政運営がどうにもならなくなっているため、財政支出を大幅に削減する必要が生じ
ていること、２つ目は、日本の経済規模が余りにも肥大化し過ぎて、中央集権国家としての中央政府が既に機能しなく
なっているということであります。すなわち、ないそでは振れないということと、地方分権、つまり大きな政府から小
さな政府を目指すという権限の放棄であります。明治に廃藩置県を行って以来、時代は再び廃県置藩を目指そうという
わけであります。当然、市町村合併の先には都道府県の合併がなければつじつまが合いません。
　地方分権の重要性については、今さら言う必要はありません。全国どこに行っても画一化されたまちづくりから、地
域の歴史、文化、風土を生かした個性あるまちづくりに将来変えていかなければなりません。はしの上げおろしまで
県、国が関与する時代は終わりました。地方の自立によって、当然やっていかなければならない課題であります。
　しかし、これら一連の改革は余りにも唐突過ぎて、しかも十分な説明もないままに改革だけが進んでいるような気が
いたします。少なくとも合併議論の中では、今後１０年間は何とか現状を維持できるという説明であったように記憶を
いたしております。しかし、新市の当初予算はとてもそのような雰囲気ではありません。ここに至って、三位一体の改
革で約束がほごにされたような印象を受けます。三位一体の改革で西予市は真の分権社会が本当につくれるのか、以下
の点について質問をいたします。
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　まず１点目として、国庫補助負担金の削減規模、本年度２兆９，０００億円に対して税源移譲の規模は６，５００億
円では、当然財政が厳しくなるのは当たり前でありますが、西予市の影響はどうなのか、お伺いをいたします。
　２点目として、税源移譲への転換、これは税収の多い都会にこそ有利であって、西予市のような税収の少ない自治体
にとっては、将来大幅な財源不足に陥るのではないかと心配をいたしますが、その点はどうなのか、お伺いをいたしま
す。
　３点目として、公共事業に係る国庫補助負担金の改革については、事業量が削減されただけで、税源移譲につながっ
ていないと思われますが、今後予定をいたしております新市建設計画等は予定どおり実行できるのかどうか、お伺いを
いたします。
　４点目として、行財政改革上、職員給与のより一層の適正化、定員管理の適正化、第三セクターの民間委託等の推進
等、早急な検討が必要になってくると思われますが、この点についてどのように考えておられるのか、お伺いをいたし
ます。
　最後に、合併後、特に市民の方から将来に対する不安、不満を聞きます。一連の政策転換については早い段階で市民
に説明する必要があると思われますが、行政の説明責任についてどのように考えておられるのか、お伺いをいたしま
す。
　次に、新しい西予市の産業の育成について、理事者の所信をお伺いいたします。
　長引く景気低迷に伴い、国内の産業形態が以前とは全くさま変わりしてまいりました。地方においては、公共事業の
大幅な削減に伴い、地域経済に大きな陰りが出始めております。急激な構造改革は、受け皿を検討することなく政策転
換が断行され、余剰人員の再就職が懸念をされます。また、行政が競って進めてこられました企業誘致につきまして
も、経営の合理化を理由に撤退あるいは閉鎖が起こっております。一方、都会においても、産業の空洞化、あるいは長
引くデフレ経済から、終身雇用の見直し、年功序列の廃止、正社員からパート社員へ切りかえが積極的に行われており
ます。
　その結果、フリーターと呼ばれる若者が５００万人に達し、１０年後には１，０００万人のフリーター社会が到来す
るとさえ言われております。大学を卒業しても２人に１人がフリーターでは、何のための教育なのか、教育の意義、目
的が問われます。当然、アルバイト社員では年金、医療・介護保険等の社会保障の負担ができません。国の根幹が揺ら
いでおるわけであります。バブル経済が崩壊するまでは、都会は若者の受け皿でした。しかし、ここにきてその機能を
果たせなくなってまいりました。当然、地方での新しい雇用の創出が求められます。
　片や、日本の食糧の自給率は、カロリーベースで４０％、先進国で最低であることは今さら言うまでもありません。
特に、これから食の安全、安心、安定供給が求められます。高くても安心できる国内産の食糧が今後さらに求められて
まいります。
　今こそ地方が都会にかわって雇用の受け皿になる時代ではないかと考えます。幸いにして、西予市には変化に富んだ
豊かな自然があります。この貴重な地域資源を活用した雇用の創出こそ行政の喫緊の課題であると考えます。今の社会
を見渡してみて、６０％の市場が残っているのは農業分野だけであります。農業は、時として政治の道具にされまし
た。その結果、報われなかったことも事実であります。しかし、今の現実を見たときに、このままでいいはずはありま
せん。何もしないで、座して死を待つわけにもいきません。問題は価値観だと思います。経済一辺倒の時代から、これ
からは生きがい、やりがい、そして人間らしさを追求することで新しい地方の価値を見出すことができるのではないか
と思います。
　戦後、何もない社会に、雨後のタケノコのように全国に産業が興りました。しかし、これらがいずれも大きな転換期
を迎えております。是が非でも新産業を検討しなければ、田舎に未来はありません。時代は間違いなく地方に向かって
フォローの風が吹いております。時代の変化を逆手にとって、今こそ行政が本腰を入れて、農業を基盤とした都市との
交流こそが地域経済に活力を取り戻す方法だと思いますが、市長はどのように考えておられるのか、お伺いをいたしま
す。
　最後に、介護施設の将来像についてお伺いをいたします。
　２０００年４月にスタートしました介護保険制度もことしで４年目を迎えました。介護地獄から家庭を守る介護の社
会化という美名のもと、介護保険制度は時代を画す改革として大きな期待を担ってスタートいたしました。しかし、２
００５年には早くも介護保険制度の抜本的改革が予定をされております。既に介護保険財政が赤字となり、財政安定化
基金からの借り入れを受けた保険者、つまり自治体は、全国で全体の３割近くになっております。沖縄県に至っては９
割が赤字財政に陥っております。
　介護も年金も負担と給付のバランスをどう維持するかであります。どちらかがモラルハザードを起こせば制度は成り
立ちません。２００４年度の介護保険給付額は５兆５，０００億円の見込みでありますが、２０年後にはこれが１９兆
円になると厚生労働省は試算いたしております。少子化がさらに進む将来において、果たして次の世代がこれだけの負
担に耐えられるとは到底考えられません。数字から見て、この制度が近い将来必ず行き詰ることがだれの目からも明ら
かであります。
　そこで、２００５年度の抜本改革では、施設介護と在宅介護の格差を是正する名目で、施設利用者からホテル代を徴
収する案が検討されております。また、将来の介護報酬料の拡大に対しては、全国一律でなく、それぞれの自治体の裁
量に任されます。当然財政の厳しい自治体では報酬料が切り下げられ、施設、グループホームの経営が厳しくなり、利
用者負担にはね返ります。また、介護サービス利用者の自己負担額は、現在１割負担でありますが、これも見直しでは
恐らく２割が考えられます。同時に、被保険者の年齢引き下げもあり得ます。現在の４０歳以上第２号被保険者は、２
０歳以上に検討が既に始まっております。
　介護はまさに地獄であり、特別養護老人ホームの入所申込者は急増いたしております。しかし、制度は絶えず肥大化
し、将来必ず負担に耐えられなくなります。そろそろ施設介護のあり方を見直す時期ではないかと思います。現に、社
会保障のモデルとしてきた北欧の国々には、施設介護は１カ所もありませんでした。これからは、施設でも在宅でもな
い折衷型の小規模多機能サービス拠点、それぞれの地域に設けるべきだと思います。小規模多機能サービス拠点とは、
基本は在宅で、２４時間、３６５日安心して介護を受けられるように、訪問、通所、短期入所サービスを一体的、複合
的に提供できる拠点のことを意味します。
　２０１５年には団塊の世代が高齢化社会を迎えます。懸念されることは、このままでは、施設を幾らつくっても全体
をカバーすることは到底できません。また、施設があっても、利用者負担が増大して、低所得者層は施設から締め出さ
れる事態が発生いたします。負担と給付のバランスを考え、幅広く対応できる仕組みとして、在宅を基本とした小規模
多機能サービス拠点が理想であると私は思います。三瓶町にも、来年の計画として、５０床の施設建設計画が出ている
ようでありますが、これらのことを十分検討されて、持続可能な制度になるよういま一度再検討が必要ではないかと思
いますが、市長の所信をお伺いいたしたいと思います。
　以上で質問を終わります。
○三好市長　皆さん、どうもおはようございます。
　本日、通告で８人の議員の方々からご質問を受けるわけでございますけれども、西予市のあり方を問われる、いずれ
もすばらしい質問になろうかと、このように思っております。私どもの行政側も、真摯に受けとめて回答していきたい
と思いますので、またよろしくお願いいたします。
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　また、きょうは多くの傍聴の方が来ていただきました。ありがとうございます。ぜひ私どもの意見、質問、議論等を
見ていただきまして、西予市がこのような議会になるんだということをまた見ていただきたいと、このように思ってお
ります。
　また、きょうの回答の仕方でございますけれども、いわゆる市政にかかわることについては私の方が回答させていた
だきます。専門分野については部長の方に回答するということで今後進めさせていただいたらと思いますので、よろし
くお願いいたします。
　それでは、私の方から、まず元親議員の第２番目の将来の西予市の地場産業育成についてについてまず回答をさせて
いただいたらと、このように思います。
　全国の労働人口が６，６８８万人、就業者は６，３５４万人で、この半年間増加が続き、景気の回復の兆しが見えて
おりますが、完全失業者も３３５万人おりまして、完全失業者率が５％となっておるような現状でございます。全国の
フリーターも２００１年に４１７万人を数えており、今後増加するものと思われます。高校生のフリーター予備軍が１
２％もあるというようなことが言われておりますが、西予市の産業就業者数を見てみますと、平成２年においてを１０
０とすれば、現在第１次産業が６８．５％、第２次産業が７７．８％、第３次産業が１０９．１％となっております。
全体で８７．７％となっておりますが、この間の人口減少率が９％でございます。第１次、第２次産業の就業者が減少
していることは、西予市の地場産業が衰退している要因であると思われます。
　西予市の海抜ゼロから１，４００メーターの特性を生かした多品目産地づくりや特産品の開発は私の公約の一つであ
りまして、後継者の確保や雇用の場として、働く環境に努めていきたいと、このように考えております。西予市は、宇
和海の豊かな海、広大な農地と森林、そこに根づく商工業などの開発の素地はまだ十分あろうと、このように思ってお
ります。この地場産業の振興とともに、これを基礎とした付加価値づくりなどにより、産業の高度化、活性化を推進し
ていく所存であります。このためには、まず地区の産業雇用促進協議会や住宅産業連合会との連携を図りながら、行
政、農協、漁協、森林組合、商工会、学識経験者が一体となった、私の公約であります産業創造戦略会議を立ち上げて
いきたい、このように思っております。生活安定型産業への脱皮を目指した若者定住型の産業を創造したいという考え
でございますし、あといろいろなブランドづくり等々も考えていきたいと思っております。
　立ち上げに際しましては、議員の皆さんとともに十分検討、協議をいたしましてその立ち上げをしたいと、このよう
に考えておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。
○森総務企画部長　昨日の答弁と重複する点もあろうかと思いますが、元親議員質問の三位一体改革と西予市の財政へ
の影響についてお答えをさせていただきたいと思います。
　まず、国が「経済骨太の方針２００３」で唱えた三位一体改革の基本的理念は、地方が決定すべきことは地方みずか
らが決定し、地方自治の本来の姿を実現するためのものと、このように認識しておりましたが、ふたをあけてみます
と、三位はばらばらにしてそれを一刀両断に切り捨てる内容のものでありました。このことによりまして、各地方自治
体は平成１６年度予算編成で大幅な財源不足に直面をいたしまして、これでは予算編成ができないといった悲鳴に近い
声があらゆる方面から上がってまいりましたのはご案内のとおりでございます。西予市も当然この中に含まれる一つの
自治体であります。特に当市におきましては、合併協議会で調整された項目である、サービスは高いところに、負担は
少ないところに合わせました関係上、増減額と交付税の減額が重なり、予算編成には大変苦慮したのが実情でございま
す。
　さて、三位一体の改革でこれからの西予市の財政にどのような影響が懸念されるかということでありますが、まず本
年度の三位一体改革に伴う影響見込み額でございますが、国庫補助負担金の削減額１億４，９００万円、地方交付税と
臨時財政対策債の削減額が１１億７，３００万円、また税源移譲による所得譲与税７，９００万円の増額で、差し引き
１２億４，０００万円の影響となっております。そこで、今後もこのような改革内容が強いられますと、財政の硬直化
は一段と進み、住民サービスの水準を維持することはまず不可能になります。また、新規事業や投資的事業は先送りし
なければならなくなり、さらに各分野の単独事業におきましても、縮小あるいは廃止を前提とした見直しが必然的に要
求されるものと思っております。したがいまして、財政規模を縮小しない限り、数年度には財政破綻に陥ることは明白
であります。
　しかし、過日、麻生総務大臣から三位一体に係る朗報な書簡が届きましたので、その文面の一端をご紹介いたしま
す。
　「私は、皆さん方が平成１６年度の予算編成以来政府に対し不安や疑問に思っていることに答えるため、４月２６日
の経済財政諮問会議に私の考え、いわゆる麻生プランを提案いたしました。この提案を受けて、先般「経済骨太の方針
２００４」を閣議決定いたしました。私が意を用いたポイントは、次のとおりです。まず、来年度の地方財源総額につ
いてです。今年度当初予算において、地方交付税などの総額が減少し、予算編成にご苦労をかけました。当然危機的状
態にある地方財政を健全化するため、今後とも歳出の見直しは必要です。しかし、来年度にあっては、地方団体が安定
的に財政運営ができるよう、必要な一般財源の総額を確保することを明記しました。次に、税源移譲についてです。今
年度は、国庫補助金の廃止額約１兆円に対し、一般財源化の額約４，５００億円が少ないとのご批判がありました。そ
のため、税源移譲はおおむね３兆円規模を目指すと明記しました」と、このような内容の書簡が６月１１日付で届いて
おります。
　これを見聞する限りでは、来年度以降の三位一体の施策は期待が持てるものと思っております。しかし、三位一体上
の問題はクリアできたとしても、当市の本質的な財政上の問題が残っておりますので、昨日の市長の施政方針どおり、
抜本的な行財政改革を進め、健全財政を構築していかねばなりません。どうかお力添えを賜りますようお願い申し上げ
まして、答弁とさせていただきます。
○松本生活福祉部長　それでは、３点目の介護施設建設のあり方についてでありますが、介護保険制度につきましては
何点かのご意見がおありで、ご質問では、今後の施設介護のあり方について検討する必要があるのでないか、さらには
グループホームの建設の認可について制限はないのかとのことであったと思います。
　ご指摘のように、平成１２年度に施行されました介護保険制度も５年目を迎え、第２期の介護保険事業計画の推進中
であります。施設介護と在宅介護の費用につきましては、利用の選択によって格差が生じてきたため、昨年は制度の一
部見直しがなされたところであります。ご承知のとおり、この制度は当初から５年ごとに見直すことになっており、今
後もいろいろな項目について見直しがなされることになるものと考えております。
　このような状況の中、施設の中でも少人数を対象とした痴呆対応型共同生活グループ、いわゆるグループホームのこ
とでありますが、の建設が著しく進展しておりますことはご承知のとおりであります。平成１６年４月現在での愛媛県
の施設数は、１２４施設が登録されているようであります。西予市内では、三瓶地区１、宇和地区３、野村地区１、そ
して今年度内に２つの施設の申請希望があると伺っております。
　グループホームは在宅サービスに位置づけられ、利用対象者はおおむね６５歳以上の要介護者で安定期にある痴呆状
態の方が入所されるところであります。ご質問では、グループホーム建設の認可について制限はないかとのことであり
ますが、事業所として指定を受ける場合は、介護保険制度上法人であること、人員の基準を満たすこと、設備、運営基
準に従うこと等とされております。さらに、指定申請に当たっては、介護保険法施行規則に定める申請書を県知事あて
に提出することと、知事は市町村長に意見を求めること、知事は市町村長の意見を踏まえ、設備状況等実地確認し、指
定の有無を決定することとされております。したがいまして、指定の基準を満たしており、市町村長が問題なしと判断
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すれば認可され、制限はないものと考えられます。
　しかしながら、グループホームは、事業形態が小規模であり、多様な法人主体による参入が可能であり、事業所数は
急増しております。他県では、このような状況にかんがみ、事業所数を制限しているところもあるようですが、愛媛県
では制限はなく、前に申し上げました要件を満たしておれば認可され、指定を行っておるようであります。密室性が高
く、利用者保護の体制整備が現在グループホームに強く求められているところであり、市といたしましても、事業者が
申請前に行います事前協議や実施方法を十分見きわめ、事業を行うに適正な法人かどうか留意していきたいと、このよ
うに考えております。
　以上、ご答弁とさせていただきます。
○三好市長　元親議員の質問の中で、今まで答えてない何点かについてご質問に答えていきたいと思います。
　新市建設計画の今後のあり方について問われたかと、このように思っておりますが、今三位一体の改革で急激に新市
の財政状況、歳入状況が悪くなってまいりました。１２億４，０００万円減という、今年度の予算の中にその影響を出
しておりますけれども、この新市の、いわゆるまちづくり計画の中の新市建設計画、新市まちづくり計画でございます
が、その中の財政計画、平成１６年から平成２５年の１０年間の計画をつくっておりますけれども、当初の中の計画
で、平成１６年の段階でも、いわゆる交付税が１１７億円入る予定で財政計画をつくっておりました。実際１０５億円
ぐらいの計上でことしなっておりますので、これでもう１２億円減というような状況になるわけでありますから、当然
ながらこの新市のまちづくり計画は、ある程度の、そのまちづくり計画の中の財政計画は見直しをしなくてはならない
というような考えでおります。とりあえず総合計画もつくるということでありますので、その新市の総合計画の中にそ
れを反映していったらと、このような考えも持っております。
　それから、第三セクターのあり方についても問われたかと、このように思いますが、その前段で、合併協におきまし
ては、新市にその第三セクターからの負債を持ち込まないということの確認がされておりまして、現段階では全部負債
がないという段階で第三セクターが持ってこられております。またもう一つは、民間から有能な方を登用するというこ
とが確認されておると、このように思っております。
　そういう合併協の確認事項を受けて、私としては、今７つの第三セクターがあるわけでございますけれども、いわゆ
る社長あるいは取締役に民間の有能な方を登用していきたいという考えで、現実的には、城川のエフシーあるいは産業
開発公社等には民間の優秀な方を社長にさせていただきました。また、取締役にも民間の方を入れるということで、ど
んぶり館、あるいは今後明浜のシーサイドパークのとこについてもそのような考えでおりますし、今後予定されており
ます城川の保養施設についても、これも第三セクターに任せていったらと、このような考えにおりますし、また乙亥ド
ームにつきましても、商工会を中心とする団体にこれを任せていきたいと、収益部分は任せていきたいし、また三瓶の
朝屋の海の家の関係等々についてもそのような考えに進めさせていただいたらと、このように思っております。
　しかしながら、赤字体質があるわけでございますから、この赤字体質をやはり脱却するような経営状態を持っていく
というのが大事でありまして、一般会計から繰り入れをなるべく減らせるような体質改善をしていかなくてはならない
と、このように思っております。
　それともう一点、今度介護保険の関係でございますけれども、先ほどの言葉の中に小規模多機能型の問題が出てまい
りましたけれども、私も自分の考えと全く一致するものでございまして、これは後ほどの議員の質問にも詳しく回答さ
せていただきますけれども、同意見でありまして、積極的に進めていきたいと、このように思っております。
　以上でございます。
○５番元親孝志君　大変丁寧なる答弁をいただきまして、ありがとうございました。
　私、通告と今ほどの一般質問の表現の仕方が若干違っておりまして、大変ご迷惑かけましたことをおわび申し上げた
いと思います。
　今回の質問の中で、今回西予市の当初予算案を作成するに当たりましては、市長も大変ご苦労があったということを
我々認めるわけでございますが、この中で、財政は厳しかろうと思いますが、しかしこの西予市というものを守ってい
く上で、自治組織活動に関しては、私は将来においても寛大なる措置が必要ではないかなというふうに思っておりま
す。自治活動といいますと、例えば西予市消防団もあります、青年団もあります、婦人会もあります。そして、野村町
の場合でありますと、総合支所の下に各支所があるわけであります。
　この中で、特に私各支所について１つだけお願いをしたいと思いますが、この公民館につきましては、５町の中で多
少取り扱いの差がありますので扱いが難しいと思いますが、野村町の例で申し上げますと、野村町は本庁の下に旧村単
位で各支所がございます。そして、当然職員も派遣をしていただいておるわけでございますが、今の合併後のこの厳し
い財政事情、そしてまた行政の効率という問題を考えたときに、近い将来総合支所方式から本庁方式に移行するであろ
うということは間違いないわけでありますが、そうなった場合に、我々は総合支所がなくなれば、さらに旧村単位の支
所というものの役割が重要になってまいります。財政上の問題もあろうと思いますが、ぜひとも総合支所が廃止になれ
ばさらに各支所を強化していただきまして、我々の地域住民の安心のよりどころであります公民館、総合支所の維持確
保に努めていただきたいというふうに思うわけでございますが、市長の考えをお伺いしたいと思います。
○三好市長　元親議員のご質問にお答えしたいと思います。
　自治組織の、いわゆる活動の寛大な措置ということでございますけれども、私も自治会組織は非常に重要なもんだ
と、このように思っとります。いわゆるこの地方行政をつかさどるときに一番大事なのは、この議会の活動を重きに置
いて、それとともに地域の自治組織の活動をやはり大事にしていく、さらに今回設立いたします地域審議会、その３つ
を重要視しながら、私どもの意思決定の中の大事な３組織であるという認識をもって進めさせていただいたらと、この
ように思っております。
　さらに、今ほど言われました、いわゆる野村の各支所のあり方についてでございますけれども、これは非常に、今後
の本庁方式へ移行する段階での問題だと、このように思いますが、現段階で、この本庁方式のいく段階、どういう方式
をやっていくかということについてはまだ白紙の段階でございまして、その段階に来たときに、議員の皆様あるいは市
民の皆さんから成る組織で十分検討をさせていただいたらと、このように思っとります。
　以上でございます。
○５番元親孝志君　それでは、もう一点だけ再質問させていただきたいと思いますが、２番、３番も関連がありますの
で一緒に質問させていただきますが、今回の質問の中で、産業基盤を充実してほしいという質問と介護保険の問題を質
問をさせていただいたわけでございますが、私周辺地域を見たときに、今住民が何が一番不安かということを見たとき
に、今の社会の中に将来につながる仕組みが今途絶えておるということにあると思います。というのは、かってはどこ
の家庭でも、じいちゃん、ばあちゃん、そしてお孫さんまで、大半の家庭が３世代であったと思います。しかし、今地
域を見たときに、その３世代が同居している世帯というのは、恐らく１割強ぐらいではないかなというふうに思ってお
るわけです。それはなぜかというと、その地域に後継者が残れる仕組みがないということがあって、後継者がいない
と。そして、今はその各家庭にお孫さんのいない家庭が９割近くなっておるというふうな状況にあるわけです。これで
は、地域の自治を考えていく上で、将来の話がもう全くできません。ですから、どうしても緊急に、やはりこういった
後継者が残れる地域づくりというものはもう行政の最大の課題であるというふうに思っております。行政が住民のニー
ズにこたえていくという姿勢であれば、私はまず、何をさておいてもこの問題を検討していただかなければいけないん
ではないかなというふうに思っておるわけでございますが、先ほど市長の答弁でも、積極的にそういう姿勢でおられる
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ことを聞きまして安心をいたしておるわけでございますが、さらに重点課題として取り組んでいただきたいというふう
に思っております。
　そして、これを産業育成をしていく上で、私は介護という問題がある意味でこの役割を果たすんではないかなという
ふうに思っております。先ほど言いました小規模多機能サービス拠点というものを考えたときに、今仮に、例えば特老
１つを建設するとすれば、５０床で約１０億円の予算計上が必要だと思います。しかし、小規模多機能サービス拠点で
あれば、５，０００万円で１０床確保すればそれぞれの地域賄っていくことができると思います。そうしますと、１０
億円の予算を考えたら、２０カ所にその施設をつくることができる。そして、なおかつ２００人の受け入れができると
いうことになれば、効率面もええ。そしてまた、それを維持していくのが、介護保険制度に全面的に依存するのではな
くて、やはりそれぞれの地域の人たちの力によってＮＰＯ等々を創設していけば、介護保険の利用も従来の３分の１、
５分の１以下で私は済むんではないかなというふうに思います。そしてまた、同時にそのことが地域の雇用の受け皿に
なるというふうに思っております。
　私の希望では、各旧村単位ぐらいに１０人程度がやはり入れるだけの施設、５，０００万円もあれば十分立派なもの
が建つと思いますが、そういったものを全体に満遍なく配置することによって、地域の安心と、なおかつそういった産
業の雇用の受け皿にもなるんではないかなというふうに思っておりますので、今回の、地方でできることは地方でやれ
と、地方の自由な裁量があるわけでございますから、やはり西予市方式で、ひとつ新しい取り組みをぜひとも検討をし
ていただきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
○三好市長　今の質問について回答を求められたかどうか、ちょっとはっきりわからんとこありますけれども、私の考
え方を言わさせていただきます。
　いわゆる定住環境と雇用ということで３世代のことを考えたときに、その問題だと思っておりますけれども、やはり
定住環境をつくるための雇用っていうのは私は大事だと思っております。この西予市の状況を見ても、３０分区域内に
いわゆる企業の誘致等と、あるいは新しい産業をつくって、その通勤範囲であれば十分定住できる環境はできると、こ
のように思っております。そういうことで、新しい産業の創造等あるいは企業の誘致等々も一生懸命進めていきたい
と、このように思っております。
　それから、先ほども話しましたけれども、小規模多機能については私も同意見でございまして、これはステーション
があってサテライトがあるという方式でございますから、しっかりしたステーションがあるということが前提になろう
かと思います。その方式の中で、サテライトとして小規模多機能が存在するという私は考えでございますから、そうい
う中でその小規模多機能型の創設をしていくということを考えていきたいと、このように思いますし、またそこで発生
する、１カ所について５人程度の雇用も地域における重要な雇用の場となろうかと、このように思っておりますので、
ぜひとも一緒にともども考えていただいたらと、このように思っております。
　以上でございます。
○２８番大竹忠盛君　西予市初の定例議会におきまして一般質問の機会をいただきましたので、今回は女性政策室の設
置、新たな産業おこし、地域福祉の支援策の３点について市長の所見をお伺いをいたしたいと思います。
　まず初めに、女性政策室の設置についてお伺いをいたします。
　三好新市長が誕生し１カ月余り、慌しく、多忙な毎日であり、とても新市の総合的なまちづくりまで思いがわかない
ことは十分承知をいたしておりますが、市長が立候補されるに当たり公約をされていました政策でもありますので、改
めまして公約実現のために市長の所見を伺いたいのであります。
　過日、西予市の三役人事も整い、いよいよ三好市政が船出をしたと言えましょう。市長は、就任と同時に各種公職に
積極的な女性の参画を求められ、とりわけ今回議会推薦の農業委員でも５名の委員のうち４名が女性であります。市長
の公約実現に向けて着実にその成果をおさめられていることは十分評価するものであります。
　女性の地位向上のために平成１１年に男女共同参画社会基本法が制定され、各自治体はもとより、民間でも女性の社
会進出が進んできつつあるとはいえ、まだまだ多くの課題も残されています。男女平等は人権問題でもあり、女性の人
格、個性、知識などを一市民として対等に認め合い、男女が協力して共生し、住みよく明るい社会をつくるという意識
改革が求められるのであります。特に女性は細やかなことに気づかれる洞察力や豊かな感性があります。女性は社会の
多数派でもありながら、地方自治体に女性の意見が十分に反映されていないのが実情であります。
　そこで、市長が公約をされていました女性政策室はぜひとも必要だと思うのであります。女性政策室の設置は、女性
の暮らしや社会活動に密着した生の声を聞き、市政への関心を高めていただくことが男女共生時代を築く布石になると
思うのであります。今日の地方行政の大切な視点の一つに、市民がどんな暮らしを望んでいるのか、何を市政に期待し
ているのか、見方によっては、女性は男性よりも得意な分野であるとも言えます。今市政が抱えている福祉、介護、教
育、環境など山積しているさまざまな課題は、いずれも暮らしの現場に立つ女性のかかわりの深い問題とも言えます。
女性政策室は、これら男女共生社会の創造や女性の政策決定参加のアプローチとして大変意義深いものであり、さらに
は女性が働きやすく活動しやすい環境づくりを支援していくことに結びつくものであります。以上の観点から見ても、
女性政策室の早期実現は大変重要であり、公約実現に向けての市長の所見をお伺いをいたします。
　次に、産業戦略会議を創造し、新しい産業の創出を目指す考え方について市長の所見を伺います。
　地方分権時代を迎え、みずからのことはみずからが律する体制が要求される地方自治のあり方は、想像と知恵をめぐ
らし、地域社会活性化のために何をなすべきか、みずからの手と頭で対策を講じなければならない時代に来たと言えま
す。
　平成１６年度予算を見ても、一般会計、特別会計、公営企業会計ともに財政運営状況は極めて厳しい内容であると言
わざるを得ません。このままでは、新たな町おこしの財源にも乏しく、西予市民が合併をして本当によかったという方
向にはなかなかならないのではないかと危惧するものであります。そのためには、思い切った財政改革、行政のスリム
化も必要であります。一方、新たな発想による思い切った町おこしを求められているとも言えます。
　そこで、市長は新しい産業創造のため産業戦略会議の創設をとの考えでありますが、私は同時に、仮称ではあります
けれども、産業おこし対策室を設置をしてはどうかと思うのであります。どんぶり館があのように大成功をおさめてい
る要因の一つには、この西予の豊かな産物があったからだと思うのであります。我が西予市には、海あり、里あり、山
あり、実に変化に富んだ大自然に恵まれた田舎の価値観があります。この豊かな自然を生かした産業おこしは、西予市
の将来発展のためにも実に大切な視点であると言わざるを得ません。
　しかしながら、さまざまな課題もあり、産業おこしのためには、もちろん漁業、農業、林業、商業に携わる方々の協
力も必要でしょう。一方、行・産・学の一体的な結びつきも求められるのであります。新たな産業を興すためには、大
きなエネルギー、それに携わる人々の情熱、意欲も必要であります。産業戦略会議を支えていくにはそれなりのスタッ
フが必要であろうと思うのであります。行政改革も必要でありますが、削るべきところ、強化すべき部署、これも分権
時代に対応するために必要だと思うのであります。これら総合的な見地から対策室の設置を望むものであります。
　最後に、地域福祉の充実と支え合う地域福祉の支援策についてお尋ねをいたします。
　この質問につきましては、先ほど元親議員がご質問され、同じような内容になるかと思いますが、お許しをいただき
たいと思います。
　これからのまちづくりには、当然のことながら、利便性、快適性を図るため、健康で調和のとれた活力あるまちづく
りを進めることが住民参加のまちづくりを進めるための指標となるのではないかと思うのであります。これまでの地域
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福祉の支援策は、ややもすると与えられるものとの考え方も多く、これを受ける側もそのような傾向にあったのではな
いかと思われるのであります。福祉は、多額の費用がかかります。公的サービスだけでは限界があると思うのでありま
す。
　西予市の今年度の老人保健、介護保険予算は１００億円を超えております。これから増加の一途をたどると想定され
ている福祉予算を補うための施策としては、みんなで互いに助け合う苦労、サービスを受けながら自立して心豊かな老
後を送る互助の心も必要な時代になってきたと言えます。健康で、文化の薫り高い人間性あふれるまちづくりを目指す
ために、住民みずからが参加するという意識を高めていくことも大切であります。私は、これからの地域福祉のあり方
を考えるとき、行政と地域住民がともに支え合えるシステムづくりが大切な視点ではなかろうかと考えるのでありま
す。他人の痛みがわかり、思いやりのある心で支え合う地域福祉、受ける福祉から、みんなで考え、助け合う福祉、も
ちろん最小限の行政支援、これが互いに補完し合いながら進めていく地域福祉のあり方を求めていかなければならない
と思うのであります。
　そこで、私は、田之筋地区でまもなくスタートをします小規模多機能介護施設、安心の家と呼んでおりますが、この
安心の家がこれからの地域福祉のモデルになるべきであろうと考えています。この施設は、国・県の助成もあるようで
すし、先ほども質問がありましたが、五、六名の雇用も生まれます。しかし、この施設は、地域で支えていくボランテ
ィア組織も必要であります。田之筋の安心の家は、地区の中心にあります民家を借り、少し改造して活用する実に合理
的な施設であります。何と申しましても、地域での介護施設は、お互いに顔見知りのスタッフも多く、「ばあちゃん、
元気かな」といって気軽に手伝いができる地域のボランティアの参加で支え合いながらスタートしようといたしていま
す。
　田之筋地区は、高速道路が開通しましたが、左右を山に囲まれた細長い地区であります。安心の家を支えるボランテ
ィアの募集をされましたところ、参加希望者は５０名を超えました。さきに行われましたボランティアの方々を対象と
した研修会でも、３０名余りの方が参加され、熱心に研究をされていました。参加者を見ましても、介護の要資格者、
食事づくりの得意な方など、実に多彩な顔ぶれでありました。この方たちは、少なくともこれからの地域福祉のあり方
をともに考え、支援していただける方々であります。この安心の家は、まさに行と民がともに支え合う地域福祉の原点
になるであろうと考えるものであります。そこで、行政も、西予市のモデルとなられるようにしっかりと支援願いたい
のであります。と同時に、計画的に各地にこの安心の家が広まることを期待し、一般質問を終わります。ありがとうご
ざいました。
○三好市長　大竹議員の質問についてお答えいたします。
　これは、いずれも私の公約と関係いたしますので、私の方から３点回答をさせていただいたらと、このように思って
おります。
　まず、第１番目の男女共同参画型社会の推進と女性政策室の設置についてでありますけれども、この男女共同参画と
は、男女平等等の実現を当然の前提とした上で、さらに性別による固定的、差別的な役割分担意識の解消が図られると
ともに、男女が真に対等なパートナーとして、社会のあらゆる分野において、政策や方針の立案、決定過程に参加でき
るようになることを目指すものであります。
　１９７５年、昭和５０年でありますが、国際女子年からの男女共同参画の歩みを見ますと、我が国においては、国内
行動計画の策定、育児休業法や男女雇用機会均等法の整備などにより、女性の地位向上と社会参加の促進、従来の固定
的な差別の払拭や制度の見直しを行い、男女平等に向けた各種の法律や制度の整備が図られ、また愛媛県においても２
００２年、平成１４年でありますが、愛媛県男女共同参画推進条例が施行に至るまで、さまざまな施策が講じられてま
いりました。しかし、残念ながら性別による固定的、差別的な役割分担意識や、それに基づく慣行、性に起因する暴力
や不利益な取扱いは依然として根強く社会に残っているのが現状であります。昨今の少子・高齢化の急速な進展による
介護や福祉の問題など、社会環境の大きな変化を考えますと、豊かで活力のある社会を築いていくためには、一人一人
がともに尊重し合い、支え合う社会を実現することが重要かつ緊急の課題であると考えております。
　４月に発足しました新生西予市は、私が選挙期間中に申し上げましたとおり、皆さんとともに「西予思いっきり創
造」をスローガンに、老若男女を問わず、４万７，２１７人の市民一人一人が主体となって、自然と文化と人が輝く町
を演出し、将来に向かって夢と希望の持てるまちづくりを創造しなければなりません。西予市における男女共同参画の
実態は、まだまだその域を越えたものではありません。現在市に存在する委員会や審議会等における女性の登用は、組
織や旧町の独自の考え方も残っており、一概には言えませんけれども、各種の委員会等では約１２％、審議会では約２
６％程度が女性の登用であります。今後においては、女性登用率の目標を最低３０％以上に置いて、それぞれの組織の
中で、女性が活躍しやすく、豊かな感性を生かせる環境づくりに努めていきたいと考えています。
　そのために、これまでの慣例にとらわれることなく、女性の人権の尊重、男女共同参画への意識改革、意思決定の場
合の女性の参画拡大、家庭生活と仕事及び地域活動が両立する環境整備、労働の場における男女平等の確保など、西予
市における真の男女共同参画社会を構築していくために、新たな視点で女性政策のかなめとなる女性政策室を行政組織
の中に加えていきたいと考えております。どうか市民、企業、各団体におかれましては、今後一体となって、家庭や地
域、職場等における男女共同参画社会の実現に向け鋭意取り組んでいただきますよう、皆様のご理解とご協力をお願い
いたしたいと思います。
　続きまして、産業戦略会議を創設し、新しい産業の創造を目指す考えについてでありますけれども、この答弁につき
ましては、先ほどの元親議員と一部重複いたしますので、省略させていただきます。
　新しい課、産業おこし対策室の設置につきましては、今後の検討課題としたいと考えておりまして、議員の皆さんと
ともに協議して結論づけたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
　続いて、第３番目の地域福祉の充実と支え合う地域福祉の支援についてでありますけれども、この質問についても、
元親議員と一部重複いたしますけれども、回答をさせていただいたらと、このように思います。
　ご質問のとおり、本年９月１日に開設予定であります小規模多機能施設安心の家が、宇和町田之筋地区新城に新しく
誕生することになります。具体的に申しますと、宇和町社会福祉施設協会が運営いたします民家改修型の施設でありま
す。施設協会をいわゆるステーションとしまして、安心の家がサテライトの方式となります。田之筋地区高齢者を対象
に、介護保険対象のデイサービス１０人、介護保険外の宿泊サービスの定員２人を主なサービスとして事業を行うもの
であります。介護保険によるサービス給付に消極的な方、家に閉じこもりがちな方に対して、ニーズに合わせたサービ
スを住みなれた地域で安心して受けられるよう、地域ぐるみで高齢者の方々を支えることを基本としております。
　これからの福祉のあり方として、ご指摘のとおり、地域と行政が一体となり、高齢者の方の身近な場所でサービス提
供が必要であると考えています。地域福祉のモデルとしてスタートするわけでありますが、田之筋地区高齢者の方に喜
ばれる施設になるものと確信しております。私の公約の一つでありまして、将来的には各校区ごとに設置できれば理想
と考えておりますが、この点につきましては、地域の方々の要望、福祉関係者のご意見を賜って対処いたしたいと、こ
のように考えております。
　以上でございます。
○２８番大竹忠盛君　１点だけお伺いをいたしたいと思います。
　市長の前向きな答弁をいただき、特に委員会においては３０％以上というお答えもいただいたわけでありますが、
近々発足するであろう地域審議会、各町の、この審議会の構成についても、ぜひ市長の意見を取り入れていただきまし
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て、女性の方を多く審議委員として登用されるよう望むものでありますが、市長のお考えを改めてお聞きをいたしたい
と思います。
○三好市長　この地域審議会、やはり今後の西予市の意思決定の中に重要な役割を果たすものだと、このように思って
おります。これにつきましては、合併協議会の中でも地域審議会をやはり重要な位置づけとされてやられたわけであり
ますし、国の制度の中でも地域審議会っていうのが重要な位置づけをされた制度であります。その中で、やはり私が女
性のいわゆる声を反映する仕組みをつくっていきたいということの中で、やはり女性の声がその中で反映できればと、
このように思っております。ぜひとも、今ほど言いますように、３０％に近づけるような地域審議会の委員の構成がで
きればと、このように考えて進めていきたいと思います。
　以上です。
○議長　暫時休憩いたします。１１時２０分に再開いたします。（休憩　午前１１時０８分）
○議長　再開いたします（再開　午前１１時２０分）
○１番田中剛君　皆さん、おはようございます。１番田中剛、ただいま議長より指名を受けましたので、通告いたしま
した５点の質問をいたします。
　まず１点目に、選挙公約の実行についてお伺いいたします。
　三好市長は、選挙に当たって、「皆さんと一緒に西予思いっきり創造」をスローガンに、私の目指すものとし、「５
つの町の魅力を引き出し、大きな一つの力にかえます」、「それぞれの人が喜び、それぞれの地域が輝き、みんなが納
得する町を創造します」と市民に訴えてこられ、１２の施策を公約に掲げて当選されました。選挙公約は、勝つための
手段として並べたものでなく、当選後は全力を尽くして公約を実行すると有権者と契約を結んだものであり、単なるス
ローガンではありません。今有権者は、市長がどんな手法で公約を実行するか、期待をして見守っているところであり
ます。市長就任後、最初の定例議会でありますので、主要な公約について具体的な説明をお聞かせください。
　次に、２点目に税金の収納率向上と滞納者への対応についてお伺いいたします。
　地方自治は、住民の主権に基づいて分担し、代表者は創意と工夫によって住民の福祉向上のために政治を行う仕組み
となっており、住民の分担、納税が地方自治を支える根幹となっております。したがって、課税に当たっては、法律、
条例に基づいて、法の下の平等に従い、租税公平主義を貫き、応能原則によって納税者の能力に応じたものでなければ
なりません。こうして、厳格に、公正に課税されたものでありながら、一部納税者の理解が得られないまま、毎年のよ
うに滞納繰り越しが行われ、結果的には完納者との負担の公正均衡を阻害することになっているので、滞納処分につい
ては厳しい姿勢で取り組み、厳正な措置をとることは言うまでもありません。
　租税は、市内の公共施設や公共的サービス、福祉の充実など、市民生活の基盤を整備する費用として公正に分担しよ
うとするもので、これが地方自治の原点でもあります。新市発足直後の今、納税者には納税の義務観念、自治意識を喚
起して、公共心を盛り上げ、執行者は一度課税した税金は時間をかけても納めてもらうという強い姿勢で、公平な負担
で公平な受益を図る気概を持って対応すべきと考えます。
　収納率においては、城川町が平成２年度から平成１１年度まで１０年間収納率１００％を維持されましたが、これは
町民の納税意識の高さはもとより、納付回数の細分化が町民に受け入れられたようであります。西予市では、市県民
税、固定資産税が４期、国保税が９期となっていますが、城川町では町民税、固定資産税、国保税すべて９期とし、納
めやすくしてあったようです。収納率向上のためには、納税者の理解、納期の細分化や広報活動などの措置が必要であ
りますが、どのようにお考えかお伺いいたします。
　次に、滞納者への対応でありますが、賦課された税金は、納税すべき事由、担税があるから賦課されたのであり、そ
れを納めないからといって放置しておくことは、市財政ばかりでなく、負担公平の見地からも許されないことでありま
す。住民に対して滞納処分をすることは情において忍びないものがありますが、地方税法での滞納処分の停止要件にあ
る、１、財産がないとき、２、その生活を著しく急迫させるおそれがあるとき、３、財産が不明なときの３要件を遵守
し、悪質と思われるものに対しては断固滞納処分をするということについてはいかがお考えか、お伺いいたします。
　３点目に、職員の職務専念の義務についてお伺いいたします。
　地方公務員法第３０条によると、すべての職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行に
当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならないと服務の根本基準を定めております。これは、地方公共団体の
行政は住民全体から信託を受けたものであって、この信託に基づく政策を実施するため職員が雇用され、その職務の遂
行に当たっては、住民全体に奉仕することは当然の責務であると考えます。
　しかし、本当に全体に対する奉仕観念が旺盛とは言えない者も見られ、一部の奉仕観念の希薄から、これが全体に悪
影響を与えるようなことがあってはなりません。任命権者はもとより、職員を監督する管理職にあっては、常日ごろ厳
正な姿勢で、職員全体がサービス精神に徹し、全体として能率が向上するよう指導、監督されるべきですが、厳正、公
平な人事管理が行われているのでしょうか。市長は、現在の職員の服務、勤務の専念状況についてどのような認識を持
っておられるのか、お聞かせください。
　４点目に、職員の勤務成績の評定についてお伺いいたします。
　地方公務員は、全体の奉仕者として職務に専念するためには、その勤務の実績が正しく評価され、その結果に基づい
て身分の取り扱いがなされ、勤務成績が評定されることによって職員の士気を高め、公務能率の増進につながると考え
ます。地方公務員法第４０条によると、任命権者は、職員の執務について定期的に勤務成績の評定を行い、その評定の
結果に応じた措置を講じなければならないと定めてありますが、本市の場合どのように実施されるのでしょうか。
　最近は、どこの市町村でも職員の採用は競争率が高く、優秀な人材が登用されていますが、一たん採用されると退職
まで試験はなく、無風状態になり、勤務年数や年功序列での昇任が行われているようです。民間企業では、厳しい人事
管理のもとで昇任が行われ、切磋琢磨の職場環境に置かれ、自分たちが能率を上げないと会社がつぶれるという意識が
強いが、公務員には倒産意識がなく、相変わらず従来からの慣習を受け継ぎ、同じやり方で同じことを行い、マンネリ
化の改善の跡は感じられません。
　勤務成績の評定は、公務能率を向上させるために、勤務成績が良好であるかどうか、職務に必要な能力、資質を備え
ているかを判定し、職員の人格や人間としての価値判断を行うものではありません。この勤務評定は、毎年１回以上、
上司が部下職員の執務について評価し、この評価の結果が昇給や勤務手当の成績率の査定、昇格に活用され、毎年継続
的に実施されることによって、その集積と分析の結果は貴重な人事記録となり、職員にとってはその努力の跡を明らか
にする記録となります。本市の場合、具体的に勤務評定を行うのか、その評定のやり方はどのような内容とするのか、
お伺いいたします。
　最後、５点目に、公共下水道事業における受益者負担金と使用料金についてお伺いいたします。
　都市計画区域の主として、市街地を対象に公共下水道整備を進めています。野村処理区は平成１７年４月供用開始予
定、宇和処理区は平成１９年４月供用開始予定となっております。合併協議会協議第２３号で確認されました上下水道
事業、下水道の取り扱いについては、工事分担金、接続奨励金及び使用料については、当面は住民周知の額とし、合併
後緩やかに調整する、利子補給制度については、当面は住民周知の内容とし、新規事業については合併後調整する、以
上のとおり調整することが確認されました。
　公共下水道は、不特定多数の人が利用する道路などと違い、利益を受ける地域が限定されます。また、土地の利用価
値が増大され、トイレの水洗化により環境衛生が向上するなど、その施設の整備によって、限られた範囲の特定の住民
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のみが利益を受けるようになります。その場合には、建設費の一部を受益者に負担していただくようになります。２、
処理区の負担金でありますが、野村処理区は１戸当たり１５万円、宇和処理区は２０万円となっておりますが、同じ公
共下水道事業で受益者負担金に５万円も差があります。また、接続奨励金制度でありますが、供用開始告示から１年目
の接続者に、野村処理区は４万円、宇和処理区は３万円の接続奨励金を交付するようになっていますが、これにも違い
があります。利子補給制度においては、野村処理区では、水洗便所改造工事１件、４０万円以下につき改造資金の利子
補給を行うのに対し、宇和処理区には制度がありません。公共下水道事業の供用開始前の大きな問題だと考えておりま
す。
　次に、供用開始後の下水道使用料金でありますが、総務省は、下水道事業費のうち汚水処理に係る費用を利用者負担
で賄えていないのに下水道料金を低く設定している市町村に対し、２００４年度以降、上水道や浄化槽使用料金に近い
月額３，０００円程度に引き上げるよう求めることを決定いたしました。汚水処理費に公費を充てることは、同じ市町
村内で下水道のない地域の住民に対し不公平とも指摘いたしております。これを本市に当てはめると、２０立米使用の
場合、宇和処理区では２，９５０円に対し、野村処理区では２，３３０円と大きく下回ってしまいます。下水道使用料
金の調整が必要なのではないでしょうか。受益者負担金と使用料金の調整についての対応をお伺いいたします。
　以上で一般質問を終わります。
○三好市長　田中議員の私の選挙公約についての質問についてお答えしたいと思います。
　西予市長選挙が終了いたしまして約１カ月が経過いたしました。選挙活動や政治活動には膨大なエネルギーを要する
こと、またその活動には多くの市民の方々がかかわってきたこと、さらに公約により投票行動を起こされたことを考え
ますと、選挙そのもののすごさと、選挙活動での私の言動に責任を持たなければならないと、このように思っておりま
す。公約、マニフェスト論が昨年から論争の的となっておりますが、言葉はどうであれ、公約が選挙のたびに繰り返さ
れるスローガン程度のものであってはならないという思いのあらわれだと、このように思います。
　私は、公約を選挙スローガンとして抽象的な言辞を連ねた自己欺瞞的なものとするものではなく、自分の任期中に具
現化するものとして、市民の約束として発信したものであります。公約は１２項目にわたっておりますけれども、これ
が少々抽象的なところがありますもんですから、具体的な言葉で「活力」「工夫」「暮らし」「育てる」に分けて訴え
てきましたので、その内容を中心に説明をさせていただいたらと思います。
　まず、「活力」でありますけれども、西予市の特性を把握して、それを生かす方法を考える必要があります。四国西
南部は、日本の中にあっては最も経済基盤の弱い地域の一つであります。社会基盤の整備においても、ようやく高速道
路が延伸してきた段階であり、おくれた地域であることは変わりがありません。そのことを踏まえて、この地域をどう
輝かすか、どう生かすかが大切であると思います。西予市の特性といたしまして、ゼロメーターから１，４００メータ
ーまでの変化に富んだ多様な地形と、黒潮が分かれて入る宇和海沿岸から、青森県下北半島と年平均気温が同じである
大野ケ原までの特異な気象条件があります。このことから、私は「本州すっぽり西予」という言葉であらわさせていた
だいておりますけれども、気象的には本州の気候がすべてこの西予市の中に入るわけであります。このことから、基幹
産業であります第１次産業であれ観光であれ、新しい産業あるいはブランド化を生み出す素地があると、このように思
っております。私は、多くの市民、各団体の英知を結集するため、産業戦略会議を創設したいと、このように思ってお
ります。
　「工夫」についてでありますけれども、女性の声を政策に反映するため、そのシステムを図りたいと、このように思
っておりますけども、これにつきましては、先ほどの大竹議員の質問にお答えいたしましたので、省略をさせていただ
きます。
　第２番目に、事務事業評価システムと決算指標を導入して、新しい財源を生み出し、市民のために役立てますよとい
うことでありますが、財政力が低い、いわゆる自主財源の乏しい西予市にあっては、歳入に見合う歳出を常に考えなく
てはならないと思います。本年のように、国の三位一体の改革という特異で急激な波が来たとき、それに乗り切れる財
政体質をこの西予市の中につくっておくことが肝要であると思います。そのために、行政が遂行した事業や予算執行が
適切であったかどうか、それを次年度以降にどう反映するのか、今まで以上に適宜性を問われる時代になってきたと思
います。したがって、その方法といたしまして、決算主義を導入したい。これにつきましては、９月の定例議会に決算
委員会をやっていただきたい、このような考えでありまして、今までは１２月の定例議会に多かったかと思いますが、
これを９月の定例議会に決算委員会をやっていただきまして、次年度の予算に反映する仕組みを考えていきたい、この
ように思っております。
　事務事業あるいは政策評価システムについてでありますけれども、これにつきましては、今この私どもがやる事務事
業あるいは政策が本当に適切であるかどうかということを、第三者機関を立ち上げさせていただいて、評価するシステ
ムを考えていきたい、このような考え方であります。
　続きまして、「暮らし」についてでございますけれども、先ほどもお答えいたしました地域で支え合える小規模多機
能施設等の福祉の推進でございますけども、これにつきましては、先ほど元親議員と大竹議員の質問にお答えいたしま
したので、省略をさせていただきます。
　２番目に、優しいまちづくり、１人年間１２日ボランティア活動の推進でございますけれども、これにつきまして
は、いわゆる厚生労働省の統計によりますと、１９７０年と１９０３年とでの平均寿命を見てみますと、９年の伸びが
あります。いわゆる高齢者と言われる年齢が、以前は６５歳以上が高齢者という、今でも規定されておりますけども、
果たしてそれがいいかどうか、まず私どもは考えなくてはいけないと思うわけであります。６５歳から９歳を伸びたと
したら七十四、五歳が高齢者である。そのような考えになりますと、今定年を迎えられた方々の６０歳あるいは６０代
は非常に若い世代だと私どもは考えなくてはならないと、このように思っております。いわゆる元気なその世代がやは
り高齢者社会を支えていただくような仕組みも福祉の中で導入して、お願いをする社会をしていかなくてはならない
と、このように思うわけでありまして、できたら一月に１回、１年間で１２日程度のボランティア活動を推進できるよ
うな仕組み、お願いをつくっていったらと、このような考えでございます。
　第３番目に、スポーツで健康や交流を深めるスポーツ立市構想の推進でございますけれども、これは後ほどの議員の
ご質問にもお答えいたしますので、そのさわりだけ答えさせていただいたらと思います。
　西予市の定住人口を増加させるということはなかなか私は困難なことだと、このように思っとるわけでありまして、
しかし西予市が輝く方法といたしまして、スポーツによる交流人口を増加させる方法が十分考える必要があろうかと思
います。いろいろな大会を誘致する、あるいは合宿等を誘致する、そういうことによってスポーツにおける交流人口が
ふえるものだと思っております。また、スポーツを通して健康な体づくりをつくっていくと、そうすることによって、
いわゆる国民健康保険等の増嵩を阻止することもできるんではないかと、このような考えでありまして、それを公約の
中に入れたものでございます。
　続きまして、「育てる」についてでございますが、これは教育分野のことを公約したものであります。
　第１番目に、海、山、里の生徒・児童短期留学制度の創設でございますけれども、やはりたくましい子供を育てるた
めに、この西予市の中においては海の子、山の子があるわけでありまして、そういう中のいわゆる教育交流、短期留学
制度を取り入れる。そして、たくましい子供を育てることによって、将来この西予市あるいは日本の中でも輝けるしっ
かりした子供ができるのではなかろうかと、このように思っておる次第でございまして、その点につきましては、親の
方、子供の方の同意、あるいは里親制度の導入等々で考えを進めていかなくてはならないのではないかと、このように
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思っておる次第でございます。
　第２番目に、光ファイバーを活用した学校間交流事業の推進でございますけれども、これは既に光ファイバーを合併
の前の段階ですべて通しておる段階でございますから、それを生かした上で、学校の授業の中で、総合学習等々の授業
からまず入っていったらいいのではなかろうかと、このように思うわけでありますが、ぜひとも立ち上げをして、子供
から西予市がまず一体感を醸し出せるような状況もできるのではなかろうかと、このように思っております。
　重要な教育でございますから、これは私は、教育分野については教育委員会にお任せしますよと、このようなことを
言わさせていただいております。政治が余り教育の中で介入しない段階の、本当に独立した、しっかりした教育委員会
の中でしっかりした行動を起こしていただきたい、このように思っておる次第でございます。
　以上、今の公約の主なものについてご説明をさせていただきました。
　以上で終わります。
○森総務企画部長　田中議員質問の２点目、税金の収納率向上と滞納者への対応についてお答えをさせていただきま
す。
　議員が言われましたように、地方自治体は税法に従って市税を課税し、また徴収すべきものであり、市民が豊かに健
康な暮らしができるようにするため、その費用を住民が分担していくものであります。その根源をなすのが税金であ
り、その税金が滞納になりますと、行政運営に大きな支障が出ることはもちろん、納税者間においても不公平感が増大
し、滞納者がふえてまいります。
　納期につきましては、合併協議会において、固定資産税、市県民税は、地方税法と同様に納期は４期と決まり、市民
へ報告してまいりました。国民健康保険税の納期につきましては、９期と細分化しております。なお、納期内納付が困
難な場合は、納税者と協議し、分割納付をすることも可能です。合併協議会で調整したばかりですので、今のところ納
期の細分化は考えておりませんが、納税者へ税の理解と納得が得られるよう、今後とも広報紙等に掲載してまいりま
す。滞納者への電話督促、訪問催告等も引き続き実施し、滞納解消に努めてまいります。悪質滞納者への滞納処分につ
きましては、職員の研修を図り、旧５町間において不公平が生じないような方向で対応していきたいと考えます。
　続きまして、職員の職務専念の義務についてでありますが、地方公務員法第３０条は職員の基本であります。この４
月に５つの町が合併して西予市が誕生したわけですが、それぞれの町でその基本理念に基づく職員の育成をされ、その
職員を西予市に引き継いでいただいたものと信じています。しかしながら、議員ご指摘のような職員がいるとすれば、
非常に残念であります。研修等を実施し、市の職員としての資質の向上を図っていきたいと思います。
　続きまして、職員の勤務成績の評定についてでありますが、極端に言いますと、利益のみを追求する民間企業と公共
の福祉を追求する地方自治体とは、当然のことながら人事管理面等いろいろな面で違いがあります。これまで地方自治
体で行われてきた人事管理がすべて否定されるものではないと思っておりますが、ご指摘のような弊害のあるのも事実
であります。その弊害解消のため、国においても勤務評定、人事考課についていろいろ検討されており、地方自治体に
も指導が来ております。これまでは勤務評定をされていない町もあったようですが、西予市においては実施すべきと考
えております。その方法につきましては今後検討していきたいと思いますので、よろしくお願いいたしまして、答弁と
させていただきます。
○安藤建設部長　田中議員さんの５点目、公共下水道における受益者負担金と使用料金の調整についてでありますが、
ご質問内容のとおり、公共下水道事業につきましては、現在西予市内において野村町処理区と宇和町処理区の２カ所に
おいて事業を実施いたしております。野村町処理区は、平成１１年度に着手をいたし、平成１７年４月、宇和町処理区
は、平成１２年度に着手をし、平成１９年度より供用開始を予定いたして事業を進めております。
　ご質問の受益者負担金と使用料の調整についてでありますが、ご質問のとおり、合併協議会の場でも協議が行われま
したが、一本化には至らず、当面は住民周知の額とし、合併後緩やかに調整するということで確認をされております。
しかしながら、ご指摘のように、住民周知の額が２つの処理区でそれぞれ異なっております。国の指導もありますが、
何よりも同一市内では早い時期での一本化が望ましく、今後の対応といたしまして、各処理区の財政計画を十分に検討
いたすとともに、議会におかれましても下水道特別委員会の設置をお願いし、その協議の上で関係住民の理解が得られ
るような方向性を見出したいと考えておりますので、ぜひともご協力をお願い申し上げまして、答弁とさせていただき
ます。
○１番田中剛君　三好市長においては、公約実行に当たって、情熱をもって実行されることを期待いたします。答弁に
ありました９月決算審査の提案は大変有効なことであると思います。ぜひ実行すべきと考えておりますので、よろしく
お願いいたします。
　次に、滞納金についてでありますが、合併においては正の財産も負の財産もともに持ち寄っておりますが、さて５町
の市税未収金は総合計で幾らあるのでしょうか、またその徴収方法はどのようにするのか、さらに滞納者を整理するた
め、適当な人材を臨時に確保して徴収に専念させる考えはないのか、お伺いいたします。
○森総務企画部長　田中議員の追加質問にお答えをさせていただきます。
　合併の際、５町の市税の未収金でありますが、市民税、法人税、軽自動車税、固定資産税、保険税を合わせまして、
約２億９，５００万円でございます。税目ごとの金額につきましては、ちょっと手元に資料がありませんので、もし必
要であれば後日説明をさせていただきたいと思いますが、その徴収方法につきましては、先ほどの答弁の中にも答えて
おりますが、臨時職員を雇っての徴収につきましては、財源のこともありますので、大切なことではあろうと思います
ので、今後検討して、財政的に可能であればそういうことも考えていきたいと思います。
　以上でございます。
○議長　暫時休憩いたします。午後１時に再開いたします。（休憩　午前１１時５５分）
○議長　再会いたします。（再開　午後０時５９分）
○３１番浅野豊重君　私は、次の３点について質問をいたします。
　第１は、循環型の企業や事業の推進の支援を、２番目、道路愛護の精神と市のイメージをよくするために、３番、転
職に助成と推進を、この３点を質問いたします。
　２１世紀は環境の世紀と言われております。地球に優しい社会の実現を援助することが大事であります。そうした中
で、私はこの地域においては循環型の事業の確立を目指すのが重要不可欠であると思います。
　これからの企業や事業のあり方は、使い捨て単発型ではだめで、循環拡張型でなければならないと思います。一石二
鳥ということがことわざにございますが、１つの事業を起こすことで多くのことが一度に解決できる、このことが大切
ではないかと思います。その際たるものが、今盛んに言われております林業、特に人工林の除間伐ではないかと思いま
す。林業を整備することによって、山崩れ、洪水防止、水源の確保、水質浄化、木の葉の堆積により良質な微生物の発
生、それを河川や海に送り込み、プランクトンの生育を助け、漁場の再生を図られます。まさにこれが一石五鳥でもあ
り、六鳥でもあると考えます。漁場が再生すれば、漁民の生活の安定につながり、隣家等にも割安で魚の供給ができ、
林業に従事する者はより多くの仕事ができることになります。これが循環型の事業であると私は考えます。
　そこで、提言でありますが、現在国、県にあって、人工林の整備に非常に力を入れておりますが、市としても森林整
備に思い切った支援と推進を図るべきではないかと、こう思うものであります。また、全市民が自然と環境を守るのは
自分たちの責任であり、義務であるという意識を養うために、環境税たるものを考える時期に来てるんではないかと思
います。この問題は県においても検討されておりますが、市としましても全面的に協力をすべきと思います。ご所見を
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お伺いいたします。
　２番、道路愛護の精神と市のイメージをよくするために。
　ご案内のように、城川町では花いっぱい運動や、「我が村を美しく」をスローガンに環境美化に努力しております
が、おかげをもちまして、今ではそこそこのきれいさを保っております。しかし、目を西予市に向ければ、それほどで
はありません。特に県道宇和・野村線は、目を覆いたくなるような惨状であります。環境問題が叫ばれ、また公共物を
大切にする心、美しい心を養う教育をしても、あの状態では子供たちは理解できないと思います。
　本来ならば、県が道路工夫さんを雇って草刈り、清掃を行うのが至当であると思いますが、経費の節減のために建設
業者に委託、年に一、二回程度の作業ではあの状態は変わらないと思います。自分たちの市は自分たちで守る、この意
味をもっても、市の責任において草刈り、清掃を行うべきと思います。特に、歩道、車道の境界の縁石周辺については
徹底を図るべきであると思います。方法はいろいろあると思いますが、城川町では企業組合奥伊予を立ち上げ、これは
定年退職者等でありますが、町からの少しの助成を受け、公的な関係機関の整備や清掃を行い、必要に応じては独居老
人等の家付近の作業にもボランティア同様で行っております。これらの活用も一方法とは思いますが、でき得れば年に
一、二回環境整備の日を設けて、市民が環境への関心、意識を高め、道路愛護、環境美化で行政と市民が一体化を図
り、西予市が日本一の美しい市であるというイメージチェンジを図るべきではないかと思います。
　３番、転職に助成と推進を。
　国は、国と地方の借金を理由に、公共事業、すなわち社会整備の見直しにより、大幅に公共事業の削減をされたこと
はご案内のとおりであります。市としては、環境整備事業、また福祉充実を図るためのソフト及びハード両面の事業を
拡充を図るとともに、企業の誘致には全力を尽くしてほしいと思うものであります。なお、公共事業の削減により、西
予市内７４の建設業者、約９００人の従業員がかかわっております。これらの人をすべて救うためには、会社ぐるみの
転職、また個人での転職も予想されますが、これらの対応、対策は考えておられるのか、市長並びに関係者のご所見を
伺いたいと思います。
　以上であります。
○大森産業部長　それでは、ただいまの浅野議員のご質問にお答えをいたします。
　循環型事業の推進と支援についてでありますが、まず森林、林業をめぐる厳しい状況下で、森林整備と山村の活性化
を進め、木材生産機能の増進及び国土保全、水源涵養などの公益機能を図ることが不可欠であると思っております。木
材需要は衰退し、木材価格の低迷が依然と続いており、環境に優しい木材利用の促進を図りつつ、積極的に各種補助事
業を導入し、計画的な森林整備の促進及び支援をしてまいりたいと思っております。
　次に、森林環境税、これは仮称でございますけれども、の創設についてでありますが、県民参加による森林環境保全
に取り組むため、県では来年度から導入を検討をしております。試案によりますと、水道水の利用に対する法定外目的
税と県民税の超過課税の２つの手法を内容とする試案をまとめておるところでございます。森林の保護は、環境問題の
中でも最も重要な課題であり、県民すべてが森の保全、育成、再生と循環型社会の実現を目指すための応分の負担をす
る自覚を持つべき時代に来ていると思っております。森林環境税の創設は、当市のさらなる森づくりの推進に弾みがつ
くものと期待をしているものでございます。
　以上、答弁とさせていただきます。
○安藤建設部長　浅野議員のご質問で、市内の主要道路の除草、清掃についてでありますが、市内の道路及び河川の景
観につきましては、市としてのイメージとして大変重要な要素であると思っております。ご質問の道路の管理、清掃に
つきましては、現在国道、県道におきましては国、県の方で清掃作業員等にて維持管理が行われております。市道につ
きましては、旧町での対応は、それぞれの維持管理の方法ではありますが、多くは住民のボランティア活動により清掃
管理が行われていたもようであります。国、県の管理道路に関しましては、当局に要望を行って美しい景観の道路を維
持していただき、市の管理道に関しましては、一部道路、河川への清掃補助金を計上いたしておりますが、基本的に
は、ご質問内容のとおり、西予市を愛するボランティア活動を培い、自分たちの郷土を美しくという心を持っていただ
き、各自治会による草刈り等のボランティア活動に対しては、交通安全の観点からだけではなく、道路美化の観点に立
つ活動に対しましても、草刈り補助金交付要綱で対応し、支援をし、道路、河川の美化推進を図ってまいりたいと考え
ております。
○大森産業部長　それでは、浅野議員の３番目のご質問にお答えをいたします。
　転職を余儀なくされた場合の支援策についてでありますが、国や地方公共団体においては、インフラ整備は進んでま
いりましたが、都市圏を中心に重点的に行われてきたため、地方においては社会資本が量的に不足していると言われて
おります。この公共事業も、平成１０年を境に減少を続けております。
　浅野議員ご指摘の指名願の出ている西予市内土木建設業者は７４社あり、うち建築業者は４８社でございます。国の
三位一体改革で、国庫補助負担金の削減、地方交付税の削減は当初予想をはるかに上回り、財源不足と相まって地方財
政を圧迫しております。このことは、必然的に歳出の削減、抑制を進めなければなりません。国においては完全失業者
が減少しておりますけれども、地方では当分景気の回復が望めそうにもありません。西予市におきましても、今予算で
緊急地域雇用対策事業費として４，５００万円余りを計上しております。八幡浜公共職業安定所管内における１５年度
の新規求職申し込み件数を見てみますと、５，５４８件、そこで就職件数はうち１，９００件で、率にしますと３４．
２％となっております。
　ご質問の建設業従業員等の失業対策に対する支援につきましては、現在のところ、市では政策としては制度化はして
おらないのが現状でございますが、他県では実例がございまして、失業者に対する対策資金貸付制度等が制度化されて
おる県があります。一例を挙げてみますと、一般生活資金で、年齢が２０歳以上６０歳未満などの市の設定する条件を
満たす方に貸付金を、限度額はありますけれども、貸し付けると。貸付利率につきましては、無利子という制度があり
まして、信用保証協会の保証をつけてありまして、その保証料につきましては市が負担する制度があるようでございま
す。
　今後、関係機関と十分協議をいたしまして、市としても対応をしていきたいと考えておるところでございます。
　以上、答弁とさせていただきます。
○３１番浅野豊重君　道路愛護と市のイメージ、これをよくするということでありますが、けさほど通りかかってみれ
ば、草刈りを、明間と宇和間ですが、やっておりました。実は、先日、余りにも草が生い茂っておるので、歩道に立っ
てしばらく歩いてみますと、５０センチぐらいでもう体に当たるというような状態でありまして、草が、この歩道は自
転車も本当言うたら通れない、当然雨なんかじゃ通れないというのが現状ではないか。そして、現在県の方でやってお
る、業者に年に一、二回頼んでおる、これを待っておったのでは、この道路は、本当ありながら絵にかいたもちという
ような形になりますので、どうか、町の中はまあまあできておると思いますが、ぜひ市の方としても、あの道を完全に
生かすという意味からも、ボランティアだけでは人家のないとこはできないと思うて、そこへ費用を少し入れて、そし
ていつもきれいな町であるなと。よく言われておりました、城川へ来たらきれいななあと言われる、これも、城川へ来
てきれいな、これも金を全然使わんでもありませんが、ほとんどはボランティアであります。皆さんが通りかかったら
ちょっと草を引いていこうかとかという、そういう心を養うということも大事でありますので、ぜひ、いつもきれいに
しておけばあそこに缶を投げたり、ごみを捨てたりはしないと思いますので、ぜひ西予市は本当に美しい市であるな、
町であるなというイメージ、本当道路はその顔でありますので、ぜひともその辺を考えて対処してほしいと、こういう
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ことを願っております。
　以上です。
○議長　答弁要りますか。
（３１番浅野豊重君「市長に」と呼ぶ）
○三好市長　浅野議員の再質問についてお答えしたいと思います。
　道路の愛護の精神による本当にイメージアップっていうのは大事なことだと、このように思っとりますけれども、県
道のところまで市の予算を入れるという、今財政的なゆとりがないというのが現状でございまして、その辺を踏まえて
まず考えなくてはいけないと思いますが、できたら、いわゆるボランティアの延長でありますけれども、道路の里親制
度等々を考えていって、そういう方向でぜひやっていきたいなと、このような考えにおります。
　以上でございます。
○１６番岡山清秋君　議長より指名をいただきました岡山でございます。
　私は、産業常任委員会に配属をいたしましたが、今回あえて西予市体育協会に携わっている立場から、スポーツを愛
する一西予市の市民の声として、スポーツ活動の推進をまちづくりの基本方針の一つ、また選挙公約の一つと考えられ
ておられる三好市長に、まず市民にとって一番身近なことであります小さなことからお考えをお伺いいたします。
　西予市体育施設における使用料の減免と生涯スポーツの推進についてであります。
　私は、スポーツが健康の保持、増進に寄与し、ひいては市財政の負担軽減に貢献するものであると確信をする者の一
人であります。近年、全国的に体育施設の利用者負担の原則が叫ばれ、この考え方が一般的となっておることも十分承
知をしておるところであります。
　ところで、西予市体育施設の使用料、これは利用者負担のことでありますが、これらにおいては、市及び各総合支所
主催、教育委員会主催並びに協賛、消防団地区主催の行事、体育指導員主催の行事、体育協会主催の行事、また少年健
全育成のためのスポーツ活動、公民館関係のスポーツ大会及び老人クラブ等の利用に対しましては無料扱いとなってお
りますが、体育協会加盟の団体の練習は２分の１の減免、体育協会加盟なしの団体の練習、また文化協会、ＪＡ、商工
会、漁業組合、社会福祉協議会、保育所、幼稚園、生活改善グループ、老人クラブ、文化協会などの団体の使用につい
ては有料となっております。これは、利用者の応分の負担を強いる制度というものは、施設を利用する側ではなく施設
を管理する側に立った考え方であり、だれもがいつでもどこでも気軽にスポーツを楽しむことができる環境づくりとい
うことには相反しているものと考えます。
　何でも近隣市町村に倣い、画一的な行政施策を行うのではなく、三好市長が今回の基本政策にも掲げられている地域
の特性に合った特色ある市政の推進が求められている今日、私の出身地、旧城川町の制度を誇示する考えは毛頭ありま
せんけれども、旧城川町では、日ごろ運動する機会の少ない人、また健康づくりを行いたい人、スポーツクラブやスポ
ーツ団体等に幅広く体育施設を町民に限り全面無料開放をしてまいりました。だれもがスポーツに親しみ、健康増進を
図り、町の医療費負担軽減につながる施策を実施しております。その結果、昨日も浅野議員の報告にありましたが、平
成１２年度から平成１４年度までの国民健康保険老人医療費における受診者の一部負担金を除いた医療費の支払い状況
を見てみますと、平成１２年度は１人当たりの医療費は約５７万円であります。県下７０市町村のうち６９位、平成１
３年度は約５４万円であります。これも６９位。平成１４年度は約５８万円、これはもう６７位と、大変にいずれも低
い位置にあります。ちなみに、西予市の中、他の支所を見ても群を抜いているわけであります。このことは、スポーツ
に親しみやすい環境づくりだけの成果ではありませんけれども、生涯スポーツの振興が大きく寄与しているということ
は否定できない事実であります。
　また、旧城川町では、住民みずから行う環境美化活動であります「我が村を美しく」運動が成果を上げ、全国的に高
く評価されるに至ったことも先般三好市長が話されたとおりでありますが、スポーツを通して住民のコミュニティーが
図られているということが大きな起因となっております。
　このように、旧城川町においては、生涯スポーツの振興と明るく健康なまちづくりを推進し、すばらしい成果を上げ
てまいりました。平成１２年９月に国において発表されたスポーツ振興基本計画において、生涯スポーツ社会の実現に
向けた地域におけるスポーツ環境の整備と充実、これらを重点課題の一つと位置づけ、生涯スポーツの推進を政策目標
として掲げており、西予市においても個々の年齢に応じた継続的なスポーツ活動、すなわち生涯スポーツの推進が必要
であると考えます。
　私ども人間は、ある年齢までは発達成長を続け、やがてそこからだんだんと衰えていく、その過程において、スポー
ツは健全な体づくりをサポートし、その維持に大きな影響を与えると言われております。だから、生涯にわたりスポー
ツを続けること、あるいは続けられることをよく生きるということにつながるのであります。また、生涯スポーツは、
社交的な面、つまり一生つき合えることのできる仲間づくりの面から見ても極めて有効なものであります。今、世間で
は、友達がおらず家にこもりきりの子供や、若い人と話が合わず肩身の狭い思いをしている高齢者が問題となっている
と言われております。スポーツは、そんな人たちが社会に出ていくための橋渡しの役割をしているのであります。さら
に、スポーツの場で得た友人、スポーツ以外の場所でも人生を支えるパートナーとなってくれるはずであります。
　このように、様々なメリットのある生涯スポーツの推進、支援をするということは教育行政の重要な課題であるとい
うことは、今さら私が言うに及びません。本西予市では、地域スポーツを振興するために、学校体育施設の開放や、身
近なスポーツ施設や広場、グラウンドなどを整備、提供されておりますが、各種スポーツ大会、スポーツ教室の開催、
少年スポーツクラブの育成などさまざまな活動が、限られた予算の中で、献身的なボランティア活動等によって支えら
れております。また、週１回以上スポーツ活動を行う人たち、つまり継続的なスポーツ人口も年々増加の傾向にありま
す。このような現状にあって、スポーツの楽しさがあふれる町、子供から高齢者まで、市民のだれもが地域で気軽にス
ポーツを楽しめる社会を実現し、より一層市民のスポーツ人口をふやしていくためには、地域が持っているスポーツ資
源、すなわちスポーツ指導者及びスポーツ関係団体等の育成や、スポーツ教室やイベント等のスポーツ事業などに対す
る支援を行うとともに、社会体育施設等の活用を促進させるような仕組みづくりが必要であると考えます。
　今回、西予市の体育施設使用料収入見込み額を見てみますと、約７５０万円程度出ておると思います。旧城川町のよ
うに、体育施設の使用料を全面無料にするという逆の発想で町民の健康づくりに大きく貢献している事例があるよう
に、目先の収入にとらわれず、財政難であるがゆえに、将来を見据えた、生涯スポーツを通しての健康づくり、すなわ
ち予防活動を積極的に行うことのできる環境づくり等の実りある施策が必要だと考えます。
　以上のことから、私は、子供から高齢者まで幅広い人たちが、だれもが、いつでも、どこでも気軽に生涯スポーツに
取り組む明るく健康なまちづくりを推進するためには、西予市体育施設の減免無料化を行い、だれもが継続して利用し
やすい環境づくりが最も重要であると考えます。そのことによって体育施設の利用が急増すれば、それはそれで非常に
喜ばしいことでありますし、仮にそのことによって施設に不足を生じるようなことがあれば、そのときは管理運営の方
法等を検討すればよいことであると考えますが、スポーツにご理解のある西予市長のお考え、まずお伺いしておきま
す。
　また、この件につきましては、総務常任委員会の所管でありますので、これからの委員会審査の中でも十分にご審議
をしていただき、前向きなご回答がありますことを期待し、私の質問を終わります。
○河野教育部長　岡山議員の西予市体育施設における使用料の減免と生涯スポーツの推進について、市長の方から答弁
を求められておったわけですけれども、教育委員会の見解を述べさせていただいたらと思います。
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　西予市の体育施設における使用料については、合併協議会の中で社会教育分科会で取り上げまして、最終的な調整を
行いまして、東宇和・三瓶合併協議会幹事会において５町の調整案を承認していただいたところであります。それに基
づきまして、その使用料については条例で規定をしております。ただ、運用面におきましては、先ほど岡山議員が述べ
られましたように、城川町においては無料ということで実施をされておりました。そういうような関係がありまして、
その無料化から使用料有料にする一定の期間免除をするということで、半年の間、６カ月間は特別減免の無料期間とし
まして、１０月１日からこの条例に基づいて使用料はいただくということでお願いをするようにしております。
　その有料化に対する城川町での体育施設についての使用についての周知ですけれども、このことについては、それぞ
れの施設にチラシあるいは掲示、こういったようなもので周知をさせていただきます。
　この使用料については、先ほど管理する側あるいは使用する側の発想のことを言われましたけれども、体育施設の維
持管理上、どうしても運営費の中の経費の一部は受益者で負担をしていただかなければ運営ができない一面があります
ので、使用料の徴収についてはどうかご理解をいただきたいというふうに思っております。しかしながら、現在条例で
うたっております利用使用料金が適切な料金であるかどうかの検討は、これからも検討していきたいと思っておりま
す。
　次に、生涯スポーツの推進についての考え方あるいは推進方策について、このことについては、先ほど岡山議員が述
べられた大要のとおりと私どもも考えております。愛媛県がスポーツ立県を提唱し、また平成２９年開催予定の愛媛国
体に向けての取り組みの強化がなされておる中、西予市においてもスポーツ活動の育成に努める、組織、指導体制の整
備とともに、後継者の育成に努めるなどなど、生涯スポーツ推進のための社会体育行政を現在展開ささせていただいて
おります。
　具体的な対策例として、１つは総合型スポーツクラブ育成事業を推進していきたいと思っております。そして、２つ
目は、体育指導委員会、体育協会との連携を図りながら、気軽に参加できるスポーツ教室の開催を通して、自主グルー
プの育成に努めたいと思っております。そして、３つ目は、城川町オリンピックのような、地域の特性や活動の実態を
把握し、地域に根差したスポーツ活動を促進していきたいと考えております。
　以上、３つの基本的考え方で、健康づくりの関心が高まる現状を踏まえ、市民だれもが気軽に参加できる生涯スポー
ツの振興を進めていきたいと考えております。さらに、スポーツ立市を目指し、スポーツによる交流人口を増加させる
などの施策もあわせて推進をしていきたいというふうに考えております。
○１６番岡山清秋君　先ほどは触れておりませんけれども、スポーツの振興と青少年の健全育成については、非常に密
着をした問題であり、特に近年の青少年における事故等、私どもには考えられない事件が起きているのが現実でありま
す。これらを見たときに、現代の家庭における教育にも私は問題があると思うわけでありますが、西予市の子供への教
育というものを、西予市として、学校、家庭、これからの取り組みについてどのように考えておられるのか、できれば
お答えいただきたい。
○河野教育部長　青少年の健全育成を含めまして、健康づくりあるいは学校現場における安全あるいは命のとうとさ、
こういったようなものの子供への教育については、岡山議員が言われましたように、学校教育ではもちろんですけれど
も、家庭でも、それから社会でも、地域の子供を育てていく、こういうような基本方針で進んでおります。
　西予市の教育基本方針の中にも、学校と社会が融合した地域の子供を育てていくという基本的な姿勢の中で、特に青
少年の問題、それからまた中学生の不登校の問題あるいは小・中学生のいじめ問題、こういったようなものに真摯に取
り組んでいく考えでおります。ただ、教育委員会は教育行政ですし、学校は教育の現場ですし、それから地域社会は実
生活の実践の場ですので、それぞれの３つが有機的な連携をしながら、特に青少年、児童・生徒の教育については真剣
に取り組まなければならないというふうに思っておりますし、また学校週５日制になりまして、土曜、日曜の学校が休
学になっておるところの児童・生徒の休み方については、生涯学習あるいは文化、体育の関係で、あらゆる教育機関を
開放しまして、そこで地域で子供を育てていく活動を、現在のところ公民館が主になって展開をささせていただいてお
ります。
　以上が教育委員会が考えておりますような子供の育成でございます。
○１６番岡山清秋君　今ほどの件はわかりましたが、もう一点、前段について、先ほどの内容には触れておりませんけ
れども、医療費の支払い状況とスポーツの振興というものについては私は関連があると思っておりますのでこのような
質問をするわけでありますが、旧町においてかなりの上下があるわけであります、医療費について、支払いについて。
これからの西予市において、できるならば平行線になるように努めねばらないと思うわけでありますが、これらについ
てどのように考えておられるのか、施策はあるのか、あれば聞かせていただきたい。
○河野教育部長　岡山議員が言われるスポーツの高揚、それに伴う国民健康保険税、これの減少、これは私は数字的に
は把握はしておりませんけれども、因果関係があり、スポーツをし、健康な生活をしていけば、不健康なといいます
か、病気にかかったりや、あるいは薬を飲むとかといったようなことはなくなっていくだろうと思いますし、現にそれ
が事実だろうというふうに認識をしております。ただ、それの因果関係を数字であらわせと言われるとちょっと難しい
わけですけれども、スポーツあるいは健康づくり、これがそれぞれの人生において有効なものであるということは認識
をしております。ただ、そのことが即社会体育あるいは学校施設等の使用料の無料とは、ちょっと一線を画して考えて
おります。
○三好市長　今ほどの岡山議員の質問について、教育委員会部局でなしに市長部局の方から少し答えさせていただいた
らと、このように思います。
　医療費の問題とスポーツの振興の関係は、やはり市長部局の方で答える問題でもあろうかと思いますので、答えさせ
ていただきますけども、私どもも、以前旧町単位の段階で、いわゆる医療費の増嵩を阻止するという意味で、保健事業
としてウオーキングを推進する事業をやったことがあります。そうすることによって、地域の考え方、ウオーキングの
推進をすることによって、非常に考え方も変わってきますし、確かにその高揚が、すぐには見えないけれども、医療費
の増嵩のとまる一つの原因になる可能性もあろうかなと、このように思っております。私個人的にも、私も少しジョギ
ングをさせていただきますけれども、そうすることによって、私も２年半ぐらい前に体の調子が悪いときがありまし
て、それを一遍に直したことがあります。そういことが、やはり体の中でいろいろな作用があろうかと、このように思
っておりますし、そういう意味においては、医療費の増嵩を阻止する意味の保健事業の一環としてスポーツの振興を進
めていくということも大事なことだと、このように思っておりますので、ともども一緒に考えていただきたいと、この
ように思っています。
　以上でございます。
○議長　暫時休憩いたします。１時５０分に再開いたします。（休憩　午後１時４４分）
○議長　再開いたします。（再開　午後１時５２分）
○２番松山清君　西予市第１回目の定例議会におきまして発言の機会を得ましたので、通告に基づき質問いたします。
　この２日間の定例議会に提案されている議案の内容を見ましても、西予市の財政が逼迫しているということは、多く
の人が共通に強く認識しているところであります。
　国、地方を合わせて債務が７００兆円を超える今、財政の立て直しは日本全国急務の課題と言わざるを得ません。こ
れまでは、借金のツケを先送りして、国も地方も財政をやりくりしてきましたが、税収が年間約４００兆円そこそこの
日本がその倍の８００兆円規模の国家予算を組まなければならないという現実が今の国家財政の矛盾であり、国側の交

ページ(12)



平成16年第１回定例会(３日目) H16.6.25
付税を頼りに行政運営をしている地方にとって、いよいよ行き詰るところまで来たというのが三位一体の改革を押しつ
けられた私たちの実感ではないでしょうか。だからこそ、私は財政通と言われる三好市長の行政手腕を大いに期待して
おります。
　財政が厳しいので倹約型財政になるというのは理解できるところではありますが、何もかも圧縮して、夢も希望もな
い西予市となってはいけないのだと思います。したがいまして、やるべきことはやる、公共の福祉のためにやらなけれ
ばならないことは断行していただきたいと私は考えています。そして、住民にとって、合併して誕生した西予市が、単
に５つの町が一つになっただけというのではなく、一つの町として一歩一歩成長していくことが実感できるまちづくり
を推し進めていただきたいと願っております。
　そこでまず初めに、西予市の庁舎の建設についてお伺いいたします。
　合併後３カ月近くが過ぎ、新市の業務内容や量もそれぞれの立場でわかってきたころではないかと思います。現在の
本庁の状況を見てみると、もともとの役場を応急的に利用しているためか、かなりスペース的にも無理をしているので
はないでしょうか。また、部署の配置やスペースの確保などの問題から、行政のスリム化、合理化を目指している割に
は大変業務効率も悪いのではないかと思われます。西予市としての業務を行うためには、旧役場の庁舎では無理がある
と言わざるを得ないと私は感じております。したがって、これから市としての効率的な行政運営をしていくためにも、
新市の庁舎建設は第一の課題であると考えるところでありますが、市長の考えをお伺いいたしたく思います。
　幸いにして、庁舎建設が予定されている宇和町は、土地が広く、候補地が、文化会館裏の駐車場を初め各所に考えら
れます。そのような選定からしなければならないということを考えると庁舎建設についての作業は膨大ですが、合併協
議会で庁舎建設は決定されていることですから、先延ばしするのではなく、一刻も早く取り組んでいただきたいところ
であります。市庁舎は合併のシンボルでもあり、市民にとっても、職員にとっても、心を新たにする最大の事業ではな
いでしょうか。いずれはというのではなく、本庁方式への切りかえを視野に入れて、業務効率を高めるためにも早急に
取り組む必要があると思っております。
　次に、合併後の５町の融和の施策についてお伺いいたします。
　これまで各旧町でさまざまなイベントが行われてきましたが、西予市として一つになったのですから、まとまった融
和を象徴するような行事等が期待されます。れんげ祭りは宇和町を中心として行われたのですが、そのように各地の伝
統を大切にしながら、例えば産業文化祭などは西予市としての一つのまとまった形での開催も考えられると思います。
　私は、この際、西予市市民祭りのような、西予市市民の一体感が感じられるような、新しい、これからの将来にわた
って継続していけるようなイベントを考えていく必要が合併後の地域づくりの中で必要であると思っております。それ
らを毎年持ち回りにするなどの方法も考えられます。今後、新市の融和を推進するための施策はどう考えておられるの
か、お聞かせ願いたく思います。
　各旧町の文化や伝統を大切に伝えていくことは大変重要なことです。しかし、新しい町が一つになって取り組むもの
も必要なのではないでしょうか。合併が、単に言葉だけでなく、市民の実感として受け入れられるためにも、努力やア
イデアが大切となってくると思っております。
　続きまして、例規集の電子化についてお伺いいたします。
　旧町では、例規集は加除式となっていましたが、現在既に、議員を除いて職員一人一人がパソコンを専有している状
況であり、電子化の流れの中で、例規集を電子化するための残る問題はわずかであると思えます。電子化すると、庁舎
内のイントラネットやインターネットにより、だれでも、一般職員や住民も条例を見ることはできます。つまり、条例
という西予市の基本を住民でも知ることができるわけです。これまで、住民は町条例にどのようなものがあるか知らん
というのが現実であり、それが行政にとってもよいことではないと思います。全国的には例規集を行政のホームページ
で公開するところが急速に増加しているため、住民の行政への関心の高まりに貢献しているところもたくさんあるとの
ことです。このような情報開示は、今後の開かれたまちづくりにとって非常に重要なことではないでしょうか。
　西予市になり、職員の専門性も向上しなくてはいけないのであり、職員が対応することにより、今後の条例改正など
でも、サーバー内の文章を書きかえるというすごく単純な作業で、これまで一々条例改正したページを印刷して加除し
ていた作業をなくすることができます。また、パソコンで見ることにより、知りたい条例などが敏速に検索できます
し、一々重い本を家まで持ち帰らなくても、家にパソコンさえあれば見ることも可能です。私は、そうすることで、例
規集は配付していただかなくても構わないと思います。加除式でも、いつ差しかえがあるかわからないため、いつもい
つも自宅で例規集を開くということができないのも実態でありました。当面の間は、移行措置として印刷した条例も希
望者に渡すような措置が必要かもしれませんが、いずれは電子化に移行することにより、数百万円も要するという例規
集のコストを限りなく低減できると言えるのであります。全国的にはそのような流れになっておりますが、西予市でも
経費節減のために取り組むべきと思いますが、理事者の考えをお聞かせください。
　続きまして、職員の適正な配置と人事異動についてお伺いいたします。
　市長は当面は人事異動はしないという考えを新聞紙上で拝見しましたが、実際合併して業務が進むにつれ、改善の必
要性が出てきている部署があるように思います。業務量の予想しなかった増加や、一方ゆとりがあるところもあるよう
で、繁閑度の激しいということも感じているところであります。事務量につきましても、西予市全体のことを掌握し、
かつ宇和町の業務を進めていく本庁と総合支所との間に大きな差が出てきており、現在の配置では無理があるのです。
したがって、今は西予市の立ち上げの時期なので、３カ月単位ぐらいで職員は位置も決め細かく調整していくなど、フ
レキシブルな対応が求められていると思います。
　行政組織の運営は組織の良否にかかわっているとも言えるのであり、大幅な異動はしないにしても、一部の部署の業
務が膨大とならないよう、また効率的な業務が進められるよう、改善を進めていくべきではないでしょうか。職員の事
務量の測定や繁忙さの評価をすることも必要です。それによって、さらに行政効率を高め、行政内部の業務量が平準化
されるようならば早期に改善を図っていただき、よりしっかりとした行政組織づくりを推し進めていただきたいと思い
ます。理事者の考えをお聞かせください。
　最後に、企業誘致の推進に取り組む市長の意気込みについてお伺いいたしたいと思います。
　日本経済は景気回復傾向で、都会の方ではボーナスも過去最高となるような会社もあると聞きますが、西予市では景
気回復を感じることができないという人がほとんどです。その原因は、デジタル家電や自動車などの都市型の産業がこ
の地域に根づいていないためだろうと私は思います。魅力ある産業がないということは、それだけ働く場がないことで
あり、若者の確かな定着は望めないのであります。
　若者が都会へ流出していく、高校や大学を出た人たちが西予市へ帰ってくる機会が少ないということになりますと、
典型的な過疎化の進行であり、高齢化率の高い町となっていくことでしょう。子供が少ない町には将来の魅力がありま
せん。さまざまな特徴を持った西予市ですが、雇用能力の大きな、西予市に適する企業が、日本中を探せば必ずあると
思います。そのような、将来に向けて魅力ある企業を探し出し、情熱を持って誘致活動をしていくことは大変意義深い
ことだと私は思っています。産業の誘致は、これから西予市が発展していくためには重要な課題であると思いますが、
それについて市長はどう取り組もうと考えておられるのか、お伺いいたします。
　若者定住のためにも、積極的な、これまでにない施策を打ち出していただくことを期待しておりますが、企業誘致に
対する市長の考えをお聞かせ願いたく思います。
　以上で質問を終わります。
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○三好市長　松山議員の質問についてお答えいたします。
　まず、第１番目の西予市新市庁舎の建築についてでありますけれども、事務所の位置につきましては、合併協議会
で、新市の事務所は、国の財政支援が受けられる合併後１０年以内に、交通の事情、他の公官署との関係など市民の利
便性を考慮して、宇和町地内に新しい事務所を建築するということで合意されているところであります。
　庁舎の基本は、自主性をもって市政をつかさどり、市民に行政サービスを提供する、市にとって最大にして最も重要
な場所であります。とりわけ今後ますます多様化、拡大する市民ニーズに対応するため、行政サービスの一層の充実が
必要とされており、また行政への市民参加の広がりや地方分権の進展の中で、これからの庁舎には、これまで以上にさ
まざまな機能が求められています。庁舎は行政区域における中心施設であるため、単なる行政の事務所としての機能だ
けでなく、地理的、感覚的に市政の中心となる場所がふさわしく、市民が最も身近に、日常的にサービスを利用しやす
い位置とすることが大切であります。市民に親しまれることを含め、総合的に考えなければなりません。
　現在の市庁舎は、旧宇和町役場、公民館、保健センター等を利用しているため、各部署が分散し、管理機能や事務効
率の低下など、市民に多大のご迷惑をかけているところであります。庁舎の建設は、市にとっても大事業であるととも
に、市民にとっても最も密接でかかわりの大きな事業であり、市民の理解なくして実現は困難であります。したがいま
して、今後庁舎建築の基本的な考え方、目標などの基本構想を明確にし、新しい庁舎の姿を市民と共有する中で、建築
の緊急性や市民の理解、財政状況など諸条件を検討しながら慎重に検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解
をお願い申し上げます。
○大森産業部長　それでは、松山議員の２番目のご質問にお答えをいたします。
　５町融和の施策についてでありますけれども、西予市は、標高差の面から本州がそっくり入るほどの気候を持ち合わ
せた起伏に富んだ地形と、伝統的に受け継がれている芸能や文化を有しております。国、県指定の有形、無形文化財も
数多く有しております。地理及び気象条件や、暮らしにはぐくまれた産業や文化は、とても個性的であります。西予市
として、合併するに当たり、既存のイベントについてどうするべきか合併協議会で検討をしてまいりました。協議の結
論から申しますと、各町のイベントについては当分の間引き続いて実施することが確認をされておるところでございま
す。しかし、三位一体改革による財源難は、各種イベント事業の継続さえも困難なものとなってまいりました。
　ご指摘の一つにまとまったイベントの開催や産業文化祭、体育祭、コンサートのあり方については、新市の融和とあ
わせまして検討をしてまいります。事業の規模、予算、参集範囲、交通の利便、開催の時期などにつきましては十分に
検討しなければなりませんけれども、産業文化祭などは、ご提言のとおり、各町持ち回りも一つの方法であろうという
ふうに思っております。また、各町で行っている最重要イベントにつきましては、従来どおり継続し、地域住民に参加
していただきたいと思っております。また、体育祭、コンサート等につきましても、開催方法、集客について、最小の
経費で最大の効果を得る事業の運営につきましては、いずれ観光協会も合併をいたします、８月をめどに進んでおるよ
うですけれども、その協会とも連携をいたしまして、研究、検討を進めてまいりたいと思っております。
　以上、答弁とさせていただきます。
○森総務企画部長　松山議員の３点目、例規集のＩＴ化についてのご質問にお答えをいたしたいと思います。
　現在本市では、合併に伴いまして、本庁及び各支所を含め、職員の業務用端末についてはネットワークで結ばれてお
りまして、グループウエアというシステムを通じてさまざまな情報をすべての職員が共有することができる機構をとっ
ております。
　例規集につきましては、既にグループウエアに組み入れ、すべての端末で閲覧、検索が可能といたしております。た
だし、加除式の例規集につきましても、従来の運用方法や持ち出しの点で利点もありますので、現在のところ課長補佐
以上に配付をいたしておりますが、将来的にはその数を減らすことを検討いたしております。
　なお、インターネットによる住民からの例規閲覧につきましては、ハード面の整備がさらに必要になるため、今後経
費的な面も含めて検討してまいりたいと考えております。
　続きまして、４点目、職員の配置と人事異動についてでありますが、議員ご指摘のような問題が生じている部署が出
ております。その対策といたしまして、課内の事務の見直し、また事務の繁忙な時期に対し、各支所との協力体制によ
り業務を進めることといたしておりますので、よろしくお願いいたしまして、答弁とさせていただきます。
○大森産業部長　続きまして、松山議員の５番目のご質問にお答えをいたします。
　日銀によります金融経済の見通しは、景気は回復傾向にあり、生産活動や企業収益からの好影響が雇用面にも及んで
いると見解を発表しておるところでございます。日本経団連の発表でも、大手企業の夏のボーナスは昨年比３．３％増
となり、業績の回復が反映されております。四国経済産業局でも、緩やかな持ち直しの動きが見られるというふうに分
析をしておるようでございます。景気の回復を示す記事、ニュースが出るようになってまいりましたけれども、個人消
費は、百貨店、スーパーの低迷が続いており、回復の波及効果はいまだに実感できていないのが現状であります。
　そういった状況の中、地域の発展のため、産業の誘致をどう考えているかというご質問でございますけれども、近
年、５カ年でございますけれども、西予市ではわずかといいますか、３件の企業誘致が行われております。近年は、企
業が海外に盛んに進出をしております。中国を中心とする東南アジアと競合、これは人件費の問題で競合する企業の誘
致につきましては、これはよほどの特殊な事情が西予市に、魅力といいますか、そういうものがないとかなり困難な時
代になっているというふうに考えております。
　そういうふうな状況の中で、簡単に流出をしないのが技術ではないかというふうに考えております。その技術の中
に、農業、林業、そして水産業、これらを営む方にとっては相当な技術が私はあるというふうに感じておるところであ
ります。そういったことから、地域の資源、第１次産業のノウハウ、これが生産技術と考えておりますけれども、を活
用した産業おこし、企業誘致の検討も必要であると考えております。
　これはたとえですけれども、野村町に青汁工場がありますけれども、これは地域資源、ケールという作物でございま
すが、これがそこで生産をされるということ、それからそれをつくる技術、栽培技術、ノウハウといいますか、そうい
うものを有しているということがこの企業にとって魅力であったんではないかなというふうに考えております。それが
大きな要因であったんではないかなということを思っております。このことなどを参考に、若者定住のためにも、新た
な視点で企業誘致の研究を進めてまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○２番松山清君　いろいろとお答えいただきましてありがとうございました。
　もう一回ちょっと確認といいますか、さらにご質問したいんですけども、市庁舎ですが、これがただいまの答弁です
と、時期がいつぐらいになるのか、どれぐらいを目指しているのか、私は早急に取り組む必要がある、それはいろんな
検討課題がたくさんあるからだというふうな認識をしておるわけでございますが、これが大変注目されていることで、
全市民が、どうなっているんだろうということを今疑問に思っておるわけでございます。ですから、例えば３年後とか
５年後とかといってそのとおりできるかどうかはわかりませんけども、大体の指針といいますか、そこらをもう少し明
確に聞かせていただきたいと思っとるわけでございます。
　イベントの件につきましては、大変よい答弁をいただきまして、研究、検討をこれから進めるということでございま
すので、その成果に期待しておきたいと思っております。
　例規集のＩＴ化ということで、もう既に庁舎内では皆さん見られるというようなことでございますが、ぜひ私たち議
員もそれを利用させていただいて、見させてもらうようにご配慮いただければありがたいなと思うわけであります。ま
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た、インターネットにすることによって、私たちも家で見えたり、住民の方も見えるわけですので、ほかの近隣の先進
の自治体を参考いただいて、どういうふうにしたらできるのか、そこらも研究していただきたいと思っております。
　それから、企業の誘致の問題につきましては、私はいろいろと最近の経済新聞とかドキュメンタリーとかいろんなも
ん見ておりますと、やはりデジタル家電等の工場があるところはすごく活気があるわけでございまして、大変うらやま
しいなというような気持ちで最近の景気回復のニュースを見ております。そういった企業がなぜその町に来たのか、あ
るいは先ほどのちょっと答弁では、人件費が差があって企業の流出があるというふうなこともおっしゃられておりまし
たけど、それはもう一昔前の話で、今は技術の集積といいますか、目まぐるしい技術の発展によって、もう人件費の勝
負ではないような新たな産業が生じてきておるわけでございます。
　日本の産業構造もどんどん変化しており、海外流出というのとはまた別に、国内にとどまって産業を発展させてい
く、工場をつくっていくといったような動きも出ておるわけで、それに対してやはりアクションを起こさなくてはいけ
ない、企業誘致を進めなくてはいけない、私はそのように考えておるところでございますので、それもあわせて、また
企業を誘致していくということで調査をしっかりしていただきたい。
　特に、ずっと気になっとることですけど、永長と三瓶の方にいく山田の間にずっと以前から企業誘致をしておる広い
土地があるわけですが、そこの企業が結局建たないままずっと土地があいとるようなところがあるわけでございます。
そういったところを有効に利用するためにも、そこら辺での適正な企業を探したり、そういったところにアプローチし
たり、お願いしたりということを、こちらから運動をしておかないと、黙っておって来てくれるわけではございません
ので、そういったことも、西予市になってこれから若者の雇用の場を確保するためにも、積極的に、これまでとは違っ
て力を入れて取り組んでいただきたい、そう思うわけでございます。
○三好市長　松山議員の再質問についてお答えさせていただきます。
　この市庁舎の目指す時期をもう少し具体的にというご質問だと思いますけれども、これにつきましては、非常に中に
重要な問題をはらんでおると、このように思っております。といいますのは、この市庁舎をつくる段階で、総合支所方
式から本庁方式に変わる時期に考えなくてはいけないというような問題も含めてあろうかと思います。そういうことが
ありますので、その時期がいつごろになるかということで、まだまだ検討課題だということで最初のことを言わさせて
いただきましたけれども、私は今年度は、いわゆる議員の皆さんも私たちの行政側も、いわゆる西予市の基礎をつくる
年であると、このように思っておりますので、本年の段階で市庁舎の研究会等々、あるいは審議会でありますとか、あ
るいは特別委員会を立ち上げる時期ではまだないと、このように判断をしております。来年からそういう時期に入って
くる、このようなことは思っておりますが、本年度はまだ基礎固めの時期だと、このように判断しておる次第でござい
ます。
　企業誘致の問題でございますけれども、確かにデジタル家電の各会社の、日本の企業の力っていうのはすごいもんだ
と、このように思っておりますが、このような技術の集積をする、いわゆる知的産業については、なかなか西予市の方
に来るための、知的なそんだけの人員がおるかどうかっていうことについては、なかなか企業も来ないっていうのが実
態であろうかと、このように思っております。したがって、それ以外のすき間産業といいますか、地域の中でそれだけ
の力がある、それだけの、例えば海外の空洞化を招いとる、海外の進出をしなくてもできるような企業等々が、標準と
して私どもは企業誘致の対象企業として考えていかなくてはならないんではなかろうかと、このように思っとります
し、そのためには、各５町の、旧町の段階でありましたふるさと会、それぞれの地域の中心の都市で、東京や大阪、近
畿等にあるふるさと会の活用や、それぞれの企業等に活躍されとる出身地の方々ともいわゆる連携を取ることも考えな
くてはいけないと、このように思っとりますし、土地利用の問題につきましては、できたら、今あの農用地区域の除外
をしてそれだけの地位を、土地を構えとるもんでございますから、その活用ができるように進めていけばと、このよう
に思っております。
　以上でございます。
○２２番鍵原芳和君　お許しをいただきましたので、私は次の２点について質問をいたします。
　まず第１点は、ふるさとの豊かな自然環境を守り育てる林業の振興方策についてであります。これは、先ほど浅野議
員さんの質問と一部重複をいたしますが、お許しをいただきたいと思っております。
　西予市まちづくり計画中、活力に富む産業のまちづくりでは、森林は国土の豊かな自然を守る貴重な資源であり、本
地域のみならず、国や県を含めた総合的な施策に基づく整備保全が必要とされております。林業、木材産業を取り巻く
情勢は、長期にわたる木材価格の低迷と木材需要の伸び悩みの中で、森林所有者の経営意欲が減退をするとともに、過
疎と高齢化により担い手は減少し、管理の行き届かない森林や放置林が増加することが大変懸念をされているところで
あります。
　一方では、森林は国土の保全、水源の涵養等の公益的機能に対する期待が一層高まるとともに、地球温暖化の防止な
ど、地球環境の保全にも重要な役割を果たしており、県下の重要河川である肱川上流域全体の課題として、森林の整備
と保全に積極的に取り組んでいかなければなりません。愛媛県においても、森林居住環境整備事業を初め肱川の森づく
り事業など、積極的な林業振興対策を推進されているところであります。
　西予市全体の林野面積を見てみますと、約３万７，０００ヘクタール、うち民有林の人工林率は６７％、素材生産に
いたしまして生産量は約３万立方メートルと言われておりまして、宇和ヒノキに代表されますように、宇和、野村、城
川を中心として、戦後植栽された杉、檜の人工林が間伐や伐採期を迎えているところであります。
　そこで、適切な森林管理を進め、森林整備を推進していくために、引き続き林道作業道などの基盤整備が必要不可欠
であります。市内城川地域では、１ヘクタール当たり３０メートルの林道、作業道など路網の開設を目標に、以前から
行政の直営で、また数年前からは委託方式によりまして、林業会社へ大型機械、重機の運用を委託して基盤整備を重点
的に推進しておりますが、いまだ目標にはほど遠い状況にあります。作業の効率化や林業の低コスト化を図る上でも、
特に周辺部の林業経営者の要望は根強いものがあるわけでありますが、単独事業については合併時に調整するとのこと
で、周辺部の市民としては大変心配をし、不安を抱いておったわけでありますが、今回林業施設機械管理費の中で予算
計上をいただいておりまして、敬意を表するとともに安堵をいたしておるところであります。
　現行の林家の経営は、国や県の支援事業を活用し、さらに単独事業によって何とか経営が成り立っている現状であり
まして、今後とも総合的な振興策がぜひとも必要であります。今後市内全域の除伐や間伐等の森林整備を進め、優良材
生産に結びつけ、林業経営の安定化を図るためにも、林業総合整備事業や森林居住環境整備事業を初め、国、県の支援
事業を積極的に活用するとともに、路網整備と機械を組み合わせた現行の単独事業を継続して推進していくことがぜひ
とも必要と考えますが、今後の中・長期的な方策や考え方について、理事者の所見をお伺いをいたします。
　第２点は、一般職の職員の取り扱いで、特に職員の給料の格差是正についてであります。この問題は事務処理的な内
容で恐縮に思いますが、お許しをいただきたいと存じます。
　合併協定では、職員の給与については、適正化の観点からその基準を統一し、合併後５年をめどに給与の格差是正を
行うこととされております。給与に関する基準として、職務給の原則、均衡の原則、給与条例主義の原則が定められて
おりまして、給与決定の三原則と言われておるところであります。すなわち、その職務に必要とされる技能や職務遂行
の困難度等、職務の内容と責任に応ずるものでありまして、生計費並びに国や他の地方公共団体及び民間事業従事者の
給与とその他の事情を考慮して給与を定められるべきでありまして、それを決定する法形式が条例でありまして、その
ことから給与条例主義と言われているところであります。
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　合併当初でもあり、業務が煩雑、複雑化し、責任度合いが非常に大きくなりまして、特に管理部門に従事する職員に
おかれては、連日の深夜勤務も珍しいことではない、大変健康管理が心配されると見聞をいたしておるところでありま
す。社会経済情勢も依然として厳しい状況にあり、行政改革の推進は、国、地方を通ずる近々の問題ではありますが、
とりわけ地方自治体職員の給与のあり方については、住民の関心が高まる情勢にあります。給与の公表や組織・機構の
簡素、合理化とあわせて、定員管理の一層の適正化が要請をされているところであります。
　そういう状況の中で、平成１５年度の旧５町の国との比較を示しますラスパイレス指数を見てみますと、旧三瓶町が
９２．９、旧宇和町９２．０、旧野村町９０．３、旧明浜町８７．９、旧城川町８８．５となっておりまして、その高
低の格差は４．４ポイントとなっている状況であります。合併後、８級制から９級制への移行や職務階級の見直しで若
干の改善はなされておると理解をいたしておりますが、なお格差が大きいことは事実であります。通常の条例の運用に
は限界がありまして、短期間に格差を是正していくことは極めて困難であると考えております。
　合併当初でもありまして、新市建設計画との整合性をいかにとりながら市民の福祉向上を図っていくか、地域づくり
を、市長が言われるようにグローバルに考え、ローカルにどう展開していくかを最優先すべきであることは十分認識を
いたしておるところであります。労働基本権の制約、良好な労使関係の維持、職員の士気、生活への配慮、行政サービ
スの質の向上等、現下の社会経済情勢や厳しい財政事情、市民の世論の動向の諸事情を総合的に勘案され、適切な対処
をされたいと望むものでありますが、合併当初であります今こそ、合併協との確認の意味で申し上げますが、今後どの
ように格差是正をされていくご予定か、また協定書にありますように、５年をめどに達成可能かどうか、理事者の所見
をお伺いをいたします。
　以上、２点について私の質問を終わります。
○大森産業部長　それでは、鍵原議員のご質問にお答えをいたします。
　ふるさとの豊かな自然環境を守り育てる林業の振興方策についてでありますが、当市の豊かな森林と水資源など公益
的機能を将来に引き継いでいくためには、適正な維持管理を図っていくことが必要であります。また、林業木材の活性
化を推進するための林道、作業道などの充実はもとより、高性能機械の導入による低コスト化の促進を図ることが重要
であると思っております。
　ご質問要旨の重機の運用につきましては、旧城川町が所有し、農林業の基盤整備用として地域に活用されてきたもの
であり、市になりましても、地域の発展に必要不可欠であると考えております。運用につきましては、機械使用規程等
に基づき、引き続き第三セクター株式会社エフシーに運用をいたすこととし、効率的な運用を図ってまいりたいと考え
ております。
　なお、長期的な方策につきましては、全市域のこととして、行政、森林組合、木材業の関係者で構成する西予市林財
業振興会等と連携しながら、今後の市産業振興の方策と位置づけ、検討をしてまいりたいと思っております。
　以上、答弁とさせていただきます。
○森総務企画部長　鍵原議員の２点目、一般職の職員の身分の取り扱いで、特に職員の給料の格差是正についてであり
ますが、このことにつきましては、ご承知のとおり、合併協定の中で格差是正を合併後５年をめどに行うとなっており
ます。あくまでもめどという考えですが、その方向で努力をしていきたいと考えております。
　是正方法につきましては、このような財政状況ですのでなかなか大変であり、今ここで具体的に申し上げることはで
きませんが、職員の士気の低下を招かないよう、総合的な見地の中で格差是正計画を今後具体的に進めてまいりたいと
存じます。
　以上で答弁を終わります。
○２２番鍵原芳和君　林業振興についてでありますが、特に、旧町からの財産の持ち寄りで、大変市有林が広い面積が
できておると思うわけでありますが、全体的な面積は今承知しておりませんけれども、特に市有林の森林整備につい
て、今までも特に間伐等については積極的に推進をしてきておるところでありますけれども、今後ともこの市有林の整
備についても遺漏のないように取り組んでいただきたい、このように思っておるところであります。
　また、大変厳しい財政事情は十分承知をしておるところでありますが、給与の格差是正についても、決してこれは先
送りをする問題ではない、このように考えておりますので、大変厳しい財政事情でありますけれども、諸事情を勘案さ
れまして適切に対処されますことを重ねて要望いたしまして、私の質問を終わります。
○２６番山本安男君　平成１６年第１回定例議会におきまして質問の機会を得ましたので、通告に従い一般質問をさせ
ていただきます。
　本日まで合併の作業を一つ一つ積み上げられた職員の皆様、そして今回勇退されました議員、職員の皆様方に心から
感謝と敬意をあらわすものであります。
　今回の合併は、ゴールではなくて、市長の所信表明にもありましたように、より一層厳しい道のりのスタートである
ことは言うまでもありません。その意味から、私は行財政改革をしっかり行い、むだを省き、市民の皆様へのサービス
を基本にした安心、安全の市政の建設が今大切であると思うものであります。そういう意味を込めまして、２点ばかり
質問をさせていただきます。
　まず１点目は、通称シルバー人材センター、今回西予市におきましてはシルバーせいよという形で創立することにつ
いてお尋ねをいたします。
　既にシルバーせいよ会員募集要項にもありますように、市内定年退職後のメンバーでつくる公益的、公共的な団体
で、自主的な組織であると言われておりますが、他の市や町で行われているシルバー人材センターでは、市民の中でお
おむね６０歳以上の方の人材を登録して、市民の要望にこたえるための手足となって働いてあげ、配分金を支払う仕組
みであります。平成１４年の旧宇和町の定例議会におきまして、私は、三瓶町は既にシルバーを立ち上げておられまし
た、合併後はどのようになるのでしょうかとお尋ねをしておきましたが、今回既に、せんだって２１日にシルバーせい
よの募集及び会員入会説明会が本市において持たれました。どのような仕組みになるか、まずこれ１点お尋ねをしたい
と思います。
　そして、将来、各支所におきましてもシルバーせいよの立ち上げが必要であると思います。運営方法については、各
地のシルバー人材センターを取り入れている自治体を見てみますと、宇和オービーシステムのような仕事の内容で、そ
のまま他の市ではシルバー人材センターが担当されているということであります。大きな組織、会員の増加等になりま
すと、県、国からの助成金や支援も受けられて、運営内容にも力が入っていると言われております。宇和オービーシス
テムの未来をよく考えたときに、シルバーせいよの中に宇和オービーシステムの皆様も参画していただいて、公共的、
公益的な組織の中で運営していくことが最良であると私は思うものであります。定年後に生きがいを求めて働く意思の
ある市民、そして労力を要望する市民のお一人お一人のために開かれた内容のシルバーせいよの創設が必要であると思
います。関係各位及び三好市長のお考えをお聞かせください。
　２点目に、女性専門外来の設置についてお伺いをいたします。
　女性が生涯にわたって健康支援を推進する上から、女性専門外来の設置が各地で注目をされております。既に八幡浜
もゴーサインが出たらしいんですけども、公明党県女性局では、女性が安心して受ける医療、女性専門外来の設置を求
める署名運動を行いまして、愛媛県下７万人の署名を集め、加戸知事に提出した経緯がございます。加戸知事におきま
しては、前向きに努力するとのお話で、女性医師が女性を診る大切さを理解されているように思います。女性が心身と
もに安心して受診できる医療体制の早期実現をご提案するものでございます。三好市長並びに関係各位の皆様のお考え
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をお伺いいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。
○松本生活福祉部長　それでは、山本安男議員のご質問にお答えをいたします。
　私の方からは、１点目のシルバー人材センターについてご答弁をさせていただきます。
　シルバー人材センターにつきましては、昭和５０年、東京都において高齢者事業団として創設されたのが最初であり
ます。愛媛県下におきましては、昭和５８年に今治市におきまして産声を上げ、現在２６団体が設立をいたしておりま
す。
　シルバー事業は、自主、自立、共同、共助を理念に、急速な人口高齢化の中で発想された新しい就業システムであり
まして、自己の就業能力を活用し、みずからの生きがいの充実や社会参加を希望する現役をリタイヤした高齢者に対し
て、臨時的、短期的な仕事を把握して提供する高齢者の自主的かつ公益的な団体であります。一定規模を超えるものに
つきましては、知事の指定を受け、国、県からも支援されることになっております。
　ご質問の中にもありますように、西予市では平成１２年１１月、当時の三瓶町社会福祉協議会が呼びかけを行いまし
て会員を募り、独立した団体としてシルバー三瓶が創設されました。社会福祉協議会の合併協議でシルバーせいよと名
称を変更し、新たに市内全域を対象とした組織として位置づけられましたので、会員を募集するため、今月２１日から
２４日まで全地区で説明会を開いたところであり、山本議員を含め５１名の方が参加されたと聞いております。合併後
の対応でありますが、この団体は市町村単位で１団体しか認められておりませんので、現在のシルバーせいよが市内全
域をカバーしていくことになるだろうと考えております。
　余談になりますが、既にシルバーせいよは、前身のシルバー三瓶として活動をしていた平成１５年度の補助金として
２３７万円を交付しており、本年度平成１６年度の補助金として３００万円を予定いたしておりますので、３年間に限
った補助金となっておるため、残りの補助は１年分のみとなっております。したがって、平成１８年度以降のシルバー
の運営は、受託収益の７％をシルバーせいよが徴収することになっていますので、その資金と会員による会費をもとに
運営をしていくことになっております。
　なお、宇和のオービーシステムは、法人化されていると聞いておりますので、団体としての合流は不可能であると思
いますが、個人が活動趣旨に賛同して加入することは可能であるだろうと考えております。
　以上、１点目のご答弁とさせていただきます。
○上甲病院総括事務長　山本議員の女性専用外来設置についてお答えいたします。
　今年より、新たな医師に医師免許習得後２年間の医療研修が義務化され、医師の確保が一層厳しい状況になっており
ます。医師の確保には全力で取り組んでおりますが、まだまだ医師不足の解消には時間がかかるものと思われます。
　女性の専用外来の設置に当たっては、こういった人的な問題、それからスペースの問題、診療時間のバランスの問
題、経営上の問題など、いろんな問題があることをご理解いただき、今後の検討課題にしたいと考えます。
　なお、今年６月から野村病院に医師の異動により内科に女性医師が配属がありました。患者さんの受診希望があれ
ば、女性医師による診療を行っておりますので、ご利用いただければと思います。
　以上でございます。
○２６番山本安男君　１点目のシルバー人材センターの設置、三瓶の合併の働きによりまして、今回シルバー三瓶をシ
ルバーせいよに切りかえて、西予市全体にその波及ができるという、本当にうれしい、５倍に膨らんだ私は気持ちでい
っぱいでございますが、宇和町ではそれが今まで立ち上がりができませんでした、２度ばかり質問をさせていただきま
したけれども。公共的な、公序的な、かゆいところに手が届くということわざがありますけれども、本当に障子の張り
かえから庭の草引き、そういった高齢化が進みますと、お金はあるけれども専門家を雇うまでも仕事はない、そういっ
た中でのシルバーの存在が生かされてくるわけでございます。そういった中で、三瓶の皆様方には本当に早くからこう
いった制度を取り入れていただいて、合併と同時に西予市内にここの波及が広まること、本当に喜んでいる一人でござ
います。
　内容的には、運営も説明をいただきましたが、シルバー人材センターの仕事、ソフト面、ハード面、いろいろありま
すけれども、でき得れば私は、あえて言わせていただきますと、オービーシステムの立ち上がった経緯からいいます
と、もう既に時代おくれの、市長が、庁舎が、また市が企業体を抱えて、天下り的な要素を含んだ内容の、公的資金を
活用しながらの運用、その利潤を見ながら活用されている経過報告もありますけれども、そういった中で、今回シルバ
ーが抱えられる仕事の容量ともどもにそのメンバーで立ち上げていただければ、なお重層的な、ソフト面、ハード面抱
えた完璧な私はシルバー西予が立ち上がる、このように思っているわけでございます。他のオービーの皆さん方の優遇
処置、これだけではなくて、本当に開かれた内容の、雇用関係ではありませんので、そういったシステムを立ち上げる
ことが私は今急務であると思いますが、最後に市長さんの考えをお願いいたします。
○三好市長　山本議員のシルバー人材関係の問題についてお答えしたいと思います。
　旧宇和町の段階で、山本議員がたびたびご質問があったことも私もここへ知っておりますし、そういう熱い思いが今
回のご質問になったと、このように解釈しております。そういう意味では、西予市のシルバーセンターができたことは
有意義なものだと議員も思われておるし、私もそのように思っております。
　それで、オービーシステムの問題でございますけれども、これは既に１個の株式会社としてオービーシステムが機能
しておりまして、シルバー人材センターとちょっと趣を異にした段階になっております。オービーシステム自身が、既
にシルバーだけではなしに、それぞれの雇用の場としての会社になっております。そういうことのまずご理解をいただ
いたらと思いますし、地方自治法上で言う、いわゆる２分の１、市がその株式を取得しておりますから、市からの受託
を受けれる、委託はされる、いわゆる準公的な関係にも存在しておりますけれども、そういう会社になっておることも
ご理解いただきたいと思います。
　以上です。
○議長　以上で一般質問を終結といたします。
　以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
　本日はこれにて散会いたします。
　次回は７月７日午後２時３０分から会議を開きます。
　ご苦労さまでした。
　　散会　午後２時５５分
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　　　　　　　 平成１６年第１回西予市議会定例会会議録（第４号）
１．招 集 年 月 日　　平成１６年７月７日
１．招 集 の 場 所　　西予市議会議場
１．開　　　　　議　　平成１６年７月７日　午後３時００分
１．閉　　　　　会　　平成１６月７日７日　午後４時２８分
１．出　席　議　員
　　　　１番　　田　中　　　剛　　　　　　　　　２番　　松　山　　　清
　　　　３番　　宇都宮　明　宏　　　　　　　　　４番　　松　島　義　幸
　　　　５番　　元　親　孝　志　　　　　　　　　６番　　嶋　川　武　文
　　　　７番　　沖　野　健　三　　　　　　　　　８番　　森　川　一　義
　　　　９番　　亀　井　秀　男　　　　　　　　１０番　　名　本　修　三
　　　１１番　　河　野　作　生　　　　　　　　１２番　　藤　井　朝　廣
　　　１３番　　浅　野　泰　義　　　　　　　　１４番　　浅　野　忠　昭
　　　１５番　　三　好　幸　夫　　　　　　　　１６番　　岡　山　清　秋
　　　１７番　　酒　井　宇之吉　　　　　　　　１８番　　兵　頭　　　勇
　　　１９番　　山　本　英　男　　　　　　　　２０番　　山　本　昭　義
　　　２１番　　梅　川　光　俊　　　　　　　　２２番　　鍵　原　芳　和
　　　２３番　　菊　地　ミスギ　　　　　　　　２４番　　宇都宮　二　朗
　　　２５番　　岡　田　周　三　　　　　　　　２６番　　山　本　安　男
　　　２７番　　平　野　武　男　　　　　　　　２８番　　大　竹　忠　盛
　　　２９番　　二　宮　　　元　　　　　　　　３０番　　坂　本　隆　重
　　　３１番　　浅　野　豊　重
１．欠　席　議　員
　　　　な　　し
１．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名
　　　市　　　　　長　　三　好　幹　二　　　　　助　　　　　役　　別　宮　　　靜
　　　収　　入　　役　　三　好　藤　冶　　　　　教　　育　　長　　二　宮　宇　明
　　　総務企画部長　　  森　　　英　二　　　　　建　設　部　長　　安　藤　芳　夫
　　　産　業　部　長　　大　森　俊　彦　　　　　生活福祉部長　  　松　本　正　志
　　　教　育　部　長　　河　野　豊　昭　　　　　明浜総合支所長　　小　玉　岩　康
　　　野村総合支所長　　森　　　一　夫　　　　　城川総合支所長　　九　鬼　則　夫
　　　三瓶総合支所長　　山　本　正　男　　　　　病院総括事務長　　上　甲　福　重
　　　消防本部消防長　　荒　井　安　憲　　　　　総　務　課　長　　炭　倉　貞　明
　　　財　政　課　長　　清　水　忠　夫　　　　　企画調整課長　　　清　水　享　司
１．本会議に職務のため出席した者の職氏名
　　　事　務　局　長　　吉　良　孝　一　　　　　議　事　係　長　　井　上　千　浪
１．議　事　日　程　　  別紙のとおり
１．会議に付した事件　　別紙のとおり
１．会 議 の 経 過　　  別紙のとおり

議　　事　　日　　程
　　１　議案第　２１号　西予市議会政務調査費の交付に関する条例制定について
　　　　議案第　２２号　西予市総合計画審議会条例制定について
　　　　議案第　２３号　西予市城川町特定農山村地域活性化推進基金条例制定について
　　　　議案第　２４号　西予市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について
　　　　議案第　２５号　西予市水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例制定について
　　　　議案第　２６号　西予市簡易水道及び愛媛県条例水道の設置に関する条例の一部を改正する条例制定について
　　　　議案第　２７号　西予市過疎地域自立促進計画の策定について
　　　　議案第　２８号　平成１６年度西予市一般会計予算
　　　　議案第　２９号　平成１６年度西予市授産場特別会計予算
　　　　議案第　３０号　平成１６年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算
　　　　議案第　３１号　平成１６年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計予算
　　　　議案第　３２号　平成１６年度西予市国民健康保険特別会計予算
　　　　議案第　３３号　平成１６年度西予市老人保健特別会計予算
　　　　議案第　３４号　平成１６年度西予市介護保険特別会計予算
　　　　議案第　３５号　平成１６年度西予市港湾整備事業特別会計予算
　　　　議案第　３６号　平成１６年度西予市簡易水道事業特別会計予算
　　　　議案第　３７号　平成１６年度西予市農業集落排水事業特別会計予算
　　　　議案第　３８号　平成１６年度西予市公共下水道事業特別会計予算
　　　　議案第　３９号　平成１６年度西予市上水道事業会計予算
　　　　議案第　４０号　平成１６年度西予市病院事業会計予算
　　　　議案第　４１号　平成１６年度西予市野村介護老人保健施設事業会計予算
　　　　請願第　　１号　西予市の工事に関する政治倫理条例制定を求める請願書
　　　　陳情第　　１号　非核平和自治体宣言を求める陳情書
　　　　陳情第　　２号　市道知野～龍徳線の「龍徳橋」の架け替え並びに道路改良について
　　　　陳情第　　３号　地方分権を確立するための真の三位一体改革の実現を求める意見書の提出について
　　　　陳情第　　４号　義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書の提出について
　　２　　　　　　　　　常任委員会における所管事務の継続審査について
　追加　議案第　４２号　愛媛県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び組合規約の変更につ
いて
　追加　議案第　４３号　愛媛県消防団員等災害補償退職報奨金組合を組織する地方公共団体の数の減少について
　追加　議案第　４４号　愛媛県市町村交通災害共済組合規約の変更について
　追加　議案第　４５号　愛媛県町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について
　追加　議案第　４６号　西予市野村町エコセンター新築工事請負契約について
　追加　決議案第　１号　非核平和都市宣言決議について
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　追加　意見書案第１号　地方分権を確立するための真の三位一体改革の実現を求める意見書（案）の提出について
　追加　意見書案第２号　義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書（案）の提出について
　追加　　　　　　　　　議員派遣の件について

本日の会議に付した事件
　　１　議案第　２１号　西予市議会政務調査費の交付に関する条例制定について
　　　　議案第　２２号　西予市総合計画審議会条例制定について
　　　　議案第　２３号　西予市城川町特定農山村地域活性化推進基金条例制定について
　　　　議案第　２４号　西予市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について
　　　　議案第　２５号　西予市水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例制定について
　　　　議案第　２６号　西予市簡易水道及び愛媛県条例水道の設置に関する条例の一部を改正する条例制定について
　　　　議案第　２７号　西予市過疎地域自立促進計画の策定について
　　　　議案第　２８号　平成１６年度西予市一般会計予算
　　　　議案第　２９号　平成１６年度西予市授産場特別会計予算
　　　　議案第　３０号　平成１６年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算
　　　　議案第　３１号　平成１６年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計予算
　　　　議案第　３２号　平成１６年度西予市国民健康保険特別会計予算
　　　　議案第　３３号　平成１６年度西予市老人保健特別会計予算
　　　　議案第　３４号　平成１６年度西予市介護保険特別会計予算
　　　　議案第　３５号　平成１６年度西予市港湾整備事業特別会計予算
　　　　議案第　３６号　平成１６年度西予市簡易水道事業特別会計予算
　　　　議案第　３７号　平成１６年度西予市農業集落排水事業特別会計予算
　　　　議案第　３８号　平成１６年度西予市公共下水道事業特別会計予算
　　　　議案第　３９号　平成１６年度西予市上水道事業会計予算
　　　　議案第　４０号　平成１６年度西予市病院事業会計予算
　　　　議案第　４１号　平成１６年度西予市野村介護老人保健施設事業会計予算
　　　　請願第　　１号　西予市の工事に関する政治倫理条例制定を求める請願書
　　　　陳情第　　１号　非核平和自治体宣言を求める陳情書
　　　　陳情第　　２号　市道知野～龍徳線の「龍徳橋」の架け替え並びに道路改良について
　　　　陳情第　　３号　地方分権を確立するための真の三位一体改革の実現を求める意見書の提出について
　　　　陳情第　　４号　義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書の提出について
　　２　　　　　　　　　常任委員会における所管事務の継続審査について
　追加　議案第　４２号　愛媛県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び組合規約の変更につ
いて
　追加　議案第　４３号　愛媛県消防団員等災害補償退職報奨金組合を組織する地方公共団体の数の減少について
　追加　議案第　４４号　愛媛県市町村交通災害共済組合規約の変更について
　追加　議案第　４５号　愛媛県町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について
　追加　議案第　４６号　西予市野村町エコセンター新築工事請負契約について
　追加　決議案第　１号　非核平和都市宣言決議について
　追加　意見書案第１号　地方分権を確立するための真の三位一体改革の実現を求める意見書（案）の提出について
　追加　意見書案第２号　義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書（案）の提出について
　追加　　　　　　　　　議員派遣の件について

　　開議　午後３時００分
○議長　ただいまの出席議員は３１名であります。これより本日の会議を開きます。
　本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりであります。
　　（日程１）
○議長　議案第２１号「西予市議会政務調査費の交付に関する条例制定について」から議案第４１号「平成１６年度西
予市野村介護老人保健施設事業会計予算」についてまでの２１件と請願、陳情５件を一括議題といたします。
　各委員会における審査の経過と結果について、各常任委員長の報告を求めます。
○浅野泰義総務常任委員長　それでは、総務常任委員会の報告を申し上げます。
　お手元に総務常任委員会の報告書が配付されておると思いますが、朗読をもって報告とかえさせていただきます。
　去る６月２４日の本会議におきまして、当常任委員会に付託を受けました議案第２１号「西予市議会政務調査費の交
付に関する条例制定について」、議案第２２号「西予市総合計画審議会条例制定について」、議案第２７号「西予市過
疎地域自立促進計画の策定について」、議案第２８号「平成１６年度西予市一般会計予算」の当委員会所管分、議案第
３１号「平成１６年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計予算」、請願第１号「西予市の工事に関する政治倫理条例制
定を求める請願書」、陳情第１号「非核平和自治体宣言を求める陳情書」、陳情第３号「地方分権を確立するための真
の三位一体改革の実現を求める意見書の提出について」、また陳情第４号「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意
見書の提出について」を６月２８日から５日間にわたり、委員と関係部課長の出席を得て、細部の内容説明の聴取や現
地調査を実施し、慎重に審議を行いました。
　なお、委員会最終日の７月２日には市長、助役、収入役、教育長の出席を得、総括的な意見や要望を述べ、理事者の
所見を伺いましたので、その概要についてご報告を申し上げます。
　まず、議案第２１号「西予市議会政務調査費の交付に関する条例制定について」は、市議会議員の政策立案能力や議
会の審査能力の強化、調査基盤の充実を図る観点から条例制定が必要であるとの意見で一致し、原案のとおり可決決定
いたしました。
　次に、議案第２２号「西予市総合計画審議会条例制定について」は、計画策定に当たり審議会を設置し、幅広く意見
を求める必要があるとの見解から、原案のとおり可決決定をいたしました。
　議案第２７号「西予市過疎地域自立促進計画の策定について」は、過疎地域自立促進計画を策定し、総合的かつ計画
的な対策を実施するために必要なものであり、原案のとおり可決決定をいたしました。
　議案第２８号「平成１６年度西予市一般会計予算」の当委員会所管分について、理事者へ総括的なこととして４点の
要望や意見を述べました。
　１点目といたしまして、予算計上の際に各総合支所の要求を取りまとめた内容が整備されていないところが見受けら
れたため、次回から系統的な整理を要望いたしました。
　２点目といたしまして、厳しい財政事情であることから、委託料、負担金等の項目ごとに内容や性質をよく精査した
上で民間の競争の原理を生かして、低コストで最大の効果が得られる事務処理を求めました。
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　３点目として、今回の審査で補助金、委託料、負担金、事業内容等から旧町間の調整ができていないと判断できると
ころがあり、いつごろまでに平準化に向けた調整を行うかの意見を求めました。
　４点目といたしまして、財政難解消のために国、県等への陳情など最大限の努力を財源確保に努めていただくことを
要望をいたしました。要望や意見に対し三好市長からは、厳しい財政事情であることから、低コストで最大の効果が得
られる事務の遂行は当然のことであり、むだを省いた効率的な予算の執行に努めるとともに、できれば９月定例会の中
で決算審査ができる体制づくりを行い、その中で出された意見に基づき、新年度予算編成を考えていきたい。また、未
調整事項については、現実問題として一つ一つ解決していきたいとの旨の回答がありました。
　次に、各担当所管分に対する要望や意見を審議順に申し上げます。
　最初に、学校教育課所管分でありますが、３点について述べました。
　１点目として、児童・生徒の海外派遣について、旧町間において派遣先、個人負担の内容、参加人数の違いがあり、
調整が必要ではないか。
　２点目として、学校給食においてセンター方式と自校方式では１人当たりの経費にかなりの差が出ており、地産地消
の問題も含めてどのように取り組むお考えであるか。
　３点目として、学校建築に関して魚成小学校では、維持管理費用の問題から鉄筋コンクリートづくりで木造をふんだ
んに取り入れた内容と聞きますが、県の施設においても木造建築のよさを優先させたところもあり、木材振興の観点か
らも木造建築を取り入れる考えはないか。
　二宮教育長からは、未調整事項については来年度の予算編成までに調整を行う。学校給食における地産地消の問題
は、自校方式では実施できているが、センター方式の場合は大量に扱うことから、難しい部分がある。学校建築に関し
ては一長一短あるが、経費や維持管理費の面から考えると、鉄筋コンクリートづくりでいろいろな方法によって木材の
よさを取り入れた方法を考えていると回答がございました。
　二宮教育長の回答に対し、学校給食に地域食材の活用と学校建築に対し地域の２０年、３０年後の生徒数の動向を含
めた総合計画を立ててから、木造か鉄筋コンクリートづくりかの決定をしてもよいのではないかという意見も出されま
した。
　次に、生涯学習課所管分について申し上げます。
　婦人会組織の組織離れや婦人会への未加入の問題が問われている中で、婦人会組織を新たに立ち上げれば応分の補助
金を交付する考えがおありなのか。
　二宮教育長からは、市の婦人会連合組織に加入された場合、今年度については各町へ配当している予算の範囲内での
交付となりますが、来年度以降については全体予算があるため、若干補助金額が下がるかもしれないが、交付する考え
であると回答がございました。
　次に、文化体育振興課所管分について申し上げます。
　体育施設の使用料については、合併協議会の中で調整方針が出ているが、旧町単位で使用頻度にかなりの差があり、
その割合に応じて使用料を多少考慮する考えはないか。
　二宮教育長からは、体育施設の使用については来年度までいろいろな意見を伺い、検討していく考えであるとの回答
がございました。
　次に、企画調整課所管分について申し上げます。
　１点目として、コミュニティー関係の補助金については、３年以内に調整する方針となっているが、早い段階で調整
方針を打ち出していただきたい。
　２点目として、バス路線の廃止に伴い、バス会社やタクシー会社への委託、福祉バスといろいろな方法で市民の足を
確保している一方で、今後も財政的にかなりの負担が懸念される。市全体の総合計画の中で、市民の足の確保と財政運
営の調和がとれた計画の策定をお願いしたい。あわせて、明浜・三瓶間の路線のことも含めて検討していただきたい。
　要望や意見に対し三好市長からは、自治会と行政は対等な立場であり、補助金の形ではなく、行政が自治会へいろい
ろな業務を依頼して支出している委託料のあり方を今後十分検討していく必要がある。バス路線の廃止問題については
重要問題であり、例えば１０人乗りバスを購入して地域で運営できないものかなど、財政的なことや利用者数等を含め
て総体的にいろいろな方法を検討していく必要がある旨の回答がありました。
　回答に対し、バス路線の廃止問題は、現在の直営から委託への申し入れなどさまざまな問題を含んでおり、地元企業
を視野に入れた総体的な検討の要望を行いました。
　次に、情報推進課所管分について申し上げます。
　テレビ受信の難視聴地域や携帯電話の不通地域の解消のため、ＣＡテレビの普及や有利な補助事業を活用して、速や
かに解消に向けた検討の要望をいたしました。
　次に、財政課所管分について申し上げます。
　１点目として、財政調整基金について旧町から持ち寄った標準財政規模の１０％以上の中には、旧町で目的がありな
がら実施できなかった事業の実施に充当するために、持ち寄りの額の上に上乗せして持ち寄った部分もあるが、この上
乗せした部分を旧町のその目的のために優先的に基金を使用する考えはないか。
　２点目といたしまして、財政シミュレーションが合併協議の時期では想定できなかった状況になっているため、再検
討されたい。
　三好市長からは、財政調整基金の使途については旧町限定とすることによって、同じような問題が新たに起きる可能
性があるため、配慮させていただきますとのことでございます。
　財政シミュレーションについては、状況が大きく変わってきており、建設計画の見直しがよいのか、あるいは市の総
合計画の中で考えていくことがよいのかを検討課題としたい旨の回答がございました。
　次に、税務課所管分について申し上げます。
　１点目といたしまして、納税組合の廃止に伴い収納率の低下が懸念されるため、収納率向上の強化策を講じるお考え
はないか。
　２点目といたしまして、土地を地元提供で実施してきた町道や農道等で道路になった部分が未登記のところがあり、
道路部分について固定資産税や国保税の課税対象になっていることから市民からの苦情が出ているところもあるため、
解決策の検討と登記事務の一本化によって効率的な事務処理の要望を行いました。
　三好市長からは、納税組合の廃止による影響もあって、収納率が下がっていることも確かであり、納税意識を高める
とともに厳しい徴収や悪質者に対しては差し押さえも検討していく。あわせて、県と市町村が徴収機構を立ち上げする
動きもあり、徴収機構に参加させていただく考えである旨の回答がございました。
　最後に、消防本部所管分について申し上げます。
　消防署明浜出張所並びに城川出張所の救急体制について、地区住民から出ている２４時間体制の要望と財政事情の双
方を考慮した上でどのように対応する考えであるか。
　三好市長からは、地域住民にとっては大変な重要なことであるが、今後広域体制をとっていく流れになっており、そ
の体制がどうなるのかの動きや財政事情を勘案しながら検討していきたい旨の回答がございました。
　以上のとおり議案第２８号「平成１６年度西予市一般会計予算」について当委員会所管分の要望や意見を述べるとと
もに、原案のとおり全会一致で可決決定いたしました。
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　次に、議案第３１号「平成１６年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計予算」については、原案のとおり全会一致で
可決決定いたしました。
　次に、請願第１号「西予市の工事に関する政治倫理条例制定を求める請願書」については、請願の趣旨や経過の説明
を求めるため、森川一義紹介議員に出席を求め、慎重に審議をいたしました。
　その結果、この請願は工事に限定した政治倫理条例の制定を求める内容となっており、理事者、議員を含めた政治倫
理のあるべき姿を時間をかけて慎重かつ総体的に調査研究する必要があるとの判断から、全会一致で継続審議と決定を
いたしました。
　次に、陳情第１号「非核平和自治体宣言を求める陳情書」については、世界の恒久平和のために必要なことであり、
全会一致で原案のとおり採択をいたしました。
　次に、陳情第３号「地方分権を確立するための真の三位一体改革の実現を求める意見書の提出について」は、三位一
体の改革が地方経済や市町村の実情を十分に踏まえた内容で実施されることを求めるものであり、原案のとおり全会一
致で採択をいたしました。
　次に、陳情第４号「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書の提出について」は、市町村が特色のある教育を
推進するためには重要なことであり、原案のとおり全会一致で採択をいたしました。
　以上のとおり当委員会に付託されたすべての議案について、審査の経過並びに結果の報告をこれで終わらせていただ
きます。よろしくご賛同のほどをよろしくお願いを申し上げます。
　以上でございます。
○梅川光俊厚生常任委員長　平成１６年第１回定例会本会議におきまして当委員会に付託となりました全案件につきま
して、関係部長、課長、主幹の出席のもとでその審査をいたしましたので、審査経過並びに結果について報告を申し上
げたいと思います。
　なお、審査日につきましては、市民生活課に関する案件につきましては６月２８日、保健福祉課に関する案件につき
ましては６月２９日、両病院及びつくし苑につきましては６月３０日に審査を行いました。
　まず、議案第２４号「西予市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について」につきましては、地方税法の
改正に伴い、固定資産の長期譲渡と短期譲渡に係る保険税の一部を改正する条例であり、原案のとおり可決決定をいた
しました。
　議案第２８号「平成１６年度西予市一般会計予算」のうち厚生常任委員会所管分、市民生活課及び保健福祉課に関す
る予算について。
　まず、市民生活課からご報告をさせていただきます。少し金額が入りますが、お許しを願いたいと思います。
　２款の総務費、戸籍住民台帳費につきましては、この中の目玉といたしまして出産祝い金２，２５０万円が計上をさ
れております。１人につき１０万円の祝い金であります。
　４款の衛生費中、保健衛生費の繰出金、各診療所への繰出金、全部合わせまして１億４，８６４万４，０００円であ
ります。
　老人保健特別会計４億８，２２６万８，０００円、人権対策費中、人権対策協議会補助金１，０４８万円、合併浄化
槽設置整備事業補助金４，９８２万４，０００円の計上でありまして、１２７基を予定されております。
　清掃費の委託料６億９，９４３万６，０００円が主なものでありますが、あとに関しましては通常計上予算でありま
す。
　審査中に委員より特に意見がありましたので、その意見を申し述べさせていただきたいと思います。
　この費用の中で合併確認事項がありますけれども、ごみの減量化対策、節水対策、診療所の効率化、人件費の適正化
を図ってほしい。それと、予算のことではありませんけれども、委員会に説明をするときの全体的に説明資料の不足が
あるという分の中で、次から対応をしていただくということでお願いをいたしておりました。
　次に、保健福祉課について報告をいたします。
　３款の民生費中、１項の社会福祉費につきましては、各種委員会の費用弁償及び補助金が主なものでありまして、民
生委員費用、施設協会社会福祉協議会補助金在宅介護支援センター委託料、その他委託料で２億１，０８４万５，００
０円、敬老会補助金２，３３０万４，０００円等であります。
　扶助費、これは在宅寝たきり老人等の手当６，５９２万５，０００円があります。これは月２万５，０００円のとい
う手当の中の計上であります。あと繰出金、介護保険事業勘定に対して５億７，６４７万１，０００円、障害者福祉関
係補助金５億５，６２５万３，０００円、扶助費２億２，４７４万７，０００円、生活交通巡回バス、これは福祉バス
ということですが、１，１３７万７，０００円であります。児童福祉関係の扶助費１億１，０３９万円、児童措置費
中、保育園委託料４億５，７２９万１，０００円、扶助費１億７，０４６万円であります。生活保護費扶助費が５億１
０１万８，０００円、病院補助金が合計でいきまして１億４，９０９万７，０００円であります。これが宇和、野村の
分、両方であります。それから、あと宇和の分につきましては、投資及び出資金ということで５，８６１万４，０００
円の出資という形で出費がしてあります。
　委員からの意見といたしまして、敬老会のあり方等検討・協議をしてほしい、整理、調整、その辺について協議をし
てほしいというご意見がありました。
　それから、保育園等は民営化の方向で検討し、行政のスリム化及び保育料、生活保護費の適正化を図ってほしいとい
うご意見をいただいております。
　また、福祉バス及び他市営バスの運営について検討してほしいという意見も、他市営バスについては所管ではありま
せんけれども、その辺のご意見が出ておりますので、報告をいたしておきます。
　議案第２９号「平成１６年度西予市授産場特別会計予算」につきましては、三瓶町にあります授産場であり、生活保
護受給者が手袋製造に携わっております。繰入金と事業収入をもって運営している施設であります。
　委員の中から、当施設を運営する必要があるのかと厳しい意見がありましたけれども、生活保護対象者の支援事業で
ありまして、就業をする意味においても必要であるという結論でありました。
　次に、議案第３０号「平成１６年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算」について申し上げます。
　住宅新築資金等貸付事業前年度末残高１億３，２３４万５，０００円、今年度償還予定２，６４０万２，０００円の
見込みであります。今年度末残高といたしまして１億５９４万３，０００円という見込みとなっているということであ
ります。
　次に、議案第３２号「平成１６年度西予市国民健康保険特別会計予算」については、事業勘定の歳入歳出予算の総額
は５４億２，３６１万５，０００円の計上であります。診療所会計は７億１，７０４万９，０００円の運営でありま
す。そのうち一般会計からの繰入金は１億４，８６４万４，０００円であります。
　審査中の意見といたしまして、後に病院会計が出てまいりますが、病院会計と運営を精査し合理的運営、それと１次
医療と２次医療との合理化をすべきではないかという意見が出ております。
　また、議案ではありませんが、健康保険証のカード化を検討願いたいという意見が出ております。後でこの意見につ
きましては、一括して協議の事項の中でも報告をさせていただきたいと思います。
　次に、議案第３３号「平成１６年度西予市老人保健特別会計予算」について、予算総額７５億２，２７１万４，００
０円であり、一般会計繰入金４億８，２９５万１，０００円であります。交付金が４２億１，４２２万５，０００円、
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国庫負担金１７億８，２４９万５，０００円であります。ほかにつきましては、県負担金で運営ができております。
　次に、議案第３４号「平成１６年度西予市介護保険特別会計予算」については、西予市介護保険事業のほか明浜居宅
介護支援、明浜デイサービス、城川居宅介護支援、三瓶介護支援サービス、明浜特別養護老人ホームの予算でありまし
て、介護保険料が５億３，３５０万１，０００円、調整交付金３億３，５２５万１，０００円、国庫負担金７億５，５
２６万２，０００円、一般会計繰入金５億８，２６３万８，０００円、予算総額４１億５１１万１，０００円でありま
す。
　この件につきましては委員から、介護保険料の県内の対比と状況等が質疑がございました。基本的には、西予市は基
準額が３，１００円ということで、ほかの町よりは安くなっておるということがありました。
　それで、意見といたしまして、民営化の計画についての方向づけがありました。
　次に、議案第４０号「平成１６年度西予市病院事業会計予算」につきまして申し上げます。
　予算に関しては、一般会計の報告で申し上げたとおりでありますが、宇和病院が１４４床、野村病院１２０床の運営
であります。
　この中で委員の意見といたしまして、カルテの電子化の検討をしていただきたいなという話と、あと待ち時間等の対
策、サービス向上に関して民間の病院を見習うべきではないかという意見が出ております。
　最後になりましたけれども、議案第４１号「平成１６年度西予市野村介護老人保健施設事業会計予算」について申し
上げます。
　入所定員８０名で運営されており、予算総額４億１，１５５万２，０００円であります。
　今後のますますの運営努力をしてほしいという意見であります。
　以上、当委員会に付託されました２４号議案保険条例、２８号一般会計所管分、２９号授産場特別会計、３０号住宅
新築資金等貸付特別会計、３３号老人保健会計、３４号介護保険特別会計、４０号病院事業会計、４１号老人保健施設
会計、全議案とも満場一致をもちまして原案のとおり可決と決定をいたしましたので、報告を申し上げます。
　なお、初めてでございましたけれども、３理事者との委員会との協議場を設けていただきましたので、この件につき
ましても報告をさせていただきたいと思います。
　市民生活課の分で、合併協議会の確認事項の多くがサービスは高く、負担は低く合わせているが、整合性の方向につ
いてという分の中でありましたけれども、この件につきましては、基本的には受益者負担があるべきであろうと、それ
と補助金の分に関しましては、やっぱり見直すべき部分は見直して運営をしなければならんだろうというご意見をいた
だきました。
　あと霊柩車の利用補助金の見直しについてどうだという分がございました。これは精査をしますということで、同意
だというご返答をいただきました。
　あと健康保険証のカード化についてという分に関しては、これが住民サービスに寄与するんであるならば早期に対応
いたしたいという答弁をいただきました。
　各診療所の効率化について、これは１次医療、２次医療等を病院を中心とした診療体系にしたらどうかという質疑が
ありまして、その件につきましては同感であると、早急にその辺をできる限りの効率化の方向づけを持ってやっていき
たいというお答えをいただいております。
　あとすべての分におけるんですけれども、全課における人件費削減適正化、綱領について、これのご答弁に対しまし
ては、１０年間で適正の人員にするという分がなかなか難しいんではないかといういろんな分のお話がありましたが、
でき得るべくそれに沿いながら方向づけをきちっとつくっていきたいというお答えがありました。１０年間では全部そ
の中なかなかなっていくのは難しいんではないかという一つの答弁がありましたが、努力をする方向での答弁をいただ
きました。
　保健福祉課関係でありますけれども、敬老会のあり方については、いろんな不満とかいろんなむだとか、そういう分
があるんではないのかという質疑がありましたけれども、この件につきましては、各地域の自主性に任せて、その辺の
運営をスムーズ化する方がいいんではないかという方向のご答弁をいただきました。
　あと保育園等の施設の民営化についてと保育料とか生活保護費の精査という分が出ておりますけれども、この件につ
きましては、今県、国もやっておりますように、子育て支援策というものを含めながら、それを今の安い保育料という
方向へ合わせていって、子育てを支援すべきではないかという答弁をいただいております。
　あと４番目の福祉バス、代替バスという分に関しましては、代替バスに関しましては私んとこの所管ではありません
けれども、その辺を含めながら基本的には運営方法を検討したらという意見が出ておりましたけれども、それは交通弱
者対策ということで、基本的には総務常任委員長さんの報告にもありましたけれども、ＮＰＯとかそういう一つの新し
い体制の中で運営が持っていけたらいいのではないかというご答弁をいただきました。
　それから、病院関係ですが、カルテの電子化の検討については、早急に対応をしてみたいという方向づけでございま
す。
　それと、一番この中で病院関係でありましたのが、待ち時間の短縮、それと心のケア、それからサービス向上につい
て、この２点がございましたが、これは各施設の中でそういうことに職員に周知徹底を図りながら、よりよい病院経
営、患者対応に努めたいという方向でのお答えをいただきました。
　あとの協議をされた分も含めまして、委員長の報告を終わらせていただきます。よろしくお願いをいたします。
○松島義幸産業建設常任委員長　それでは、ただいまより産業建設常任委員会のご報告を申し上げます。
　今定例会におきまして当委員会に付託されました議案９件及び陳情１件につきまして、去る６月２８日から７月１日
までの４日間、関係者の出席を求め説明を聞くとともに現地調査を行うなど、慎重に審議を行いました。さらに、７月
２日には市長の出席を得て、総括的に当委員会としての意見並びに要望を述べ、これに対する理事者の所見を伺ったも
のであります。その審議の経過並びに結果についてご報告を申し上げます。
　まず、議案第２３号「西予市城川町特定農山村地域活性化推進基金条例制定について」、その詳細説明を求めたとこ
ろ、当基金が国、県、市それぞれ１３０万円ずつ計３９０万円の積み立てを行い、平成１６年度から３年間で実施する
ソフト事業であり、城川町地域における農林業の活性化を図ろうとするものであるとの回答がありました。
　それに対し委員より、まだ取り組んでいない町における事業実施の見通しについてただしたところ、当事業は今年度
で終わりであるが、高い補助率であることから、今後同様の事業が創設された場合には、要望を検討してまいりたいと
の回答がありました。
　検討の結果、全員異議なく原案のとおり可決決定いたしました。
　次に、議案第２５号「西予市水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例制定について」、議案第２６号「西
予市簡易水道及び愛媛県条例水道の設置に関する条例の一部を改正する条例制定について」は、検討の結果、全員異議
なく原案のとおり可決決定いたしました。
　次に、議案第２８号「平成１６年度西予市一般会計予算」のうち、当委員会に付託となりました予算について議題と
し、質疑に入りました。
　委員より、まず歳入、１６款繰入金、２項基金繰入金について、農林業関係各基金の積立残高に対する平成１６年度
取り崩し額及び残高は幾らになるのかをただしたところ、中山間ふるさと水と土保全基金繰入金については、各町積立
残高１，０００万円のうち今年度それぞれ５０万円繰り入れている。残額は合計４，７５０万円であるとの回答があり
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ました。
　また、他の基金についても後ほど資料の提示を受け、了承したものであります。
　次に、歳出に移り、まず６款農林水産業費、１項農業費、７目中山間地域等直接支払い制度事業費支払い交付金につ
いて、国において当制度の廃止、縮小が検討されていることについて市の対応をただしたところ、制度が廃止となった
場合、市単独で対応することは財政的に非常に困難な状況であることからも、国に対し強く継続を要望していきたいと
の回答がありました。
　次に、６款農林水産業費、３項水産業費、２目水産業振興費資金利子補給金について、借入資金の限度額、利子補給
率の増額の考えをただしたところ、漁業近代化資金制度は市の規定に基づき審査をし、経営状態を判断した上で貸し付
けるものであることから、直ちに対応はできないが、今後要望により検討をしてまいりたいとの回答がありました。
　次に、６款農林水産業費を通じて各種関係団体に対する補助金の積算根拠についてただしたところ、ＪＡを通じて支
払う補助金については、前年度対比８０％で予算計上しているとの回答がありました。
　さらに委員より、今後の補助金の見通しについてただしたところ、必要、不必要な補助金を精査し、今後は５町への
配分を平準化するのではなく、地域の特色に合った補助金のあり方を考慮していきたいとの回答がありました。
　これに対し、決算時のさらなる精査をお願いし、補助金が有効に利用されるよう要望をいたしました。
　次に、７款商工費、１項商工費、８目国際交流費におけるドイツ公演応援委員会補助金の計上理由についてただした
ところ、シーボルトの娘イネが宇和町に住んでいたことから、ドイツ・ヴュルツブルク市とは旧宇和町時代からの交流
がある。ことし市制１３００周年を迎えるヴュルツブルク市と発足１年目の西予市、そしてシーボルトと親交のあった
二宮敬作の生誕２００年、このめぐり合わせは大変意義深く、文化的価値の高いものであり、住民をも巻き込んだ交流
体制をとってまいりたいとの回答がありました。
　次に、８款土木費、１項土木管理費、３目法定外公共物の移譲手続について進捗状況をただしたところ、平成１６年
度末の市への移譲期限まで市内で残るは宇和町卯之町区域のみであり、他町は既に処理を完了しているとの回答があり
ました。
　次に、８款土木費、２項道路橋梁費、１目道路橋梁総務費における市道台帳整備委託料並びに道路台帳補正委託料の
内訳についてただしたところ、未整備の明浜町、城川町においては新規整備を行い、整備済みの宇和町、野村町、三瓶
町においては、既存台帳の補正を実施することにより、市としてデータの統一化を図るものであるとの回答がありまし
た。
　次に、８款土木費、６項住宅費、２目住宅建設費における明浜町で建設予定の住宅について、その使用等についてた
だしたところ、若者を対象に所得制限をなくし、共働き夫婦でも入居できるよう定住促進住宅として建設するものであ
るとの回答がありました。
　その他総括的な事項として、まず市発注工事の地元業者への配慮について考えをただしたところ、業者において生き
残りをかけている時代ではあるが、公共工事のあり方の問題もあり、企業体としてさらなる努力をしていただくととも
に、市としてもできる範囲で最大限の配慮を持って取り組みたいとの回答がありました。
　また、分離発注制度導入の考えについてただしたところ、県や他市でも導入が進んでおり、工事の規模により今後制
度の導入も検討していかなければならないとの回答がありました。
　以上、理事者の詳細な説明を受け、検討の結果、全員異議なく原案のとおり可決決定いたしました。
　次に、議案第３５号「平成１６年度西予市港湾整備事業特別会計予算」については、検討の結果、全員異議なく原案
のとおり可決決定いたしました。
　次に、議案第３６号「平成１６年度西予市簡易水道事業特別会計予算」については、役員報酬の内容をただしたとこ
ろ、宇和町内の１９の簡易水道組合との間に締結している委託規約に基づく役員５名分の報酬であるとの回答がありま
した。
　検討の結果、全員異議なく原案のとおり可決決定いたしました。
　次に、議案第３７号「平成１６年度西予市農業集落排水事業特別会計予算」については、合併浄化槽設置と農業集落
排水事業のすみ分けについてただしたところ、旧町において定めた下水道化基本構想計画に基づき、市の建設計画にお
いて事業推進をしている。大まかな区分としては、人家が点在した地区では合併浄化槽を、まとまりのある農家集落で
は農業集落排水の推進を考えているとの回答がありました。
　検討の結果、全員異議なく原案のとおり可決決定いたしました。
　次に、議案第３８号「平成１６年度西予市公共下水道事業特別会計予算」については、供用開始後の下水道使用料金
の調整について見解をただしたところ、受益者負担の原則を踏まえた上で慎重な検討を行う必要があるとの回答があり
ました。これを受け、委員会としましても調査研究を行い、下水道料金の調整に取り組んでいくと一致した次第であり
ます。
　検討の結果、全員異議なく原案のとおり可決決定いたしました。
　次に、議案第３９号「平成１６年度西予市上水道事業会計予算」については、各町における料金格差是正の見通しに
ついてただしたところ、理事者より、上水道は企業会計であり、受益者負担による独立採算が原則である。現時点で格
差是正のために一般会計から繰り入れを行うことは考えていないとの回答がありました。
　検討の結果、全員異議なく原案のとおり可決決定いたしました。
　次に、陳情第２号「市道知野～龍徳線の「龍徳橋」の架け替え並びに道路改良について」の審査結果についてご報告
を申し上げます。
　現地調査を行った結果、当橋梁は幅員が２．７メーターと狭い上、竣工から５０年が経過し、路面、欄干の老朽化が
著しく、車両の往来に危険を伴う状態と判断できます。また、市道につきましても、当集落における唯一の生活道であ
りますが、未改良部分が多く、通行に支障を来していると思われます。よって、委員会としましては陳情の趣旨を了と
し、採択することに決しました。
　以上で当委員会に付託となりました全案件に対する審査報告を終わります。よろしくご審議の上、適切な決定を賜り
ますようお願い申し上げます。
○議長　これより各委員長報告に対する質疑を行います。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長　以上で質疑を終結といたします。
　これより討論を行います。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長　以上で討論を終結といたします。
　お諮りいたします。
　この表決は起立によって行います。
　まず、議案第２１号から議案第４１号までの２１件を採決いたします。
　ただいまの委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
（賛成者起立）
○議長　ご着席ください。
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　起立多数です。よって、議案第２１号から議案第４１号までの２１件は原案のとおり決定いたしました。
　次に、請願、陳情についてを採決いたします。
　まず、陳情第１号から陳情第４号までは、委員長報告のとおり採択とすることに賛成の方はご起立願います。
（賛成者起立）
○議長　ご着席ください。
　起立多数です。よって、陳情第１号から陳情第４号までは、委員長報告のとおり採択とすることに決定いたしまし
た。
　次に、請願第１号については、委員長報告のとおり継続審査とすることに賛成の方はご起立願います。
（賛成者起立）
○議長　ご着席ください。
　起立多数です。よって、請願第１号については、委員長報告のとおり継続審査とすることに決定いたしました。
　　（日程２）
○議長　「常任委員会における所管事務の継続審査について」を議題といたします。
　各常任委員長から、地方自治法第１０９条第６項の規定により、平成１７年３月末日まで閉会中も各委員会の所管す
る事務全般について継続審査としたい旨の申し出があります。
　お諮りいたします。
　各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長　ご異議なしと認めます。各委員長の申し出の事件を閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。
　暫時休憩いたします。（休憩　午後３時５７分）
○議長　再開いたします。（再開　午後４時００分）
　お諮りいたします。
　ただいま市長から提出されました議案第４２号「愛媛県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少
及び組合規約の変更について」から議案第４６号「西予市野村町エコセンター新築工事請負契約について」までの５件
を本日の日程に追加し、議題といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長　ご異議なしと認めます。よって、５件の議案を本日の日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。
　　（追加）
○議長　議案第４２号「愛媛県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び組合規約の変更につい
て」から議案第４５号「愛媛県町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について」までの４件を一括議題といたし
ます。
　理事者の説明を求めます。
○森総務企画部長　議案第４２号「愛媛県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び組合規約の
変更について」、議案第４３号「愛媛県消防団員等災害補償退職報奨金組合を組織する地方公共団体の数の減少につい
て」、議案第４４号「愛媛県市町村交通災害共済組合規約の変更について」、議案第４５号「愛媛県町村議会議員公務
災害補償等組合規約の変更について」、一括して提案理由のご説明を申し上げます。
　平成１６年７月３１日をもって、久万町、面河村、美川村及び柳谷村が合併し、あわせて久万凶荒予備組合が解散す
るとともに、平成１６年８月１日から久万高原町が発足することに伴い、愛媛県市町村職員退職手当組合等関係一部事
務組合を組織する地方公共団体の数を減少させること及びその組合規約を改正することについて、市町村の合併の特例
に関する法律第９条の２第１項の規定により関係市町村の協議が必要となったことから、議会の議決を求めるものであ
ります。
　以上、４議案よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長　理事者の説明は終わりました。
　これより質疑を行います。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長　以上で質疑を終結といたします。
　お諮りいたします。
　議案第４２号から議案第４５号までの４件については、会議規則第３７条第２項の規定により委員会付託を省略した
いと思います。これにご異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長　ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。
　討論はございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長　討論なしと認めます。
　お諮りいたします。
　議案第４２号から議案第４５号までの４件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長　ご異議なしと認めます。よって、議案第４２号から議案第４５号までの４件は、原案のとおり決定いたしまし
た。
　議案第４６号「西予市野村町エコセンター新築工事請負契約について」を議題といたします。
　理事者の説明を求めます。
○大森産業部長　それでは、議案第４６号「西予市野村町エコセンター新築工事請負契約について」、提案理由のご説
明を申し上げます。
　本工事は、本会議初日に議決をいただきました野村町エコセンタープラント建設工事に併せ施工するものでありま
す。新規堆肥センター新築工事であります。
　新築する施設は、１次及び２次処理施設２，３４９．４平方メートル、乾燥処理施設で１，５８７．４平方メート
ル、袋詰め・ペレット製品貯蔵庫４２９平方メートル、管理棟５５平方メートル、総建築面積４，４２０．８平方メー
トルであります。
　去る７月２日に建設業者１０社による指名競争入札を執行いたしました結果、株式会社東部綜合建設代表取締役広瀬
徹氏が２億３，４１５万円で落札と決定し、工事請負仮契約を締結しましたので、議会の議決を求めるものでありま
す。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長　理事者の説明は終わりました。
　これより質疑を行います。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長　以上で質疑を終結といたします。
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　お諮りいたします。
　議案第４６号については委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長　ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。
　討論はございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長　討論なしと認めます。
　お諮りいたします。
　議案第４６号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長　ご異議なしと認めます。よって、議案第４６号は原案のとおり決定いたしました。
　暫時休憩いたします。（休憩　午後４時０７分）
○議長　再開いたします。（再開　午後４時１１分）
　お諮りいたします。
　ただいま浅野議員外２名から提出された決議案第１号「非核平和都市宣言決議について」、意見書案第１号「地方分
権を確立するための真の三位一体改革の実現を求める意見書（案）の提出について」、意見書案第２号「義務教育国庫
負担制度の堅持に関する意見書（案）の提出について」及び「議員派遣の件について」を本日の日程に追加し、議題と
いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長　ご異議なしと認めます。よって、４件を本日の日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。
　　（追加）
○議長　決議案第１号「非核平和都市宣言決議について」を議題といたします。
　事務局長をして朗読いたさせます。
○吉良事務局長　（朗読）
○議長　ただいま議題となっております本案は、会議規則第３７条第２項の規定により、提案理由の説明を省略するこ
とにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長　ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。
　討論はございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長　討論なしと認めます。
　お諮りいたします。
　この表決は起立によって行います。
　決議案第１号を決定することに賛成の方はご起立願います。
（賛成者起立）
○議長　ご着席ください。
　起立多数です。よって、決議案第１号は原案のとおり決定いたしました。
　意見書案第１号「地方分権を確立するための真の三位一体改革の実現を求める意見書（案）の提出について」を議題
といたします。
　事務局長をして朗読いたさせます。
○吉良事務局長　（朗読）
○議長　ただいま議題となっております本案は、会議規則第３７条第２項の規定により、提案理由の説明を省略するこ
とにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長　ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。
　討論はございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長　討論なしと認めます。
　お諮りいたします。
　この表決は起立によって行います。
　意見書案第１号を決定することに賛成の方はご起立をお願いいたします。
（賛成者起立）
○議長　ご着席ください。
　起立多数です。よって、意見書案第１号は原案のとおり決定いたしました。
　意見書案第２号「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書（案）の提出について」を議題といたします。
　事務局長をして朗読いたさせます。
○吉良事務局長　（朗読）
○議長　ただいま議題となっております本案は、会議規則第３７条第２項の規定により、提案理由の説明を省略するこ
とにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長　ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。
　討論はございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長　討論なしと認めます。
　お諮りいたします。
　この表決は起立によって行います。
　意見書案第２号を決定することに賛成の方はご起立をお願いいたします。
（賛成者起立）
○議長　ご着席ください。
　起立多数です。よって、意見書案第２号は原案のとおり決定いたしました。
　「議員派遣の件について」を議題といたします。
　お諮りいたします。
　お手元に配付いたしております本件を承認することにご異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長　ご異議なしと認めます。よって、「議員派遣の件について」は、本件のとおり承認することに決定いたしまし
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た。
　この際、お諮りいたします。
　ただいま決定をいたしました議員派遣の内容につきましては、諸般の事情により変更が生じる場合には議長に一任を
願いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長　ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。
　以上で全日程を終了いたしました。
　これをもって平成１６年第１回西予市議会定例会を閉会いたします。
　ご苦労さまでした。
　　閉会　午後４時２８分
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議案番号 件       名 議決年月日 議決結果 

議案第 ２０号 
野村町エコセンタープラント建設工事請負契約につい

て 
16.6.23 原案可決 

議案第 ２１号 
西予市議会政務調査費の交付に関する条例制定につい

て 
16.7.7 原案可決 

議案第 ２２号 西予市総合計画審議会条例制定について 16.7.7 原案可決 

議案第 ２３号 
西予市城川町特定農山村地域活性化推進基金条例制定

について 
16.7.7 原案可決 

議案第 ２４号 
西予市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定

について 
16.7.7 原案可決 

議案第 ２５号 
西予市水道事業の設置に関する条例の一部を改正する

条例制定について 
16.7.7 原案可決 

議案第 ２６号 
西予市簡易水道及び愛媛県条例水道の設置に関する条

例の一部を改正する条例制定について 
16.7.7 原案可決 

議案第 ２７号 西予市過疎地域自立促進計画の策定について 16.7.7 原案可決 

議案第 ２８号 平成１６年度西予市一般会計予算 16.7.7 原案可決 

議案第 ２９号 平成１６年度西予市授産場特別会計予算 16.7.7 原案可決 

議案第 ３０号 
平成１６年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会計

予算 
16.7.7 原案可決 

議案第 ３１号 平成１６年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計予算 16.7.7 原案可決 

議案第 ３２号 平成１６年度西予市国民健康保険特別会計予算 16.7.7 原案可決 

議案第 ３３号 平成１６年度西予市老人保健特別会計予算 16.7.7 原案可決 

議案第 ３４号 平成１６年度西予市介護保険特別会計予算 16.7.7 原案可決 

議案第 ３５号 平成１６年度西予市港湾整備事業特別会計予算 16.7.7 原案可決 

議案第 ３６号 平成１６年度西予市簡易水道事業特別会計予算 16.7.7 原案可決 

議案第 ３７号 平成１６年度西予市農業集落排水事業特別会計予算 16.7.7 原案可決 

議案第 ３８号 平成１６年度西予市公共下水道事業特別会計予算 16.7.7 原案可決 

議案第 ３９号 平成１６年度西予市上水道事業会計予算 16.7.7 原案可決 

議案第 ４０号 平成１６年度西予市病院事業会計予算 16.7.7 原案可決 

議案第 ４１号 
平成１６年度西予市野村介護老人保健施設事業会計予

算 
16.7.7 原案可決 

請願第  １号 
西予市の工事に関する政治倫理条例制定を求める請願

書 
16.7.7 継続審査 

陳情第  １号 非核平和自治体宣言を求める陳情書 16.7.7 採  択 

陳情第  ２号 
市道知野～龍徳線の「龍徳橋」の架け替え並びに道路改

良について 
16.7.7 採  択 

陳情第  ３号 
地方分権を確立するための真の三位一体改革の実現を

求める意見書の提出について 
16.7.7 採  択 

陳情第  ４号 
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書の提出

について 
16.7.7 採  択 



議案第 ４２号 
愛媛県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団

体の数の減少及び組合規約の変更について 
16.7.7 原案可決 

議案第 ４３号 
愛媛県消防団員等災害補償退職報奨金組合を組織する

地方公共団体の数の減少について 
16.7.7 原案可決 

議案第 ４４号 愛媛県市町村交通災害共済組合規約の変更について 16.7.7 原案可決 

議案第 ４５号 
愛媛県町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更に

ついて 
16.7.7 原案可決 

議案第 ４６号 西予市野村町エコセンター新築工事請負契約について 16.7.7 原案可決 

決議案第 １号 非核平和都市宣言決議について 16.7.7 原案可決 

意見書案第１号 
地方分権を確立するための真の三位一体改革の実現を

求める意見書（案）の提出について 
16.7.7 原案可決 

意見書案第２号 
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書（案）の

提出について 
16.7.7 原案可決 

 西予市農業委員会委員の推薦について 16.6.23 推  薦 

 常任委員会における所管事務の継続審査について 16.7.7 原案可決 

 議員派遣の件について 16.7.7 承  認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


